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序     文 

 

 

日本国政府は、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国（以下、マケドニア）政府の要請に

基づき、同国において「森林火災危機管理能力向上プロジェクト」を独立行政法人国際協

力機構が実施することを決定しました。 

 

当機構は、プロジェクト開始に先立ち、本プロジェクトを円滑かつ効果的に進めるため、

平成 22 年 6 月 27 日から同年 7 月 18 日までの 22 日間に渡り、当機構地球環境部森林・自

然環境保全グループ森林・自然環境保全第二課長遠藤浩昭を団長とする詳細計画策定調査

団を現地に派遣しました。 

 

調査団は本件の背景を確認するとともに、マケドニア政府の意向を聴取し、かつ現地踏

査の結果をふまえ、本プロジェクトに関する協議議事録に署名しました。 

 

本報告書は、今回の調査の結果を取りまとめるとともに、これから予定している本プロ

ジェクトの実施に資するためのものです。 

終わりに、調査にご協力とご支援をいただいた関係各位に対し、心より感謝申し上げま

す。 

 

平成 23 年 11 月 

 

独立行政法人 国際協力機構 

地球環境部部長 江島 真也 

 



 

 
 



 

 
 

プロジェクト対象地域

マケドニア 

ギリシア 

セルビア 

アルバニア 

ブルガリア 



 

 
 

 



 

 
 

写     真 

危機管理センター（CMC）本部 CMC 長官表敬 

CMC オペレーションセンター CMC オペレーションセンターの GIS システム 

CMC 地方本部オペレーション室 マケドニア西部の閉鎖林 

マケドニア東部の疎林 森林火災跡 



 

 
 

農業・森林・水経済省のうち   

森林・狩猟局のある建物 

マケドニア森林公社（PEMF） 

 

森林計画区の森林計画書 

（PEMF にて撮影）      

森林計画区の主題図 

（PEMF にて撮影） 

地方関係機関との協議 ミニッツ署名       

（右端が調査団長、その隣が CMC 長官）

 



 

 
 

略語一覧 

略 語 正式名称 和 名 

CMC Crisis Management Center 危機管理センター 

CMS Crisis Management System 危機管理システム 

C/P Counterpart Personnel カウンターパート 

EC European Commission 欧州委員会 

EFFIS European Forest Fire Information System 欧州森林火災情報シス

テム 

EU European Union 欧州連合 

FAO Food and Agriculture Organization 国連食糧農業機関 

GIS Geographic Information System 地理情報システム 

ICT Information and Communication Technology 情報通信技術 

JICA Japan International Cooperation Agency 独立行政法人国際協力

機構 

JST Japan Science and Technology Agency 独立行政法人科学技術

振興機構 

LCM Law on Crisis Management 危機管理法 

M/M Minutes of Meeting 協議議事録 

MAFWE Ministry of Agriculture, Forestry and Water 

Economy  

農業・森林・水経済省

NATO North Atlantic Treaty Organization 北大西洋条約機構 

ODA Official Development Assistance 政府開発援助 

PDM Project Design Matrix プロジェクト・デザイ

ン・マトリックス 

PEMF Public Enterprise Macedonian Forests マケドニア森林公社 

PO Plan of Operations 活動計画 

R/D Record of Discussion 討議議事録 

SAA Stabilization and Association Agreement 安定化・連合協定 

(EU） 

UNDP United Nations Development Program 国連開発計画 

UNECE United Nations Economic Commission for 

Europe 

国連欧州経済委員会 

UNOCHA United Nations, Office for the Coordination of 

Humanitarian Affairs 

国連人道問題調整事務

所 

WTO World Trade Organization  世界貿易機関 
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事業事前評価表（技術協力プロジェクト） 

作成日：平成 22 年 12 月 8 日 

担当部・課：地球環境部・森林自然環境保全第二課 

１．案件名 

国名：マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 

案件名：森林火災危機管理能力向上プロジェクト 

Project on Development of Integrated System for Prevention and Early Warning of Forest 

Fires 

２．協力概要 

（１）プロジェクト目標とアウトプットを中心とした概要の記述 

 本案件は、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国（以下、マケドニア）において、危機管理

センター（Crisis Management Centre: CMC）が国家的なリスクアセスメントの仕組みを構築

し、さらにその仕組みを機能させるために森林火災の予防・早期警戒に係る国内の主要な関係

者1間の連携・情報共有を図ることを通じて、CMC が森林火災の予防・早期警戒について国内

の関係者に情報を発信し関係者間の連携・調整を図る能力を強化するものである。 

（２）協力期間 

2011 年 4 月～2014 年 3 月（3 年間） 

（３）協力総額（日本側） 

 3.0 億円 

（４）協力相手先機関 

 危機管理センター（Crisis Management Centre: CMC） 

（５）国内協力機関 

 農林水産省林野庁 

（６）裨益対象者及び規模、等 

 森林火災を含めた災害予防・早期警戒・モニタリングに関連する業務に従事する CMC 本

部職員（約 20 名）及び CMC 地方センター職員 

３．協力の必要性・位置付け 

（１）現状及び問題点 

マケドニアはバルカン半島南部に位置する内陸国であり、国土面積の約 38％を森林地帯が占

めている。近年、マケドニアを含むバルカン半島地域全体では、森林火災の発生が多く、その

被害が深刻な問題となっている。マケドニアでは、過去 10 年間で森林火災の発生件数は約 2,400

件、消失した森林面積は約 9.6 万 ha（東京都面積の約半分）、被害総額は約 60 億円に及ぶと推

計されている。特に 2007 年に広範な地域に及んだ大規模森林火災が発生した際には、14 日間

にわたり、国家緊急事態宣言が発せられる事態であった。 

このような状況の中、マケドニア政府は、2005 年に「危機管理法（Law on Crisis: LCM）」

を制定・施行し、森林火災を含むあらゆる国家的脅威の予防、早期警戒、及び関係機関の調整

に基づく効果的な対処を目指す国家的な仕組みとして、「危機管理システム（Crisis 

                                                  
1 農業・森林・水経済省（MAFWE）、森林公社（MAFWE の下部組織）、地方政府、各地域の消防隊、国立大学森林学部

等 
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Management System：CMS）」の構築・運営を定めた。CMS には、全ての中央省庁、議会、

援護・救助部門、地方政府、国営企業、マケドニア赤十字、NGO、メディア、一般市民等の幅

広い関係者の参加が規定されている。 

この CMS の意思決定機関の実務を担う独立した行政機構として、同じく 2005 年に「危機管

理センター（Crisis Management Centre: CMC）」が設立された。CMC は、あらゆるリスク・

脅威に係わる情報蓄積と分析を行い、関係各機関との連携・調整を図ることを目的とする。よ

って、森林火災の予防・早期警戒を行うためには、CMC で森林火災に係る情報が一元管理され、

それらの情報に基づく分析結果やそこから導かれる提言が CMS 意思決定機関に伝えられ、危機

勃発時には、迅速に CMS 傘下の関係機関や国民に指示が出され、調整のとれた対応が実施され

ることが想定される。 

しかし、CMC は他の行政機構の施設や人材を移管する形で発足しており、一定の実施能力を

有するものの、危機管理に関する情報の収集・蓄積・分析を実施する能力、さらにそれらの情

報を所有又は利用する関係各機関と CMC 自身、また、関係機関間の連携を図る調整能力の双

方に、課題を抱えている。特に、CMC に森林火災対策用と導入されている統合 GIS システム2が

あるが、同システムには、国土の一部の地図情報しか組み込まれていない、ライセンス数不足

による入力の非効率が生じていること、ユーザーである CMC 職員の GIS 利用に関する能力向

上が必要であることなど、森林火災のリスクアセスメントを実施するには不十分な点が多い。

さらに、森林火災に関する様々な情報・データは複数の関係機関が個別に保有しており、CMC

に情報が集まる体制が確立されていない。 

このように、マケドニアにとって国家的な課題である森林火災に対処するためには、まず中

核機関である CMC が、十分な情報に基づいた的確な分析を行い、関係機関間の連携を図る調

整能力を強化することが必要となっている。 

 

（２）相手国政府国家政策上の位置付け 

マケドニアは 1991 年の旧ユーゴスラビア連邦崩壊を受けての建国以来、EU への加盟を目下

の外交目標とし、改革・経済自由化のプロセスを進め、行政機構の再編・強化や様々な分野の

制度整備や実施体制の強化を目指している。また、2000 年代半ばから近隣国を含む周辺の情勢

の安定化に伴い、国内の国家安全保障・危機管理体制の改編・整備が順次進められてきた CMS

及び CMC を規定している法律 LCM はこのような背景のもとに制定・施行されたものである。

本案件は、CMC が森林火災の予防・早期警戒について国内の関係者に情報を発信し、調整を

図る能力を強化するものである。この能力は森林火災にかかわらず、国家的脅威に係わる各種

情報を収集・分析し、関係各機関の調整を効果的に実施していくという CMC の任務遂行に必

要な基本的能力であり、マケドニア政府が CMC に期待する機能のベースを作るものと位置づ

けられる。 

（３）我が国援助政策との関連、JICA 国別事業実施計画上の位置付け 

我が国はマケドニアに対する援助重点分野として、市場経済化、平和の定着、環境保全の 3

分野を掲げている。森林火災の予防・早期警戒は、森林保全につながるため、本件は上記重点

                                                  
2 2007 年の森林大火災で予防・早期警戒の重要性が認識された結果、マケドニア政府予算にて導入された GIS シス

テム。システム内のデータは LAN によって CMC 本部内でのみ共有可能となっている。GIS 地図情報が部分的に入って

いるが、森林そのものや森林火災に関する情報を重ね合わせて分析することが期待されている。 
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分野のうち、環境保全に資するものである。 

４．協力の枠組み 

（１）協力の目標（アウトカム） 

１）協力終了時の達成目標（プロジェクト目標）と指標・目標値 

【プロジェクト目標】  

CMC の森林火災の予防・早期警戒について国内の関係者に情報を発信し、関係者間の調整を

図る能力が強化される。 

【指標】  

1．統合 GIS システムの情報が定期的に更新されている 

2．国内の森林火災の予防・早期警戒に係る関係者間で連携状況の確認及び見直しがなされて

いる 

3．森林火災の予防・早期警戒に係る国内の関係者が、CMC からの情報に基づき森林火災に

対応している  

２）協力終了後に達成が期待される目標（上位目標）と指標・目標値 

【上位目標】 

  森林火災の予防・早期警戒に対する対応能力の向上により、大規模森林火災3の発生が抑

制される。 

【指標】 

１． CMC から危機管理システム下の機関に伝達される情報の正確性及び伝達速度が増す。 

２． 大規模森林火災に発展した森林火災の件数が減る。 

 

（２）成果（アウトプット）と活動 

成果 1: 森林火災についての国家的なリスクアセスメントの仕組みが構築される。 

活動 

１－１ 森林火災リスクアセスメントに必要な手順を設計し、手順書4を作成する 

１－２ 森林火災リスクアセスメントに必要なデータを特定し、収集する 

１－３ 統合 GIS システムの機能強化に必要なソフトウェア、ハードウェアの整備を行い、

同システムの運用・維持管理に必要な研修を実施する 

１－４ 森林火災 GIS ハザードマップを作成し、発行する 

１－５ 森林火災の被害・影響の評価手法を設計する 

１－６ 森林火災の早期発見に係る具体的な技術手法を検討5する 

１－７ 森林火災リスクアセスメントについてのワークショップを開催する 

                                                  
3 具体的な面積規模はプロジェクト開始後半年を目処に決定する。 
4 関係機関すべてにおける森林火災リスクアセスメント業務の体系的な手法と手順を定義した一連の文書を意味

する。たとえば、（１）情報収集の手法とそのために適切な機材の活用方法（２）データ収集の具体的方法と適切な

データ加工の具体的方法、等である。 
5 先方政府の想定する手法を含む複数の具体的な手法を洗い出し、実現可能性を検討した上で、本プロジェクト内

で早期発見システムの構築を実施するかどうかを判断する。実施する場合、後半の活動内容に変更を加える可能性

がある。 
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指標 

 １－１ 統合 GIS システムに森林火災のリスクアセスメントに必要なデータが整備される 

１－２ 統合 GIS システムの使用者の数が同システムの運用に必要なレベル6まで増える 

１－３ GIS ハザードマップのカバー範囲が増える 

１－４ 整備された森林火災リスクアセスメント手順を関係機関が理解し、活用している 

 

成果 2：森林火災の予防・早期警戒に係る国内の関係者間で情報共有・連携を図る調整機能が

強化される  

活動 

２－１ CMC 及び関係機関の情報共有・連携についての課題を抽出し、継続的な情報共有の

仕組みを作る 

２－２ 技術調整グループ会議（Technical Coordination Group Meetings : TCGM）を定期

的に開催する 

２－３ 調整方法の有効性を確認するために、複数のモデル地域で住民に対する森林火災の

予防・早期警戒についての意識の伝達状況を確認する 

２－４ ２－３の結果から CMC 及び関係機関の連携の調整状況を評価し、追加措置の必要

性とその内容を検討する 

指標 

２－１ CMC 及び国内の関係機関間で森林火災の予防・早期警戒に必要な情報交換が行われ

ている 

２－２ モデル地域で住民の森林火災の予防・早期警戒に対する意識が向上する 

 

（３）投入（インプット） 

１）日本側 

専門家派遣（総括／森林火災管理、業務調整/GIS システム、データベース管理、システム基

本設計 等）、供与機材（サーバー、ハードディスク、各種ソフトウェア等）、本邦研修 

２）マケドニア側 

マケドニア側プロジェクトスタッフ人件費、プロジェクト実施に必要な施設・土地、機材、

総務・運営経費 

 

（４）外部要因（満たされるべき外部条件） 

 １）前提条件 

  ・プロジェクトパートナーとして関係機関の協力関係が担保される。 

２）成果達成のための外部条件 

・関係機関による予算・人員の配置等の協力が確保される。 

３）プロジェクト目標達成のための外部条件 

・CMC の予算と人員が大きく減少しない。 

４）上位目標達成のための外部条件 

                                                  
6 具体的な人数等についてはプロジェクト開始後 1年後を目処に設定する。 
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・森林火災に係る危機管理政策の大幅な変更が生じない。 

・想定以上の異常気象が発生しない。 

５．評価５項目による評価結果 

 

（１）妥当性 

以下の理由により、妥当性が高いと見込まれる。 

 

マケドニアでは、前述３．（１）に記載の通り、森林が国土の大半を占める貴重な自然資源で

あるにも関わらず、毎年の森林火災による被害が深刻であり、各種の国家的脅威に対する対応

の必要性においても特に森林火災の予防・管理に係わる実施能力の向上は極めて重要な課題と

認識されている。その中核を担う CMC の情報分析や発信、関係機関の調整能力の不足は、森

林火災の予防・早期警戒に対する国家的な仕組みを技術的にも制度的にも欠く事態を招いてい

る。このような状況において、CMC の森林火災危機管理能力向上に資する技術協力が必要とさ

れている。また、活動２－３で複数のモデル地域を選定する際は、限られた期間で地域住民へ

の森林火災の予防・早期警戒に関する情報の伝達状況や、そこから醸成される予防・早期警戒

への意識の向上を実証するために、地域の組織体制や CMC 地方センターとの協力関係が既に

ある地域を選定する予定である。例えば、過去に日本と UNDP の資金で実施された UNDP 技

術協力プロジェクトで活動を行った地域等を想定している。 

本件は、我が国のマケドニアに対する援助の重点分野の一つである環境保全に資するもので

あり、先方政府の国家方針及び我が国の援助戦略の双方と整合性が取れている。さらに、日本

はインドネシアにおいて「森林火災予防計画」に係わる技術協力を実施しており、森林火災の

早期発見・警戒態勢の整備、火災予防に関する普及・啓発の強化等における経験、技術的優位

性、人的リソースを有している。 

 

（２）有効性 

 以下の理由により、有効性が高いと見込まれる。 

  

プロジェクト目標である「CMC の森林火災の予防・早期警戒について国内の関係者に情報を

発信し関係者間の調整を図る能力が強化される。」の達成のために、「森林火災についての国家

的なリスクアセスメントの仕組みが構築される」「森林火災の予防・早期警戒に係る国内の関係

者間の連携・情報共有を図る調整機能が強化される 」の 2 つの成果を設定している。  

前述３．（１）に記載の通り、CMC は情報の収集・蓄積・分析といった技術面、関係各機関

との情報共有・連携を促進する調整能力の双方に課題を抱えている。よって、まずは、適切な

情報を獲得するための技術面の能力を向上するために、CMC が森林火災のリスクアセスメント

の全体像を設計して手順書に落とし込み、必要な情報を関係機関から入手して CMC が運用す

る統合 GIS システムで一元管理できるようになるというリスクアセスメント全体の仕組みの構

築（成果 1）が必要である。さらに、この仕組みを円滑に動かすためには、CMC が関係機関間

の連携・調整を図り、関係機関から CMC へのデータや情報の提供、また CMC からの各機関へ

の分析結果や提言等の情報の周知が迅速になされるようにすること（成果 2）が必要である。上
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記二つの成果が達成され、CMC の予算及び人員が大きく減少せず、上記の成果が維持されれば、

プロジェクト目標の達成が可能となる。 

 

（３）効率性 

以下の理由により、一定の効率性を有すると見込まれる。 

 

CMC には 2007 年の大規模森林火災を契機として、2008 年に省庁・分野横断の利用を目的と

する統合 GIS システム がマケドニア自身の政府予算により導入されている。森林火災対策用と

して導入された本システムは、現在、同センターのシステムの根幹となっており、ＩＴセクシ

ョン等の関係部署に同システムを活用する人員配置がなされている。 

今回拡充しようとしている同システムは、上記のように新しくゼロから導入するものではな

いこと、3（1）で述べたようにある程度課題が明らかになっていることから、機材投入を 小

限に抑え、技術者への研修実施を速やかに実施することができると考えられる。 

またプロジェクト・マネージャーに就任予定である CMC の研究・分析・アセスメント・戦

略計画部長は、JICA 帰国研修員であり技術協力に対する理解が十分あり、限られた CMC の予

算と人員の中で円滑なプロジェクトを遂行するための有効な潤滑油となることが期待できる。

 

（４）インパクト 

 以下の通り、正のインパクトが見込まれる。 

 

本件では森林火災の危機管理に係わる情報センター・調整機関としての CMC の調整能力の

向上を目標としている。この、調整能力向上とは、まず森林火災のリスクアセスメントの手順

が策定され、CMC が森林火災の予防・早期警戒に必要な情報を一元管理できるようになること

が前提となっており、さらに、そこから得られる情報が関係各機関に迅速に周知され、適切な

対応がとられるようになることを意味している。 

CMC は、全ての省庁から国民まであらゆる関係者の参加を規定した CMS の意思決定機関に

提言を行う立場にあるため、CMC が自立的に、森林火災予防・早期警戒に係わる人的・組織的

な仕組みと能力を向上・発展・拡大させて調整能力を発揮することで、国内で CMS 下の様々な

関係機関での連携・調整が効果的に機能し、森林火災の発生を予防し、早期警戒の発信がより

効果的に実施され、大規模な森林火災の発生の抑制に貢献することが期待される。また、バル

カン地域の他国には CMC と同様の機能を担う危機管理センターがあるため、それらの機関と

の情報発信・情報共有を積極的に行うことで域内への効果の波及を目指すことができる。 

 

（５）自立発展性 

 以下の理由により、自立発展性は高いと見込まれる。 

１）政策・制度面 

３．（１）記載の通り、森林火災は国家的課題と認識されていること、国内の国家安全保障・

危機管理体制の改編・整備を順次進めるというマケドニアの政策のもと 2005 年に LCM が制定

されていることから、森林火災に対して国家的に取り組むという姿勢が維持される可能性は極
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めて高い。 

２）組織・財政面 

CMC は 2005 年創設の新しい政府機関であるが、国家的な危機対応の中核機関として政府直

轄の独立官庁としてマケドニア政府機関の中でも特に重要視されており、配置されている人員

は基礎的能力を有したものであり、政府による人員と予算の担保が継続する可能性が高い。 

３）技術面 

マケドニア自身によって設置されている GIS システムの基盤や技術者を活用するものである

ため、プロジェクト実施前と同内容の業務を同じ要員が継続して実施することで自ずとプロジ

ェクト期間中に向上させた能力の定着と更なる向上が見込まれる。 

 

６．貧困・ジェンダー・環境等への配慮 

ハザードマップの活用やワークショップ、住民への啓発活動の際は、環境保全のみならず住

民の生活を守るという視点に留意して活動を計画・実施する。 

７．過去の類似案件からの教訓の活用 

マケドニア測地局を実施機関として実施された開発調査「全国地理情報データベース整備計

画調査」（2004～2006）により国土基本図の整備と空間データ基盤、GIS 技術に係るに技術移

転が行われた。同案件の成果品の活用状況等を確認するとともに、本案件において森林火災シ

ステムの構築での活用可能性を検討する。また、日本がインドネシアで実施した技プロ案件「森

林火災予防計画 I・II」にて、地域内の近隣国との協力や情報交換の促進が必要との教訓が得ら

れている。これより本案件では、プロジェクト目標の達成と共にバルカン地域の他国の CMC

と同様の機能を担う危機管理センターに対する情報発信・情報共有を積極的に行うことも目指

す。 

８．今後の評価計画 

2012 年 10 月頃（プロジェクト協力期間の中間時）：中間評価 

2013 年 10 月頃（プロジェクト終了の約 6 ヶ月前）：終了時評価 

2017 年 3 月（プロジェクト終了 3 年後）：事後評価 
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第 1 章 詳細計画策定調査の概要 
 

1-1. 調査の背景 
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国（以下、マケドニア）はバルカン半島南部に位置する内陸国で

あり、国土面積の約 4 割を森林地帯が占める。近年、マケドニアを含むバルカン半島地域各国（ギ

リシア国、セルビア国、モンテネグロ国等）において、森林火災による被害が深刻な問題となってい

る。マケドニアでは、過去 10 年間の森林火災発生件数は約 2,400 件、延焼した森林面積は約 9.6 万

ha であり、その被害総額は約 60 億円に及ぶと推計されている1。特に 2007 年の大規模森林火災発

生の際には 14 日間にわたり国家緊急事態宣言が発せられる事態となっており、マケドニア政府は森

林火災を緊急に対処すべき国家レベルでの脅威のひとつと見なしている。 

こうした状況のなか、マケドニア政府は 2005 年に、森林火災を含むあらゆる国家的脅威の予防、

早期警戒、及び関係機関の調整に基づく効果的な対処を目指す国家的な仕組みとして、「危機管理シ

ステム（Crisis Management System：CMS）」の構築・運営を定め、この CMS の意思決定機関の

実務を担う機関として「危機管理センター（Crisis Management Centre: CMC）」を設立した。マ国

が森林火災に適切に対処するためには、CMC が森林火災に関する的確な分析を行い、関係機関の連

携を図り、森林火災の予防、早期警戒、危険時の即時対応に対する中枢機能を発揮することが必要で

ある。 

 以上の背景から、マケドニア政府は、2009 年 8 月に技術協力プロジェクト「森林火災危機管理

能力向上プロジェクト」を日本国に要請した。 

 

 1-2. 調査の目的 
本詳細計画策定調査は、本プロジェクトの実施に向けて、関連情報の収集を行い、先方関係機関と

プロジェクトの枠組みについて協議を行い、PDM（Project Design Matrix）（案）、詳細活動計画（Plan 

of Operation：PO）（案）及び協力計画（詳細活動、投入人月、分野、期間、資機材等）を含む討議

議事録（R/D）（案）として取りまとめ、協議議事録（M/M)の署名・交換を行うことを目的とする。 

その際に、プロジェクトを実施する上での、日本側協力事項（専門家派遣、研修員受入、機材供与

計画など）、マケドニア側実施事項（C/P 配置計画、予算措置等）について確認するとともに、事業

事前評価を行うための情報を収集、分析する。 

 

1-3. 調査団の構成 
調査団の構成は、以下の通りである。 

 氏名 担当分野 所属 期間 

1 遠藤  浩昭 総括 国際協力機構 

地球環境部森林・自然環境グループ 

森林・自然環境保全第二課 課長 

2010 年 

7 月 7 日～18 日 

2 岸田  匡 協力企画 国際協力機構 

地球環境部森林・自然環境グループ 

森林・自然環境保全第二課 

2010 年 

7 月 4 日～18 日 

3 佐藤 雄一 森林火災対策 農林水産省 2010 年 

                                                  
1 マケドニア危機管理センター（CMC：Crisis Management Center）の報告に基づく。 
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林野庁 計画課 調査官 7 月 4～18 日 

4 岩瀬 信久 評価分析 有限会社 アイエムジー 2010 年 

6 月 27 日～7 月 18 日

 

1-4. 調査日程 
調査日程は、以下の通りである。 

  総括 協力企画 森林火災対策 評価分析 

6 月 27 日 日    東京→ウィーン 

ウィーン→ジュネーブ 

6 月 28 日 月    欧州経済委員会訪問 

6 月 29 日 火    ジュネーブ→ウィーン 

ウィーン→スコピエ 

照井企画調査員と打ち合

わせ 

6 月 30 日 水    CMC と打合せ 

UNDP プロジェクトオフィ

ス訪問 

7 月 1 日 木    CMC と打合せ 

CMC キチェボ地方事務所、

DPR キチェボ事務所 

7 月 2 日 金    UNDP スコピエ事務所、SV. 

Kiril I Metodij 大学森林学

部、IZIIS 訪問 

7 月 3 日 土    SV. Kiril I Metodij 大学

森林学部 

7 月 4 日 日  東京→ウィーン 

ウィーン→ベオグラード 

資料整理 

7 月 5 日 月  バルカン事務所打合せ 

ベオグラード→スコピエ 

森林公社、Hydro-Meteo 

Institute 

農業・森林・水経済省 

7 月 6 日 火  照井企画調査員と打合せ 

危機管理センターと打合せ 

7 月 7 日 水 東京→ウィーン 現地調査（Strumica）：Strumica 地方関係者と協議、CMC 地方本部等 

7 月 8 日 木 ウィーン→スコピ

エ 

課題分析ワークシ

ョップに合流 

課題分析ワークショップ 

7 月 9 日 金 ミニッツ協議 

7 月 10 日 土 現地調査（Ohrid)、CMC Ohrid Regional Center 
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7 月 11 日 日 資料整理、団内協議 

7 月 12 日 月 ミニッツ協議 

7 月 13 日 火 ミニッツ協議 

7 月 14 日 水 ミニッツ署名 補足調査 

7 月 15 日 木 スコピエ→ベオグラード 

JICA バルカン事務所打合せ 

補足調査 

7 月 16 日 金 ベオグラード→ウィーン 

在オーストリア日本大使館表敬・打合せ 

補足調査 

スコピエ→ウィーン 

7 月 17 日 土 ウィーン→ 

7 月 18 日 日 東京着 

 

1-5. 主要面談者 
＜マケドニア側＞ 

Crisis Management Center (CMC) 

- Mr. Toni Jakimovski, Director 

- Mr. Zulfi Adli, Deputy Director, CMC 

- Mr. Urim Vejseli, Head of Department for NATO and International Coordination 

- Mr. Stevko Stefanovski, Head of Department for Research, Analysis, Assessment and Strategic 

Planning 

- Mr. Gordana Naumovska, Deputy Head of Department for Organization and Internal Cooperation 

- Mr. Vladimir Kuzmanovski, Associate, IT Department 

- Mr. Dragi Tarchugovski, Deputy Head of Department for Operations & Operational Logistics 

- Mr. Ivan Mitevski, Advisor 

- Mr. Milan Rusev, Director, Regional CMC Strumica 

- Ms. Suzana Atanasova, Regional CMC Strumica 

- Mr. Stojovski Dimitar, Regional CMC Strumica 

 

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Economy (MAFWE) 

- Mr. Vojo Gogovski, Director, Department for Forestry and Hunting 

- Mr. Jurant Dika, Department for Forestry and Hunting 

- Mr. Jurant Dika, Associate 

 

Public Enterprise Macedonian Forests（PEMF） 

- Mr. Jovan Cakovski, Assistant Director 

- Mr. Blagoj Chobanov, Head of regional Office, Strumica 

 

Directorate of Protection and Rescue (DPR) 

-  Ms. Lidija Bjelica, Head of Department 

 

Hydro-Meteo Institute 
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-  Ms. Rada Avramovska, Head of Department 

 

Institute of Earthquake Engineering and Engineering Seismology (IZIIS) 

- Dr. Mittail Garevski, Director 

- Dr. Zoran Milutinovic, Professor & Head of Departmenment, grad. Civil emg. 

 

Faculty of Forestry, Univerisity “SV. Kiril I Metodij” Skopje 

-  Dr. Nikola Nikolov, Accociate Professor, Department of Forest Protection 

 

Ohers 

- Mr. Vane Strojanov, Mayor of Vasilevo 

- Mr. Mijalce Krstev, Fire Fighting Unit Strumica 

 

＜他ドナー＞ 

UNDP 

- Ms. Anan-Marie Ali, Deputy Resident Representative 

- Ms. Anita Kodzoman, Program Officer, Head of Environment Practice 

- Mr. Vasko Popovski, Project Manager 

- Mr. Samir Memedov, Project Manager 

 

Forestry and Timber Section, Trade and Timber Division, UNECE 

- Ms. Paola DEDA, Chief 

- Mr. Roman MICHALAK, Forest Resource Officer 

 

＜日本側＞ 

Embassy of Japan in Austria 

- Mr. Masato Iso, Minister 

- Mr. Tatsuhiko ICHIHARA, Second Secretary 

- Ms. Noriko NOGUCHI, Adviser-Balkan Affairs 

 

JICA Skopje Office 

- Ms. Kanako Terui, Project Formulation Adviser 

- Mr. Sasho Dimitrov, Technical Coordinator 

 

1-6. 協議結果概要 
（１）気候変動の緩和・適応に対する貢献 

森林火災は森林減少や森林劣化の原因であるとともに、温室効果ガスの発生源の一つでもあり、

地球規模での気候変動をもたらす要因にもなりうる。そのため、森林火災の予防・早期警戒に資す

る本案件は気候変動への緩和・適応にも貢献するものであることを双方は確認した。 

 

（２）プロジェクト成果の普及について 
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マケドニア側は本件の成果をマケドニア国内のみならず、森林火災がバルカン地域内での課題で

もあること踏まえ、域内での普及に努めることを明言した。 

 

（３）関係機関の間での調整の必要性 

本案件は農業・森林・水経済省やマケドニア森林公社等の関係機関とデータ収集や情報の共有が

重要であることから、CMC のみならず関係機関との調整が重要であることを確認した。 

 

（４）技術調整グループ 

上記（３）も踏まえ、ステアリングコミッティとは別に、農業・森林・水経済省、森林公社、大

学、研究機関等の関係機関と本件の技術的な課題を調整する「技術調整グループ（Technical 

Coordination Group）」をプロジェクト開始後に設けることとした。 

 

1-7. 団長総括 
 カウンターパート機関である危機管理センター（CMC）の対応は非常に真摯かつ

熱心である。バケーションシーズンで担当者が不在にしがちであるにもかかわらず、休暇返上

で会議に参加し、関連する部局からの情報収集、協議を滞りなく行うことができた。一方、森

林専門官が在籍する他機関(特に農業・森林・水経済省、森林公社、大学など)との情報交流が

少なく、本調査時においても森林火災にかかる関連部局とのワークショップを開催したが、プ

ロジェクト実施に際しては関係機関との情報共有に留意していく必要がある。 

 

 森林火災に貢献する本件は、2007 年に発生した大規模森林火災の経験に基づいた

マケドニア側の重要課題に沿ったものである。また、近隣国での発生由来による森林火災被害

も甚大であった。近隣国にも同様の CMC が設立されており、これら CMC ネットワークを通

じてワークショップを開催し、プロジェクト成果の普及を活動に含むこととした。 

 さらに、本件を通じた森林火災の予防・初期警告の実施促進を行うことで、火災による森林

減少・二酸化炭素排出を抑制することから、気候変動にも貢献するものであることを先方政府

と確認した。 

 

 マケドニア側は、JICA の技術協力プロジェクト(開発調査を除く)は初めての実施で

ある。そのため、M/M に添付した「R/D(案)」の専門家の特権や免税事項等の理解を得るため、

外務省・財務省・欧州統合府と調整の上、M/M の締結となった。今後 R/D 署名時や専門家派

遣など再度関係機関と調整する必要があると思われるが、双方の実情を理解した上で、円滑な

実施を進めるための対処が肝要である。 

 

 森林火災発見システムの開発については、マケドニア側は煙感知器を森林に配備す

るイメージを持っているが、インターネット情報によるものであり近隣で実践している国があ

るわけではない。日本側はリモートセンシング技術の活用を提案したが、マケドニア国内での、

欧州委員会による EFFIS(European Forest Fire Information System)という全欧州をカバーする森

林火災モニタリング・危険予測等にかかる汎用 ICT インフラに対する理解と情報が少ない。協

議の結果、森林火災発見システムの開発については、プロジェクト前半でフィージビリスタデ
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ィを実施した上でその後の対応を決めることとなった。 

 

 関係機関間の連携、地域レベルへの成果発信等が非常に重要である本件において、

派遣される日本人専門家は(1)CMC 幹部、他省庁の部局長レベルとの調整、(2)森林官のいない

CMC における森林政策や森林火災対策を踏まえた技術支援、(3)技術調整グループをはじめ森

林関連部局との技術的な意見交換、(4)セミナー等における調整・発信能力、が期待される。調

整と発信による多種多様な業務、JICA 事務所がないことなどを考慮すると長期専門家 2 名と短

期専門家で対応することが望ましいと考える。

6



 

 

第 2 章 プロジェクト基本計画 
 

2-1. プロジェクトの概要 
2-1-1. マケドニアの概況 

マケドニアは 1991 年の旧ユーゴ連邦解体により同年 11 月に独立を宣言し、その後の西バルカン

地域の政治・経済混乱の中で厳しい時期を経験したが、2000 年代初頭からは EU 加盟を視野に入れ

た改革・自由化のプロセスを急速に進めている（次頁囲み欄「マケドニアのＥＵ加盟及び地域情勢に

ついて」を参照）。EU との「安定化・連合協定（Stabilization and Association Agreement: SAA）」

が発効した 2004 年以降は主要貿易相手国がバルカン諸国から EU 諸国へと変化し、経済成長も安定

的な動きを見せるようになっている（表 2-1 参照）1。2000 年代半ばからは行政機構の再編・強化や

様々な分野の制度整備や実施体制強化が進められている。 

 

表 2-1. マケドニア旧ユーゴスラビア共和国の主要社会・経済指標 

 1998 2006 2007 2008 2008年
地域平均値

 人　口 （百万人） 2.0 2.0 2.0 2.0 443
 人口増加率 （%） 0.5% 0.1% 0.1% 0.1% 0.3%
 実質GDP成長率 (%) 3.4% 4.0% 5.9% 5.0% 4.1%
  農　　業  (%) 3.3% 4.6% -1.5% 7.0% 6.4%
  工　　業  (%) 2.6% 4.3% 7.6% 6.7% 3.6%
  サービス業  (%) 3.6% 6.2% 5.5% 3.6% 4.6%
 産業構造（対GDP比）　 (%) － － － － －

  農　　業  (%) 13.2% 12.6% 11.0% 10.9% 6.7%
  工　　業  (%) 33.8% 30.1% 32.6% 34.0% 32.4%
  サービス業  (%) 52.9% 57.3% 56.4% 55.1% 60.8%
 1人当名目GNI (US$/人) 1,930 3,110 3,470 4,130 7,350
 消費者物価上昇率 (%) 0.5% 3.3% 3.6% 7.2% n.a.
 経常収支比率 (対GDP、%) -7.8% -0.9% -3.1% -12.7% n.a.
 為替レート （ディナール/$） 54.5 48.8 44.7 41.9 n.a.
出所: 「主要指標一覧 [マケドニア旧ユーゴスラビア共和国] 」JICA　2010年5月版  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
1  マケドニアは従来、農業国だったが旧ユーゴ時代に掲げられた「市場社会主義（Market Socialism）」によって工業化され、

経済的に旧ユーゴ諸国、特にセルビアと相互補完的な関係にあった。旧ユーゴ分解に伴い、同地域内での経済・産業連鎖

（産業連関チェーン）が崩壊し、実質 GDP の水準は 1995 年時で独立前の 70％まで落ち込み、2001 年でも 80％の水準にとど

まっていた。特に旧ユーゴ時代に生産量の 75％が他の旧ユーゴ共和国に供給（移出）されていた鉄鋼製品を始めとする金属

製品を中心とする工業セクターの落ち込みが激しく 2001 年時の工業生産水準は独立前の 46％にとどまっていた。 
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 「マケドニアの EU 加盟及び地域情勢について」 

（１）EU 加盟に向けた改革 

マケドニアは旧ユーゴスラビア連邦のスロベニアとクロアチアが独立を宣言した1991年

6 月時点では独立準備ができておらず、独立を宣言したのは同年 11 月でその後の市場経済

移行も遅れた。民族問題を含めた同国を巡る政治情勢が安定化し、経済・社会発展が進み始

めたのは 2001 年 8 月に合意・成立した「オフリード枠組み協定」以降である。同協定はか

つてマケドニア人に優先的扱いを与えていた憲法のいくつかの条項を修正し、大学教育での

使用を含めてアルバニア語も公用語と認め、公務員や警察官に積極的にアルバニア人を登用

することを定めた。また、その直前の 2001 年 4 月にはマケドニアは旧ユーゴ諸国の中で初

めて EU との SAA を締結し EU 加盟を目指した改革路線を歩み始めた。マケドニアは EU

加盟を 重点課題としており、2001 年 4 月に EU と「安定化・連合協定（Stabilization and 

Association Agreement: SAA*）」を締結（発効は 2004 年 4 月）の上、2004 年 3 月に EU

加盟申請を行って、本格的な加盟交渉開始を待ち望んできた。すでに EU 加盟を実現した

スロベニア以外の旧ユーゴ諸国の中では、マケドニアは EU 加盟を含めた国際化の努力を

も積極的に図ってきたと言われている。 

（２）国名問題と地域情勢マケドニアは 2003 年 4 月に WTO 加盟を果たし、2005 年 12

月には欧州理事会（EU 首脳会議）がマケドニアを EU 加盟候補国に認定するなど、2000

年代半ばから順調に改革・自由化のプロセスを歩んできた。しかし、国名について同名（「マ

ケドニア」の名称）の州を北部に持つ EU 加盟国であるギリシアとの間で紛争が続いてい

ることもあり**、EU 加盟交渉は本格化していない。また、EU 加盟交渉が始まったとし

ても、同国の司法改革、汚職は依然、問題点として指摘されており加盟までの道のりはまだ

遠いと認識されている。また、NATO 加盟も同様にギリシアの反対で実現していない***。

一方、EU は 2005 年 12 月、バルカン諸国に対する EU 例外貿易条例（無関税で無制限

に輸出が可能）の期限を 2006 年 1 月 1 日から 2010 年 12 月 31 日まで延長することを決定

しており、経済・貿易面での EU との一体化は着実に進んでいる。 

 

*: SAA とは、将来の EU 加盟を目指す西バルカン諸国に対して、協定締結国のマクロ経済、産業、競争政策、

インフラ、環境等の諸分野における EU の政策・制度面の整合性を確保しながら社会・経済基盤の構築・発展を促

すための枠組みである。中欧・バルト諸国に対して EU が 90 年代以降、活用してきた（EU 加盟を前提とした）「連

合協定（Association Agreement）」を基礎として、西バルカン地域の地域協力と発展を目指す地域アプローチを

重視した取り組みだと言われている。マケドニアは EU と SAA を締結した 初の国であり、その後、クロアチアが

2001 年 1 月、アルバニアが 2006 年 6 月と続いている。 

**:1991 年 11 月 20 日に旧ユーゴ連邦から独立を宣言した後、マケドニアは国名をめぐって、ギリシアと対立を

続けている。「マケドニア」という国名が北部ギリシアに住むスラブ系マケドニア人を併合する大マケドニア建設の意

図を表しているのではないかと恐れてギリシアが反発したため、しばらくの間、国連への加盟を認められなかった。

国名を「マケドニア旧ユーゴスラビア共和国（FYR of Macedonia）」とすることで、ようやく 1993 年 4 月に国連への

加盟が認められた。その後も、ギリシアはマケドニアの承認に抵抗し、93 年 12 月には全欧安全保障協力会議

（CSCE）への加盟を拒否、94 年 3 月に経済封鎖を実施しテッサロニキ港を通じた貿易を不可能にした。95 年に経
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済封鎖は解除されたが、その後も NATO 加盟を拒否するなど、ギリシアの強硬姿勢は続いている。 

***:これに対して、クロアチアとアルバニアは 2009 年 4 月に NATO に加盟済みである。なお、NATO を主導す

る米国は、マケドニアのイラク戦争に対する支持を背景に、2004 年にブッシュ政権が「マケドニア共和国」という国

名を承認している。 

 

2-1-2. 森林火災の概況 

マケドニアは豊かな農業国であると同時に山がちな国土を有し、森林面積は約 95 万 ha、国土面積

の約 38％を占める貴重な自然資源である。しかし、森林火災による被害は深刻で、過去 10 年間の森

林火災発生件数は約 2,200 件、延焼した森林は約 10 万 ha、被害総額は約 60 億円を超えると推計さ

れている（図表 2-2 参照）。特に 2007 年夏にバルカン半島を襲った森林大火災ではマケドニアで初

の「国家緊急事態宣言」が 14 日間にわたり発令された。近年、欧州では夏に猛暑が続きマケドニア

だけでなくバルカン半島地域全体で森林火災の発生が多く、マケドニア政府は森林火災を緊急に対応

すべき国家的脅威の一つとみなしている。 

 

年 発生件数 
延焼面積 被害材積 被害総額 

(1,000ha) (1,000m3） (1,000 ユーロ） 

2000 476 46.2 711.8 15,700 

2001 161 6.3 88.3 9,890 

2002 65 1.2 24.7 300 

2003 144 1.1 11.0 252 

2004 94 0.9 4.3 1,475 

2005 182 1.4 1.1 410 

2006 138 2.1 13.0 2,408 

2007 652 35.2 617.7 21,235 

2008 249 7.4 37.4 4,535 

2009 38 0.2 0.8 95 

合 計 2,199 102.0 1,509.9 56,300 

表 2-2.  過去 10 年のマケドニア森林火災の状況（出所：CMC） 

 

このような中で、マケドニア政府は行政機構の改革・再編を進めており、2005 年に制定・施行さ

れた「危機管理法（Law on Crisis: LCM）」に基づいて同国「危機管理システム（Crisis Management 

System: CMS）」の構築・運営を行うことを決め、そのための支援・調整を行う新たな政府機構とし

て「危機管理センター（Crisis Management Center: CMC）」を設立した。CMC は地震、洪水、森

林火災、干ばつ、テロリズム等のあらゆる国家的脅威の防止、早期警報、即時対処の調整等を任務と

しているが、期待される機能に対して現時点での実施能力には改善・向上すべき課題が多い。本プロ

ジェクトはマケドニア政府の要請を踏まえて、CMC の人的・組織的能力の強化を図るとともに、CMC

による森林火災予防・危機管理に係わる関係各機関との調整能力強化を図ることを目的とする 3 年
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間の技術協力プロジェクトである。 

 

2-2. プロジェクトの概要 
2-2-1. プロジェクトのターゲット・グループと 終受益者 

プロジェクト基本計画の要約である PDM と PO については、2010 年 7 月調査時に、暫定版とし

て PDM0 および PO0 が策定された（詳細は各々、添付資料 1.2 の Appendix II, III を参照）。 

その後、文言微修正等の追加検討を踏まえ、PDM および PO が見直され、2011 年 1 月の R/D 締

結時に、PDM1、PO1 として承認された（詳細はそれぞれ、添付資料 4 の Appendix I, II を参照）。 

以下、確定版の内容を記す。 

本プロジェクトのカウンターパート（実施）機関はマケドニアの中央政府行政機構の一つである

CMC である。直接的なターゲット・グループは CMC において森林火災を含めた災害予防・早期警

戒・モニタリングに関連する業務に従事する職員約 20 名である。この中には、統合 GIS システムの

開発・運用に係わる情報通信技術（ICT）の開発を担う部門の職員と、このシステムのユーザーとし

て森林火災リスクのモニタリングやアセスメントを行う職員、さらには森林火災予防・早期警戒の国

内調整メカニズムの運用に携わる CMC 職員等が含まれる。 

また、間接的なターゲット・グループとして、危機管理システム（CMS）下において CMC に必

要なデータ・情報を提供した上で、本プロジェクトで強化される統合 GIS システムに蓄積された情

報を活用して森林火災予防や森林資源管理の強化を図ることが可能になることを目指す関係各機関

の職員 10－20 名程度を想定する。さらに、CMC 地方センター職員を含めた地方部の CMS 関係者

も本プロジェクトによって間接的に裨益することが想定されるとともに、森林火災予防・早期警戒に

関する情報の CMC ウェブサイト等を通じた事前入手の可能化と、将来的な森林火災減少の実現によ

り、森林火災リスクの高い地域に住むマケドニア国民が本プロジェクトによる 終受益者となること

を想定している。 

 

2-2-2. プロジェクト目標 

既述のように、CMS を支える「情報センター・調整機関」として新たに設置・運営されている CMC

の実施能力向上はマケドニアにとって重要な開発課題である。マケドニアの要請内容と詳細計画策定

調査での関係者ワークショップの結果等を踏まえ、本プロジェクトでは特に以下の課題への対応を図

ることとする。 

（1） 関係各機関に分散している関連データ・情報を効果的に活用した森林火災予防・早期警戒に  

係わる CMC の統合 GIS システムの強化を含めた、森林火災リスクアセスメントに係わる国

家システムの開発 

（2） 統合 GIS システムを活用した関係各機関への情報提供や分析・アセスメント・早期警戒に

係わる手順・システムの整備による森林火災予防・早期警戒に係わる国内調整メカニズム

の強化 

 

これを踏まえて、2011 年始めから 3 年間の実施を想定する本プロジェクトにおけるプロジェクト

目標を「CMC の森林火災の予防・早期警戒について国内の関係者に情報を発信し、関係者間の調整

を図る能力が強化される」と設定する。このプロジェクト目標の達成状況を測る指標として以下の 3
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つを設定する2。 

【プロジェクト目標の指標】 

（1） 統合 GIS システムの情報が定期的に更新されている 

（2） 国内の森林火災の予防・早期警戒に係る関係者間で連携状況の確認及び見直しがなされてい

る 

（3） 森林火災の予防・早期警戒に係る国内の関係者が、CMC からの情報に基づき森林火災に対

応している 

 

プロジェクト目標を達成するためには、「CMC の予算と人員が大きく減少しない。」ことが外部条

件となる。 

 

2-2-3. 上位目標 

本プロジェクトの上位目標は「森林火災の予防・早期警戒に対する対応能力の向上により、大規模

森林火災 の発生が抑制される。」と設定する。この上位目標の達成状況を測る指標として以下の２つ

を設定する。 

【上位目標の指標】 

 (1) CMC から危機管理システム下の機関に伝達される情報の正確性及び伝達速度が増す 

(2) 大規模森林火災に発展した森林火災の件数が減る 

 

上位目標を達成するためには、プロジェクト期間中に CMC の森林火災予防・早期警戒について

の情報発信及び関係者の調整を行う能力が向上することで、マケドニアの森林火災の予防・早期警戒

に関わる人的及び組織的な仕組みができ、その能力や仕組みを CMC が自立的に向上・発展させるこ

とが肝要である。また、CMC 以外のマケドニア国内の関係省庁・機関が、CMC が構築する森林火

災予防・早期警戒に係わる国内調整メカニズムを有効に活用することが重要である。その前提として、

「森林火災に係る危機管理政策の大幅な変更が生じない」ことが外部条件となる。また調整能力の向

上を上回って大規模森林火災を勃発させるようなレベルの「想定以上の異常気象が発生しない」こと

が外部条件となる。 

 

2-2-4. 成果（アウトプット）と活動 

本プロジェクトでは、上記のプロジェクト目標を達成するために以下の 2 つの具体的成果を実現

することを目指す。 

【成果】 

（1） 森林火災についての国家的なリスクアセスメントの仕組みが構築される。 

（2） 森林火災の予防・早期警戒に係る国内の関係者間で情報共有・連携を図る調整機能が強化さ

れる。 

                                                  
2  本調査において、プロジェクト・マネージャーに就任予定の CMC の Stevko Stefanoski 氏と議論の上で合意を得たものを

帰国後に文言を調整して RD 締結時に再度合意を得たものである。ただし、具体的な数値目標等については、プロジェクト初

期段階での活動内容を踏まえながら詳細を検討し、中間評価調査時点までに設定または必要に応じた修正を行うこととする。 
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  上記の成果の達成状況を測る指標としては以下のものを設定する。 

【成果の指標】 

1-1 統合 GIS システムに森林火災のリスクアセスメントに必要なデータが整備される 

1-2 統合 GIS システムの使用者の数が同システムの運用に必要なレベルまで増える 

1-3 GIS ハザードマップのカバー範囲が増える 

1-4 整備された森林火災リスクアセスメント手順を関係機関が理解し、活用している 

 

2-1 CMC 及び国内の関係機関間で森林火災の予防・早期警戒に必要な情報交換が行われている 

2-2 モデル地域で住民の森林火災の予防・早期警戒に対する意識が向上する  

 

以上の成果を実現するために、各成果ごとに活動を実施する。具体的な各活動項目については図

2-1 に記載している。また、各分野における活動内容と運営管理上のポイント、実施上の留意点につ

いては第 5 章で述べる。 

 

2-2-5. 実施スケジュール 

本プロジェクトの詳細活動計画（PO1）を添付資料 4 Appendix II に示す。本プロジェクトは 2011

年始めに開始し 2013 年末までの 3 年間の実施を想定する。なお、活動 1－5 と活動 1－6 に関して、

プロジェクト初期段階に森林火災に関する評価手法の設計や森林火災の早期発見にかかる具体的な

技術手法の検討を行い、本プロジェクトで採用する手法や活動の範囲を決定することを想定している。

その結果によってプロジェクト後半での活動内容とスケジュールが変化することに留意して、詳細活

動計画を柔軟かつ適切に修正していくことが必要である。 
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図 2-1. プロジェクトの上位目標、プロジェクト目標、成果、活動 

＜＜ドラフト版＞＞ 

 

 

 

 

＜＜合意内容 R/D 署名＞＞

 
出所： 詳細計画策定調査団作成 
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2-2-6. 実施体制 

（１）運営委員会の設置 

本プロジェクトでは、実施機関である CMC の本部（スコピエ市内に立地）において、C/P である

CMC 職員と本邦派遣専門家が日々の共同作業を行いながら、プロジェクト活動の実施を通した技術

移転を行う。また、プロジェクト全体の進捗についてモニタリングを行うとともに、課題の分析や解

決の方向性について議論を行い、必要に応じた助言を行う運営委員会（Steering Committee: SC）

を下記の要領で設置する。 

 

①機 能 

(a) R/D の協力枠組み及び合意された PDM・PO に沿って策定されるプロジェクトの年

度運営計画を承認する。 

(b) プロジェクト運営管理全般の状況をレビューし、年度目標や目的達成の状況につい

て評価する。 

(c) プロジェクトに関連する主要課題の解決に資する適切な方法や手段を見出す。 

(d) なお、少なくとも年 1 回開催し、その他必要に応じて開催する。 

 

②メンバー 

(a) 議長：CMC 長官 

(b) プロジェクト・マネージャー（CMC 研究・分析・アセスメント・戦略計画部長） 

(c) 欧州統合部（Secretariat for European Affairs）の代表 

(d) 双方の協議により指名されるマケドニア側関係者 

(e) 日本人専門家 

(f) JICA バルカン事務所・スコピエ事務所の代表 

(g) 必要に応じて、JICA バルカン事務所・スコピエ事務所により指名される関係者 

 

③ オブザーバー 

必要に応じて、日本大使館職員がオブザーバーとして参加する。 

 

（２）モニタリング体制 

日常的な活動と成果のモニタリングは日本人専門家の支援の下でマケドニア側 C/P を始めとする

CMC 職員が主体的に実施することを想定する。PDM 上で設定された個別指標のモニタリングは PO

上に記載された CMC 担当職員（責任者）が日本人専門家の支援の下で実施し、運営委員会（SC）

の監督の下でプロジェクト・ディレクターである CMC 長官が全体の確認・調整を行う。 

なお、本プロジェクトの評価については、①妥当性、②有効性、③効率性、④インパクト、⑤自立

発展性の 5 項目に基づいて、両国の評価チームによる合同評価を本プロジェクトの実施後、中間レ

ビュー及び終了時評価調査を通じて実施する。 

 

 

2-2-7. 投 入 
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（1） 日本側投入 

a) 専門家 

本プロジェクトにおける日本人専門家の投入としては、森林火災対策全般または森林火災

対策を含む森林の経営管理全般と関係機関の調整メカニズムの効果的運用に係わる専門的

知見・能力を有する「森林火災管理」専門家と、統合 GIS システムを中心とする情報通信

技術（ICT）システムの設計・構築・運用に係わる専門的知見を持った「GIS システム/デ

ータベース」専門家の投入を想定する。 

前者については我が国林野庁の当該分野の技術専門家をチーフ・アドバイザーとして長期

に派遣することを想定され、同時に、関係機関との調整を中心とするプロジェクト・マネジ

メントが本プロジェクトで重要であることから、この分野を担う業務調整員の長期の派遣を

想定する。後者については、CMC では既存の GIS システムが運用されていることを踏まえ

て、個別の技術課題に応じた複数の短期専門家を派遣することを想定する。 

なお、プロジェクトの根幹部分となる GIS システムの「ニーズ把握」と「基本設計」に

ついては本邦人材（既述の短期専門家を想定）の知見と経験を生かしつつ、「詳細設計」「開

発」「導入・初期運用」等の段階においては、マケドニア国内の ICT ソフトウェア関連企業

を有効活用することで、プロジェクトの効率性を高めることを想定する。 

 

b) 機材供与 

日本側による機材供与については、CMC における統合 GIS システム強化に係わるサーバ

ー、ハードディスク、各種ソフトウェア等の ICT 関連のものを中心とすることを想定し、

本プロジェクトの目標と活動に見合う限定的なものとする。なお、プロジェクト初期段階

で設計される予定の森林火災リスクアセスメント手順の詳細内容によって必要な技術デー

タ・情報の収集・変換・入力・蓄積の方法や容量、分析ツールの具体的な内容などが順次、

明確になってくることを想定するとともに、森林火災早期発見のための技術的システムに

係わるフィージビリティ・スタディ等の結果によっては、プロジェクト後半の活動内容と

投入が変化する可能性がある。 

このため、ICT 機器を中心とする必要機材の供与・導入については、日本側予算の範囲

内で、具体的な調達の内容とタイミング等をプロジェクト開始後の早い段階でマケドニア

側と十分な協議を行って柔軟に対応、決定していく必要がある。 

 

c) C/P の本邦研修 

CMC 職員、CMS 下のマケドニア関係機関の人材を対象者として、我が国における森林

経営全般や森林火災のリスクアセスメントの技術・経験の移転や GIS システム有効活用に

係わる能力向上を目的とした本邦研修を実施することがプロジェクト効果を高める上で有

効と考えられる。本プロジェクトでは、GIS システムの開発というハード面と調整能力の

向上というソフト面の双方が必要であるため、研修目的に合った人材の選定が重要である。 

 

（2） マケドニア側投入 

マケドニア側の C/P 要員としては、(a) プロジェクト・ディレクター（CMC 長官）、(b) プロジェ
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クト・マネージャー（CMC 研究・分析・アセスメント・戦略計画部長）、(c) CMC の「研究・分析・

アセスメント・戦略計画部」と「オペレーション及びオペレーション・ロジスティクス部」を中心と

する関係職員 10 名程度、が配置されることを想定する。PO において各活動に対応した担当職員

（C/P）として担当各部・課の責任者役職名が記載されているが、実際の活動に当たっては各責任者

が適切な担当者を指名することが双方で合意されている。また、プロジェクト実施にあたって必要な

施設・土地、機材、総務・運営経費のマケドニア側による提供については、CMC がこれまで UNDP

プロジェクトの実施に際して、これら投入を適切に行って円滑に実施・対応していることから大きな

問題は無いと考えられる。 

 

2-2-8. 前提条件・外部条件・リスクコントロール 

本プロジェクトを実施するに当たっての前提条件としては、プロジェクトパートナーとして関係機

関の協力関係が担保されることが必要である。具体的には、(a) CMC と関係機関のプロジェクトパ

ートナーとしてのコミットメントと意志、(b)C/P 要員が計画通りに任命されること、(c) マケドニア

側による予算が計画通りに十分確保されることなどが必要である。本調査において、CMC 幹部がそ

の強いコミットメントを元に、これらの点について 大限の努力を払う意思を表明し、また訪問した

関係機関からも前向きな姿勢が見られたたことから、大きな問題は無いと考える。また、プロジェク

ト目標と上位目標の達成に係わる外部条件についてはすでに記述した通りであり、現時点ではこれら

がプロジェクトの実施を阻害する危機的外部条件とはならないと想定する。 

なお、本プロジェクトでは CMC の能力強化を中心に据えつつ、CMS 下の関係機関との情報共有

や協力による調整機能の強化を図ることとしており、この観点から「技術調整グループ（Technical 

Coordination Group）」を形成して頻繁な会合（Technical Coordination Group Meeting: TCGM）

やワークショップを通じた情報共有や技術的な検討・議論を進めることとしている。プロジェクト目

標達成の外部条件となっている「CMC の予算と人員が大きく減少しない。」ことを前提として、本

メカニズムを円滑かつ有効に機能させていくことが大変、重要である。 

 

2-2-9. 実施上の留意点 

本プロジェクトの目標は、「CMC の森林火災の予防・早期警戒について国内の関係者に情報を発

信し、関係者間の調整を図る能力が強化される」ことであり、森林管理技術の向上ではない。このた

め、本プロジェクトの中心課題は「森林火災予防・早期警戒」に係わる能力向上であるが、CMC に

は森林分野の技術専門家は在籍していない。情報発信と調整こそが CMC の役割であり、必要な能力

であることに留意が必要である。 

即ち、森林管理や森林火災に係わるデータ・情報や技術的知見については、農業・森林・水経済省

（Ministry of Agriculture, Forestry and Water Resources）、森林公社（Public Enterprise 

Macedonian Forests）、マケドニア大学関係者などの関係機関の協力を得ながら、それらの期間から

必要情報を収集し、それを CMC 自身が有する統合 GIS システムに入力・蓄積し、森林火災リスク

アセスメントの諸手法を通じてそれら情報の有効活用と共有化を図っていくこととなる。その意味で、

多種多様な関係者の参加意識と協力を確保しつつ、設定された諸活動を想定するスケジュールに沿っ

て円滑に進めていく「プロジェクト・マネジメント」のノウハウと能力が、プロジェクトにおけるマ

ケドニア・我が国双方の中核人材には強く求められる。 
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同時に、CMC と関係機関の保有データ・情報の把握や関係者の森林火災リスクアセスメントに係

わるニーズを把握して、その分析結果を CMS の統合 GIS システムの強化につなげていくことが、

プロジェクトの重要な要素となっている。このため、ICT システムの概念設計・基本設計とシステ

ム開発管理に知見と経験のある人材が必要である。 

これらの点に十分に留意した本邦専門家の選定・派遣と、日本人専門家とプロジェクト・ディレク

ター、プロジェクト・マネージャーとの緊密かつ円滑なコミュニケーション確保を前提としたプロジ

ェクト運営が強く望まれる。 

 

また、森林火災は森林減少や森林劣化の原因であるとともに、温室効果ガスの発生源の一つでもあ

り、地球規模での気候変動をもたらす要因にもなりうる。森林火災予防・早期警戒分野の能力向上に

資する本プロジェクトは長期的に気候変動の適応・緩和にも貢献することが期待される。また、森林

火災は西バルカンを中心とする地域課題でもある。以上の点を十分に意識した上で、本プロジェクト

では活動 1-7 で設定している「森林火災リスクアセスメントについてのワークショップの開催」にお

いて、マケドニア国内関係者のみならず、広く近隣諸国関係者の参加を促していくことも想定してい

る。プロジェクト実施にあたっては、この点に留意して、本プロジェクトの成果によってより大きな

インパクトが将来、発現するように留意していく必要がある。 
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第 3 章 事前評価結果 
 

3-1. 事前評価結果総括 
本プロジェクトの目的は、森林火災予防・危機管理に係わる実施能力向上を重要な開発課題とし、

同国「危機管理システム（Crisis Management System: CMS）」とそれを支える CMC の強化を図ろ

うとするマケドニアの政策に合致しており、本件実施は高い妥当性を有している。本プロジェクトで

は「CMC の森林火災の予防・早期警戒について国内の関係者に情報を発信し、関係者間の調整を図

る能力が強化される」というプロジェクト目標と、そのための CMC の組織的・人的リソースと能力

の現状に即した実現可能な成果と活動を設定しており、各成果の達成とそれに伴うプロジェクト目標

の達成は十分、可能であることから高い有効性を持つと考えられる。また、成果と目標達成のために

必要な限定的な人材、機材の投入とマケドニア内外での研修を有機的に組み合わせることにより、日

「マ」双方の投入に見合う成果が効率的に達成できることが見込まれる。さらに、森林火災分野での

予防・早期警戒に係わる能力向上は他の災害予防分野への適用拡大やバルカン地域全体への正の波及

効果が見込まれることから、大きなインパクト発現の可能性と十分な自立発展性確保の可能性を有し

ている。以上から、本件実施は極めて妥当かつ重要なものとして評価される。 

 
3-2. 5 項目ごとの事前評価 
3-2-1. 妥当性 

以下の理由により、妥当性が高いと見込まれる。 

 

 マケドニアでは、森林が国土の大半を占める貴重な自然資源であるにも関わらず、毎年の森林火災

による被害が深刻であり、各種の国家的脅威に対する対応の必要性においても特に森林火災の予防・

管理に係わる実施能力の向上は極めて重要な課題と認識されている。その中核を担う CMC の情報分

析や発信、関係機関の調整能力の不足は、森林火災の予防・早期警戒に対する国家的な仕組みを技術

的にも制度的にも欠く事態を招いている。このような状況において、CMC の森林火災危機管理能力

向上に資する技術協力が必要とされている。また、活動２－３で複数のモデル地域を選定する際は、

限られた期間で地域住民への森林火災の予防・早期警戒に関する情報の伝達状況や、そこから醸成さ

れる予防・早期警戒への意識の向上を実証するために、地域の組織体制や CMC 地方センターとの協

力関係が既にある地域を選定する予定である。例えば、過去に日本と UNDP の資金で実施された

UNDP 技術協力プロジェクトで活動を行った地域等を想定している。 

本件は、我が国のマケドニアに対する援助の重点分野の一つである環境保全に資するものであり、先

方政府の国家方針及び我が国の援助戦略の双方と整合性が取れている。さらに、日本はインドネシア

において「森林火災予防計画」に係わる技術協力を実施しており、森林火災の早期発見・警戒態勢の

整備、火災予防に関する普及・啓発の強化等における経験、技術的優位性、人的リソースを有してい

る。 

 

3-2-2. 有効性 

以下の理由により、有効性が高いと見込まれる。 
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 プロジェクト目標である「CMC の森林火災の予防・早期警戒について国内の関係者に情報を発信

し関係者間の調整を図る能力が強化される。」の達成のために、「森林火災についての国家的なリスク

アセスメントの仕組みが構築される」「森林火災の予防・早期警戒に係る国内の関係者間の連携・情

報共有を図る調整機能が強化される 」の 2 つの成果を設定している。 

CMC は情報の収集・蓄積・分析といった技術面、関係各機関との情報共有・連携を促進する調整

能力の双方に課題を抱えている。よって、まずは、適切な情報を獲得するための技術面の能力を向上

するために、CMC が森林火災のリスクアセスメントの全体像を設計して手順書に落とし込み、必要

な情報を関係機関から入手してCMCが運用する統合GISシステムで一元管理できるようになるとい

うリスクアセスメント全体の仕組みの構築（成果 1）が必要である。さらに、この仕組みを円滑に動

かすためには、CMC が関係機関間の連携・調整を図り、関係機関から CMC へのデータや情報の提

供、またCMCからの各機関への分析結果や提言等の情報の周知が迅速になされるようにすること（成

果 2）が必要である。上記二つの成果が達成され、CMC の予算及び人員が大きく減少せず、上記の

成果が維持されれば、プロジェクト目標の達成が可能となる。 

 

3-2-3. 効率性 

以下の理由により、一定の効率性を有すると見込まれる。 

 

CMC には 2007 年の大規模森林火災を契機として、2008 年に省庁・分野横断の利用を目的とする

統合 GIS システム がマケドニア自身の政府予算により導入されている。森林火災対策用として導入

された本システムは、現在、同センターのシステムの根幹となっており、ＩＴセクション等の関係部

署に同システムを活用する人員配置がなされている。 

今回拡充しようとしている同システムは、上記のように新しくゼロから導入するものではないこと、

3（1）で述べたようにある程度課題が明らかになっていることから、機材投入を 小限に抑え、技術

者への研修実施を速やかに実施することができると考えられる。 

またプロジェクト・マネージャーに就任予定である CMC の研究・分析・アセスメント・戦略計画

部長は、JICA 帰国研修員であり技術協力に対する理解が十分あり、限られた CMC の予算と人員の

中で円滑なプロジェクトを遂行するための有効な潤滑油となることが期待できる。 

 

3-2-4. インパクト 

以下の通り、正のインパクトが見込まれる。 

 

本件では森林火災の危機管理に係わる情報センター・調整機関としての CMC の調整能力の向上を

目標としている。この、調整能力向上とは、まず森林火災のリスクアセスメントの手順が策定され、

CMC が森林火災の予防・早期警戒に必要な情報を一元管理できるようになることが前提となってお

り、さらに、そこから得られる情報が関係各機関に迅速に周知され、適切な対応がとられるようにな

ることを意味している。 

CMC は、全ての省庁から国民まであらゆる関係者の参加を規定した CMS の意思決定機関に提言

を行う立場にあるため、CMC が自立的に、森林火災予防・早期警戒に係わる人的・組織的な仕組み

と能力を向上・発展・拡大させて調整能力を発揮することで、国内で CMS 下の様々な関係機関での
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連携・調整が効果的に機能し、森林火災の発生を予防し、早期警戒の発信がより効果的に実施され、

大規模な森林火災の発生の抑制に貢献することが期待される。また、バルカン地域の他国には CMC

と同様の機能を担う危機管理センターがあるため、それらの機関との情報発信・情報共有を積極的に

行うことで域内への効果の波及を目指すことができる。 

 

3-2-5. 自立発展性 

以下の理由により、自立発展性は高いと見込まれる。 

１）政策・制度面 

森林火災は国家的課題と認識されていること、国内の国家安全保障・危機管理体制の改編・整備

を順次進めるというマケドニアの政策のもと 2005 年に LCM が制定されていることから、森林火災

に対して国家的に取り組むという姿勢が維持される可能性は極めて高い。 

２）組織・財政面 

CMC は 2005 年創設の新しい政府機関であるが、国家的な危機対応の中核機関として政府直轄の

独立官庁としてマケドニア政府機関の中でも特に重要視されており、配置されている人員は基礎的能

力を有したものであり、政府による人員と予算の担保が継続する可能性が高い。 

３）技術面 

マケドニア自身によって設置されている GIS システムの基盤や技術者を活用するものであるた

め、プロジェクト実施前と同内容の業務を同じ要員が継続して実施することで自ずとプロジェクト期

間中に向上させた能力の定着と更なる向上が見込まれる。 
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第 4 章 主要関係機関 
 

4-1. 危機管理センター（CMC）の組織運営体制 
4-1-1. 危機管理システム（CMS）における CMC の位置づけと所管業務 

CMC は 2005 年に制定・施行された「危機管理法（Law on Crisis Management: LCM）」に基づいて

新設されたマケドニア中央政府の独立した行政機構である。この背景としてマケドニア及び旧ユーゴ

諸国の周辺情勢が安定化するのに伴い 2000 年代中頃から同国の国家安全保障・危機管理体制の改

編・整備が順次、進められてきたという経緯がある。この分野における主要な法律制定を含めた近年

の制度整備状況は次のようになっている。 

＜関連法制度＞ 

(a) National Concept of Security and Defense (2003) 

(b) Strategic Defense Review (2004) 

(c) Law on Rescue and Protection (2004)→Directorate for Protection and Rescue（DPR）3の

新設 

(d) Law on Crisis Management (LCM、危機管理法、Official Gazette No. 29, 2005) )→CMC

の新設 

(e) National Security Strategy (2008) 

(f) National Platform for Disaster Risk Reduction (2008) 

 

新たに定義された「危機管理システム（CMS）」は、森林火災を含む自然災害、伝染病、テロリズ

ム等の国家的脅威の予防及び関係機関による「効果的な調整の取れた対処」を図ることを目的として

おり、脅威の「予防→早期警戒→対処→復興」という 4 つの段階の内、「予防」から「対処」までの

3 段階を効果的に実施することを目指している。CMS には、すべての中央省庁、大統領・議会、軍

事部門、援護・救助部門、スコピエ市を含むすべての地方政府、国営企業、一般市民、マケドニア赤

十字、NGO、メディア等の幅広い関係者の参加が規定されている。より具体的には CMS は次の機能

を果たすことを目指している。 

＜CMS の有する機能＞ 

(a) CMS 下のすべての関係者により提供される情報の収集、 

(b) データ・情報の分析、 

(c) リスクアセスメント手順の策定と（異なるリスク毎の適切な手法に基づいた）あ

らゆるリスク・脅威に係わる一貫したアセスメントの提供、 

(d) 予防・緩和措置に係わる調整の取れた活動、 

(e) リスクに対する準備活動、 

(f) 早期警戒と警報システム、 

(g) 調整の取れた対応と危機対処、 

(h) 調整の取れた復興手順 

 

                                                  
3 DPR は、CMC 同様、中央政府の独立した行政機構で、消防や災害救等を所管している。 
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LCM は、CMS における意思決定機関としての運営委員会（Steering Committee）4と、その下の

アセスメント・グループ(Assessment Group)を設置することを規定している。アセスメント・グル

ープは、国家的脅威に係わる情報を常時、収集・分析し、必要に応じて運営委員会に対してその分析・

提言結果、及び結論を報告することとなっている5。CMC はアセスメント・グループの実務を担う行

政機構として、国家的脅威に係わる各種情報を収集・分析し、それをアセスメント・グループ及び運

営委員会に報告しながら、実際の「危機」時において関係各機関の調整を効果的に実施していくこと

を期待される機関である。 

CMC の所管業務は LCM 第 21 条によって具体的に次のように規定されている6。 

＜CMC の所管業務＞ 

（1） マケドニア省庁間及び海外の関係機関と、危機管理の協力・コンサルテーション・調整

を継続的に実施すること。 

（2） マケドニアの安全に関するあらゆるリスク・脅威に係わる統合的アセスメントを提供・

更新すること。 

（3） 危機状況（Crisis situation）解決のための対策・活動について提言すること。 

（4） その他法に基づく諸活動を実施すること。 

 

また、同条は CMC が「危機管理局（Crisis Management Directorate）」として CMS の運営委員

会とアセスメント・グループの全面的な支援を行うと規定している。 

 

なお、マケドニアは 2008 年に「National Platform for Disaster Risk Reduction」を制定してお

り、 これに基づき CMC は 2005 年に UNDP、国連人道問題調整事務所（UNOCHA）、ILO 等のイ

ニシアチブで設立された国際防災復興協力機構により採択された「兵庫フレームワーク 2005－

2015」の指針に沿った運営を行っている。 

 

4-1-2. 組織体制  

CMC はスコピエの本部（CMC Directorate）と 35 カ所の地方センターを有する。地方センター

は、8 つの地方本部（Regional Headquarter）と、その下の 27 の地方センターで構成されている。

全体の職員数は 300 名弱で、本部に約 90 名程度、地方センターに全体で約 200 名程度が在籍してい

る（図 4-1 参照）。主に防衛省（Ministry of Defense）の施設（建物）、人材を移管する形で発足し、

運営されている。 

CMC 本部はスコピエ市内の内務省敷地にある旧防衛省建物7を移管したもので、地方センターも旧

防衛省所有の建物を移管したものか地方政府（Municipality）庁舎に立地しているところが多い。

                                                  
4  LCM 第 13 条は、運営委員会メンバーとして内務、保健、運輸、通信、防衛、外務の 6 大臣とアセスメント・グループ議長

を規定するとともに、必要に応じて関係各省庁・機関からの関係者を招集するとしている。また、LCM 第 14 条は危機の状況に

応じて首相が運営委員会議長を指名するとしている。 
5  LCM 第 19 条。また、LCM 第 18 条は「首相がアセスメント・グループ議長を指名する」としているが、現在の同グループ

議長は CMC 長官である（出所：調査団ヒアリング）。 
6  CMC の全体的な機能、組織については LCM の第 20 条から第 29 条までで定義されている。 
7  5 階建ての建物で、1 フロアは約 240 ㎡、総床面積 1,200 ㎡程度と見られる（調査団推計）。 
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CMC は多省庁と同格の政府（首相）直属の機関で独自予算を持っている（後述）。CMC 長官（Director）

は、中央政府の行政官として 6 年以上の経験を有する軍事部門出身者でない文民の中から指名され、

4 年間の任期を有することが LCM で規定されている。現長官（Director）の Toni Jakimovski 氏は

2010 年 5 月に就任したが、長官、副長官（Deputy Director）人事は政権内の政党人事等を背景とし

て指名（ポリティカル・アポインティー）される模様である。 
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4-1-3. 本プロジェクトで関係する主要部門の業務と人員配置 

既述のように、CMC は首都スコピエにある本部と 8 ヵ所の地方本部、27 カ所の地方センターが

あり、全体で 300 名弱の職員を有している15。本部には長官の下に 5 つの部が設置され、約 90 名の

職員がいる。この内、本プロジェクトの主なカウンターパート候補者が所属しているのは次の 2 つ

の部（Department）16である。 

 

（1） 研究・分析・評価・戦略計画部（Dept. for Research, Analysis, Assessment and Strategic Planning） 

各種リスク（森林火災を含む）に関する情報の分析・評価や戦略計画の立案等を業務としており17、

本件協議を主導する Stevko Stefanoski 氏が部長を務める18。部長を含む 11 名の職員が在籍する。

CMC 本部建物 4 階に執務スペースがあり、 

① Research Analysis and Assessment Section 

② Information and Document Section 

③ Strategic Planning Section  

の 3 つのセクション（課）からなる。上記①と③のセクション（課）には課長がおら

ず、Stefanoski 部長が課長代行として業務全般を主導している。 

 

② Research, Analysis and Assessment Section では、過去 24 時間以内に起きた災害・事故等

の出来事について、CMC 本部が CMC の 8 地方本部から受けた情報19を編集した上、毎

日、報告書（日報）を作成している。この日報は、毎朝 8 時半に作成され、大統領本

人や首相府、関係省庁に配布されるとのことであった。 

 

③ Information and Document Section は、情報を書類（電子媒体ではなく）として書類庫（本

部建物 1 階）に記録・保存する業務を担当し、③ Strategic Planning Section は、得られ

た情報の分析と戦略計画の立案を担当しているとの説明を受けた。①のセクション

（課）が作成する報告書（日報）は、発生した事実をとにかく即時に整理し報告する

性格を持つが、同部では日報以外にも、事実にさらに分析を加えて報告する週報や月

報、四半期報告、年報を作成しているとのことであった。 

 

以上のことから、本プロジェクトでは、① Research, Analysis and Assessment Section （職員

数 6 名）と ③ Strategic Planning Section （職員数 2 名）が主要な技術移転先と想定される。 

 

                                                  
15  調査団ヒアリングによれば、職員数の内訳としては男性職員約 245 名、女性職員約 50 名で、全体の約 60％に上る約

180 名が大学卒（学士）以上で内、5 名が修士保持者とのことである。また、「共通緊急コール 112」への対応のため今後 20－30

名の増員を計画中とのことである。 
16  本報告書では英語として Department とするが、マケドニアでは Sector という呼称を用いる場合も多い。 
17  CMC 各部の所掌事務に関する資料はない（調査団ヒアリングによる）。 
18 同氏は、本件要請書を起草した者であり、本プロジェクトのプロジェクト・マネージャーとして実質的に本件

遂行に責任を有する予定である。マケドニア士官学校出身（経済学修士）の元軍人で、以前は防衛省の予算・会計部

で業務を行っていた模様である（調査団ヒアリング）。 
19  CMC の各地方本部・地方センターへの直接の通報情報のほか、地方では、警察、救急、消防との相互の情報共

有が行われているとのことであった。 
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（2） オペレーション及びオペレーション・ロジスティクス部（Dept. for Operation and Operation 

Logistics） 

CMC が防衛省に所属していた時代から「緊急電話番号 195」20を運営・管理し、8 地方本部から

の直接の情報収集（緊急連絡の受信）と地方本部への具体的なオペレーション指示を行ってきた実働

（オペレーション）部門を抱える部である。部長を含む 35 名の職員が在籍する。CMC 本部建物の 3

階及び 1 階に執務スペースがあり、 

① Operation Logistics Section 

② Operation Coordination Section 

③ IT Section 

④ National Situation Center 

の 4 つのセクション（課）からなる。 

 

② Operation Coordination Section は CMC 本部建物 3 階に執務スペースがあり、6 台のスクリ

ーンと PC が設置されたオペレーション・ルーム（約 30 ㎡）で、報告された災害・事故（イベント）

の GIS システムへの入力を行い、必要に応じて過去から現在までにいたる各種災害発生場所の GIS

地図（スクリーン）上での表示ができるようになっている。この GIS システムは 2008 年始めに稼動

したもので、現在、GIS ソフトウェアの世界的デファクト・スタンダードとなっている ESRI ArcGIS

（バージョン 9.3）を中心とした構成となっている。ただし、ArcGIS のソフトウェア・ライセンス

を 1 つしか有していないため、データ入力のできる PC が 1 台しか無いという制約がある（詳細は後

述）。また、GIS 地図は JICA 開発調査（2004-2006 年）によって開発・整備され旧測地局に導入さ

れた 105 面の 2 万 5 千分の一の地図情報を UNDP プロジェクトによって 2010 年 5 月に CMC に導

入したものである。したがって、GIS 地図情報の位置データの入力はその後、発生した災害・事故

（イベント）についてのみ行われており、GIS 地図（スクリーン）上に表示できる情報は 2010 年 5

月以降のものに限られている21。本プロジェクトにおいては、同課職員による GIS システムのより効

果的な活用に係わる質・量（人数）両面での能力向上が重要であると想定される。 

 

③ IT Section は CMC 本部建物１階に立地し、職員の執務室とともに、サーバー・ルーム内に各

種サーバー、データ・ストーレッジ、通信機器等が設置されている。同課の課長、副課長は一定のシ

ステム設計・分析、及び初歩的な GIS システムの知識・経験があると見られるが、同 2 名を含めて

同セクション 7 名全員に関して GIS 関連 ICT スキルに係わる能力向上が必要であることが想定され

る22。これら 7 名の要員は比較的、若い人材が多い。これら要員の GIS（ICT）システム・スキルに

                                                  
20  我が国の 110 番（警察）や 119 番（消防）に類似するものである。マケドニアでは、現在 192（警察）、193（救

急医療等）、194（消防等）、195（左以外の緊急通報）の 4 つの緊急の電話番号がある。なお、4 つの緊急電話番号を

EU 標準に沿った「共通の緊急電話番号 112」に統一することが現在進められている。 
21  過去のイベント・データについて GIS 地図上の位置データの入力が行われれば、蓄積される情報とモニター上に表示で

きる情報量はともに増えるが、現時点でそのような対応は実施されていない。これは、主にデータ入力できる PC 数が限られて

いることと、どの時点のデータまで遡って入力して、それを効果的な分析・各種アセスメント作業に活用すべきかについて十分

な検討が行われていないためと見られる。 
22  この点について同課の課長を始めとする IT セクションの関係者は強い問題意識を有していることが本詳細計画調査で

のヒアリング、ワークショップ等で確認された。 
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係わる能力把握（査定）や、それを踏まえた上で、強化する GIS システムに対応するための具体的

な技術移転の内容・活動計画をプロジェクトの初期段階で詳細に検討していく必要がある。 

 

④ National Situation Center は、CMC 本部 3 階のオペレーション・ルーム（Operation 

Coordination Section のオペレーション・ルームの横に別にある）において 365 日 24 時間体制で業

務を行っており、CMC の 8 地方本部からの情報（連絡）を適宜、受信・把握の上、事実関係や対応

措置の必要性等について関係部署への連絡を行っている。 

 

同部の中では、統合 GIS システムをユーザーとして活用しながら、森林火災をリアルタイムで把

握・モニタリングする ② Operation Coordination Section （職員数 6 名）と、統合 GIS システム

の設計・運用・保守更新を行う ③ IT Section （職員数 7 名）が主要な技術移転先と想定される。 

 

(3)  その他  

関係機関との国内調整や広報に係わる活動については、国内調整を担当する部（Dept. for  

Organization and Internal Cooperation の本プロジェクトへの参加が必要で、同部の職員につい 

ても技術移転の対象になると想定される。国際協力を担当する部（Dept. for International  

Cooperation）もプロジェクトの管理運営上、関係する部署となる。 

 

4-1-4. 予 算 

CMC は省庁と同格の政府（首相）直属機関で、マケドニア政府内で独自予算を有している。2010

年の当初予算規模は 149.14 百万ディナール（約 244 万ユーロ、約 2.69 億円）だったが、ギリシア

問題を始めとする欧州金融・経済危機の影響を受けて本年 7 月に実施された政府予算全体の縮減策

により、143.01 百万ディナール（約 234 万ユーロ、約 2.58 億円）に 4.1% 削減された23。内容的に

は、「給与・諸手当」が期中に約 10％増額されたことに伴い、この部分が全体の約 87%を占める一

方、一般消費・設備投資・プログラム資金は大幅に削減されるなど運営予算には厳しいものがあると

見られる。なお、マケドニアではこれまで 192、193、194、195（CMC）と事故・救急・消防等に

関して 4 つの緊急電話番号があったものを EU 標準に沿った一元化された「共通の緊急電話番号 

112」に統一することが進められており、これに対応するための CMC 職員の増員が開始されている。

共通緊急コール 112 対応に係わる予算として 2011 年度、2012 年度の 2 年度で、それぞれ 6,000 万

ディナール（約 98 万ユーロ、約 1.08 億円）の大幅な CMC 予算増額が行われることが原則、承認さ

れている。 

 

 

 

                                                  
23  マケドニア政府の一般会計予算規模（歳出ベース）は 2010 年当初予算で 153,796 百万ディナール（約 25.2 億ユーロ、

約 2,773 億円）で、CMC 予算はこの内、約 0.1%を占める。また、7 月に改訂された 2010 年度の歳入額、歳入額はそれぞれ

138,618 百万ディナール（当初比-3.3%）、149,174 百万ディナール（当初比-3.0%）で、差し引き 10,556 百万ディナールの財政

赤字予算となっている。なお、マケドニアの予算年度は 1－12 月で、毎年夏に CMC を含めた各省庁により次年度の予算要求

が行われる。 
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4-1-5 GIS 等機材の基盤インフラの整備状況及びユーザーに関する課題 

CMC には事務処理用を中心に現在、120 台程度の PC が導入されていると見られる。中でも、2007

年の大規模な森林火災以降、CMC における GIS（地理情報）システムを活用した災害モニタリング・

予防・早期警戒の重要性が強く認識された結果、約 550 万ディナール（約 9 万ユーロ、約 990 万円）

の政府予算を確保して、2007 年 12 月に災害リスク・対策の管理用として新たな GIS システムが導入

された。現在の GIS システム構成は次の通りである（図 4-2 参照）。 

 

図 4-2.  CMC の情報通信技術(ICT)インフラ 

 

（1） ハードウェア構成 

(a) Server for GIS (Fujitsu Siemens Primergy RX200-S3), 2xCPU Intel Xeon Dual Core 2.33 GHz, 

4GB DDR2, 2x73GB SAS (RAID1) 

(b) Database Server (Fujitsu Siemens Primergy RX200-S3), 2xCPU Intel Xeon Dual Core 2.33 GHz, 

4GB DDR2, 2x73GB SAS (RAID1) 

(c) Storage (Fujitsu Siemens FibreCat SX80), 5x146GB SAS (RAID5) - dedicated 223 GB for 

geo-database 

(d) Tape Library (Fujitsu Siemens FibreCat TX10) 

(e) Firewall - SonicWall PRO 2040 

(f) Server for Document Management System (Fujitsu Siemens Primergy RX300-S3) 2xCPU Intel 

Xeon Quad Core 1.86 GHz, 4GB DDR2, 2x73GB SAS (RAID1) 

(g) WEB & mail Server  (Fujitsu Siemens Primergy RX200-S3) 2xCPU Intel Xeon Quad Core 1.86 

GHz, 2GB DDR2, 4x73GB SAS (RAID5) 

(h) 2xServers for Active Directory (IBM Xseries 100) Dual Core 3.0Ghz, 1 GHz, 80GB HDD 

 

（2） ソフトウェア構成（サーバー側） 

(a) Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition 

(b) ArcGIS Server Enterprise Standard v.9.3 

  Proxy
Antivirus

AD

INTERNET

FireWall

E-mail
WEB

AD

DB

GIS

DMSStorage

DMZ

WAN

VPN

LAN

SAN

Management
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(c) Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition 

 

（3） ソフトウェア構成（クライアント側） 

(a) Microsoft Windows XP Professional 

(b) ArcEditor 9.3 (1 User Concurrent License) + ArcGis Extension 3D Analyst 

(c) Custom developed data viewer web-based application 

(d) Custom developed desktop application for entry of spatial and attribute data into the geo-database 

 

このように現在、CMC には 6 台のサーバーがあり、その内の 1 つが GIS 対応、1 つがデータベー

ス用となっている。現在、CMC 本部内の LAN（イントラネット）によって、これらの情報は本部内

でのみ共有可能となっており、CMC の地方センターや関連省庁・機関から CMC のデータ（イント

ラネット）へのアクセスはできない。また、UNDP プロジェクトによって、上記(3)-(d)のソフトウェ

アが開発され、GIS システムへのデータ入力の簡素化が図られ、また、JICA 開発調査の成果品であ

る 105 面の二万五千分の一 GIS 地図データが 2010 年 5 月に CMC の GIS システムに導入された。 

 

このように、CMC の GIS システム環境は少しずつ整備されつつあるが、まだ対応すべき課題が多

い24。CMC の IT Section からヒアリングした結果によれば、ハードウェア、ソフトウェアに関する課

題としては次のようなものがある。 

(a) JICA 開発調査の成果品である地図情報を入力・保管したこと等によって、既存の 225GB の

ストーレジ容量がほぼ限界に来ている。下記(b)の地図情報や機能拡張のためのソフトウェア

の導入等のために、ストーレジ容量の追加が必要。 

(b) マケドニアの約 50％を占める地域については、GIS 地図情報（JICA 開発調査の成果品）が

GIS システムに導入されておらず背景地図が空白となっている。同地図情報の導入（購入）

が必要25。 

(c) GIS ソフトウェアのライセンス数不足（1 ライセンスのみ）により、データ入力の作業能力

が低い。GIS ソフトウェアの追加購入等により、データ入力の作業能力の向上が必要。 

(d) ArcGIS 関連ソフトウェアのバージョン・アップと機能拡張（より広範な用途のソフトウェ

アの導入）が必要。 

(e) UNDP プロジェクトで開発したカスタム仕様のデータ入力ソフトの機能拡張と操作性改善

が必要。 

 

また、GIS システムに係わる人的能力向上（教育・訓練）に係わる課題としては次のような点が指

摘された。 

(a) これまで、IT セクションの職員 3 名、ユーザー部門（オペレーション及びオペレーション・

                                                  
24  現在の CMC の GIS システムは、基本的な概念設計を CMC が行い、テンダーにより受注ソフトウェアハウス

を決定して、当該マケドニア企業（GISData Skopje）が詳細設計・構築・運用開始を行った。現行システムの概念設

計の文書は無いが、ソフトハウスに公示を出した際のマケドニア語の発注仕様書があるとのことである。 
25  CMC からは、CMC の予算逼迫のため、CMC 予算による購入が困難なので、本プロジェクトによる

購入の検討を求められた。 
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ロジスティクス部 Operation Coordination Section）の職員 1 名が GIS 関連の初歩的な研修と IT

監理に係わる研修を受けたが、これら人材に対するより高度な GIS 関連の研修が必要。 

(b) ユーザー部門のより多くの職員に GIS システムへのデータ入力に係わる研修が必要。 

(c) ハザードマップ作成の基礎的概念、同作成ソフトウェア、同作成実務に係わる Spatial analysis

分野の GIS 研修が必要。 

 

さらに、CMC における今後の GIS システム改善・拡張に係わる課題として次のような点が指摘

された。 

(a) 統合 GIS システム/データベースの設計・構築・運用、 

(b) 地方センターでの関連機材（ハード、関連アプリケーション・ソフト（ライセンス））整備

によるデータ入力の可能化、 

(c) ウェブサイトの強化と森林火災情報・早期警戒に係わる情報のインターネットを通じた公開、 

(d) ハザードマップの作成とウェブ上での公開（地方ユーザーの利用拡大による防災意識向上）、 

(e) シミュレーションやモデリング等のより高度な分析ツールの導入。 

 

4-1-6. CMS における農業・森林・水経済省とマケドニア森林公社との機能分担 

既述のように、CMS においては災害やリスクの種類に応じて関係する中央省庁や国営企業、その

他関係機関が協力した上で、CMC がそれに係わる情報収集・分析と調整を実施することになってい

る。森林火災予防・早期警戒の分野では、農業・森林・水経済省（Ministry of Agriculture, Forestry 

and Water Economy）とその傘下にある国営企業であるマケドニア森林公社（Public Enterprise 

Macedonian Forests）が重要な関係機関である（森林火災予防・管理に係わる関連組織と課題につ

いては図 4-3 を参照）。 

この 2 つの機関は森林に係わる膨大な諸情報・データを保有しており、CMS においてこれらの情

報・データの内、必要と判断されるものを CMC に対して提供した上で、協力して効果的なデータ蓄

積・活用を行うことが期待されている。 
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4-2. 農業・森林・水経済省 
農業・森林・水経済省には森林・狩猟局（Department for Forestry and Hunting）があり、同局

の業務には森林資源管理を含む。同局は 4課 15名の職員を有し、その内 12名が森林技術者である26。

マケドニア森林法（Law on Forestry）に基づく森林資源管理の内容・手順等に係わる制度（Rule 

Book）整備と管理業務実施のモニタリング等を業務としている。マケドニアの森林は全国 197 の管

理区域（Management Unit）に分割されており、その区域ごとに二万分の一縮尺の 7 種類の管理用

地図が作成・保管されている。各管理区域では 10 年間の長期とそれに基づく毎年の「森林管理計画

（Forest Management Plan）」を策定・提出することが義務付けられており、森林・狩猟局には提

出されたこれら計画が保管されている。 

同省にはこれまで数度にわたり森林管理分野で FAO による支援が入っており、2006 年 6 月には

同支援により「森林の持続的開発戦略（Strategy for Sustainable Development of Forestry）」が策

定され、2007－2009 年の行動計画（Action Plan）が定められた。現在は 2010 年 9 月までの予定で

FAO 技術協力プロジェクト「森林火災への準備強化（Strengthening National Forest Fire 

Preparedness）」を実施中で、(1) 火災予防・制御システムの現状レビュー、(2) 土地利用・火災管

理における政策変更に係わる提言（国家森林火災管理計画の策定）、（3）森林火災リスクに係わる情

報フロー改善、を目標としている。しかし、同プロジェクトの予算規模は 34 万ドルと小さく、森林

火災管理の課題を含めた森林・狩猟局の森林保護担当課職員が 2 名だけという事実もあり、同省が

森林火災に係わる情報の一元的な蓄積・管理を行いつつ、森林火災リスクアセスメントに係わる分析

を積極的に実施できる状況には無い27。 

なお、森林・狩猟局の傘下には、森林警察（Forestry Police）に約 300 名の職員と 22 名の地域森

林監視員（Regional Inspector）が全国に配置されている。 

 
4-3. マケドニア森林公社 
マケドニア森林公社は 1998 年に設立され、森林管理の実務を担う国営企業である。8 地域の下に

計 30 の地方支部があり、マケドニア森林面積の約 90％を占める約 85 万 ha の森林管理を行ってい

る。9 つの部に約 120 名の職員を有するスコピエ本社を含めて約 2,500 名の常勤雇用者と約 2,000

名の臨時職員を有する。森林公社が管轄する管理区域は全国に 184 あり、農業・森林・水経済省で

保管されている管理区域毎に 7 種類ある森林地図のほとんどは森林公社が作成・管理しているもの

である。なお、これらの地図は基本的に電子化されておらず、紙ベースでの管理・保管が行われてい

る。ただ 近、国立大学森林学科の協力を得てごく一部の地図の電子化が Auto-CAD を活用して開

始されていた。 

同公社は管理区域毎に監視員が巡回しており、森林火災を発見した場合は各地方支部長を経由して

公社本部の「森林保護部」に通報が来る仕組みとなっている。また、初期消火に係わる一定の機材・

能力を有しており、森林公社管轄下の森林火災の約 30％は独自の初期消火で対応できているとのこ

                                                  
26  森林・狩猟局の 4 課とは、(1) Unit for Utilization and Use of Forest, (2) Unit for Afforestation and Breeding of Forests, 

(3) Unit for Protection of Forests, (4) Unit for Hunting の 4 つである。 
27  この点に関連して、CMC を C/P 機関とした本プロジェクトを実施することについて農業・森林・水経済省職員（FAO プロ

ジェクト担当者）とヒアリングをしたところ、本プロジェクト実施について歓迎の意を示した。 
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とである28。森林公社だけで対応できないと判断した場合には、地方政府、DPR（Directorate for 

Protection and Rescue）、CMC の各地方組織に連絡をして必要な対応を行うとこのことである。地

方レベルでは、森林火災予防・対策分野において情報収集・調整機構としての CMC の地方センター

と、災害対処の実行部隊である DPR 地方センター、PEMF 地方支部、地方政府、その他関係機関の

情報共有や連絡は緊密な模様である29。なお、PEMF には過去の森林火災に係わるデータの蓄積が

あり、これらのデータや各種地図情報を含めて、本プロジェクトにおいて CMC での情報蓄積・関係

機関との情報共有・有効活用が行われる際には積極的に協力する、としている。 

                                                  
28  マケドニア森林公社の資料によれば、保有する消火機材として、ポンプ 254 台、レーキ 253、ショベル 279、手斧 153、電

気ソー63 等と、ブルドーザー60 台、トラクター44 台、トラクター84 台、クレーン 27 機等の一般輸送機材を有している。 
29  出所：調査団によるキチェボ、ストリミツア、オフリッドの訪問によるヒアリングによる。 
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第 5 章 森林火災の現状と留意すべきアプローチ 
 

5-1 マケドニアの森林火災の現状 
5-1-1. マケドニアの森林 

マケドニアの国土面積（内水面の面積を除く）は約 257 万ヘクタールで、森林はこの約 4 割を占

める30。所有形態別から見ると、森林の約 9 割は公的な森林31で、主に農業・森林・水経済省の下に

あるマケドニア森林公社によって管理されており（その他の公的森林として、環境省下の国立公園、

等）、私有林は少ない。森林タイプ別では、森林の約 8 割強が広葉樹林でヨーロッパブナやオーク（ナ

ラ･カシ類）が多く、針葉樹林は１割程度でオウシュウクロマツが多く、また針広混交林もあると報

告されている32。 

今回の調査期間中に地方調査を 2 度（同国東部、同西部）行った。その間に観察した森林地域は

比較的傾斜があり、一部で伐採跡地や植栽地（共に同国西部）が見られ、2007 年の森林火災被害跡

（立木の集団的な立枯れ）も数カ所で散見された。森林に関する詳細な情報は、農業・森林・水経済

省／森林公社による森林計画区毎の森林計画書で参照可能である。 

 

5-1-2. マケドニアの森林火災 

マケドニアに限らず、森林火災の問題が国際的な注目を浴びるようになったのは 1980 年代（イン

ドネシア、中国）で、その後もエルニーニョの影響による乾期の長期化等が東南アジア等で森林火災

を周期的に悪化させてきた。森林火災は森林の延焼だけでなく、ヘイズ（煙霧）を発生させて自国だ

けでなく近隣国にも健康被害や交通障害を引き起こし、国境を越える環境被害となり、 近では、森

林火災による大気中への温室効果ガスの排出が、気候変動に大きな影響を与えることが危惧されてい

る。 

マケドニアでは、2000 年と 2007 年に森林火災が特に多く、それぞれ約 4.6 万ヘクタール、約 3.5

万ヘクタールの森林が延焼し、また、1999～2009 年の 11 年間では約 9.7 万ヘクタールが延焼して、

その被害総額は約 60 億円（約 36 億ディナール）に及ぶと報告されている33。特に 2007 年は、欧州

に猛暑をもたらすとともに大規模な森林火災が南欧各国で発生して、マケドニアでは同年 7 月に国

家緊急事態宣言が 14 日間にわたり発せられた。これまでマケドニアで国家緊急事態宣言が発せられ

たのはこの時だけである。このように、森林火災の予防・早期警戒は、マケドニアの国家危機管理シ

ステムの重要な要素の一つとなっている。 

異常気象の発生は今後も危惧され、また、これまでの世界的な経験から見て、大規模な森林火災は

数年おきに繰り返され、強度が増すことも多い。 

 

                                                  
30 森林面積は、①本プロジェクト要請書では約 97 万ヘクタール、②農業・森林・水経済省資料（添付資料 5-5 パワーポイン

ト資料、2010）では約 95 万ヘクタール（Strategy for sustainable development of forest in RM, 2006 から引用）、③FAO 世界森林

資源評価 2005（FAO、2006）ではば約 91 万ヘクタール、④FAO 世界森林資源評価 2010 用に提出された各国別のレポートの

うちマケドニアのレポート（FAO, 2010）の報告値では約 100 万ヘクタールである。同資源評価 2005 では、1990 年～2005 年の

間に森林面積の増減はないとされており、同資源評価 2010 用の各国別レポートでは 1990 年～2010 年の間に約 9 万ヘクター

ル増加したとされている。データソースにより森林面積の数値やその増減傾向は異なる。 
31 上記脚注と同じく、①89％（State owned）②約 90％（同左）、③約 78％（Public ownership）、④約 90％（Public 

ownership）。 
32 農業・森林・水経済省及び森林公社資料（添付資料 5-5 パワーポイント、2010）による。 
33 マケドニア森林公社資料（添付資料 5-4 パワーポイント、2010）による。 
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5-1-3. 森林火災対策の現状 

2007 年の大規模な森林火災を受けて、マケドニアでは森林火災に関する対応が、①国家危機管理

センター（省庁横断の独立機関）、②農業・森林・水経済省及びその下にある森林公社との 2 つの異

なった系統の機関の下で行われている。 

 

① 危機管理センター（CMC） 

2007 年の大規模森林火災を契機として、2008 年に統合 GIS システム（省庁・分野横断の利用を

目的とする GIS システム）34がマケドニア独自予算により導入された。森林火災対策用として導入さ

れた本システムは、現在、同センターのシステムの根幹となっており、IT セクション等の関係部署

に同システムを活用する人員配置がなされている。また、同センターでは、現在、森林火災を含む危

機管理情報を同地方センター等から受信し、集約情報を 24 時間以内に（毎朝）、大統領本人、首相

府、関係省庁に報告している。なお、UNDP による CMC への協力（我が国 ODA 資金）の一環とし

て、一部 GIS ソフトウェアの供与や、森林火災予防のための啓蒙活動等への支援が行われた。 

 

② 農業・森林・水経済省、マケドニア森林公社 

農業・森林・水経済省の森林担当部局である森林･狩猟局に対して、FAO による森林火災対策の技

術協力が行われており、森林火災関連の規定の改訂等の計画策定や普及啓蒙等が実施されている。特

に、1997 年に公布された森林法（Law on Forests）の下で 1998 年に策定された森林火災関連の規

定（Rulebook35）の方式（カナダ方式）をＥＵ統一方式にできるだけ合わせるための検討と規定改正

作業が行われている。同省の下にあるマケドニア森林公社では、同地方センターが森林火災の情報把

握及び消火活動を実施しており、2009 年に改正された森林法の規定に基づき36、森林火災発生から 8

日以内に、集約情報が同公社本部を通じ農業・森林・水経済省に報告されることになっている。 

 

5-2 留意すべきアプローチ 
森林火災対策の現状、CMC 側の要請内容や協議の結果、次の 2 つの分野を課題として整理した。 

 

① GIS 上での予防・早期警戒システム、左に活用できるデータ、分析手法、人材育成等      

⇒ アウトプット１ 

② 当センターを中心とする関係機関との調整メカニズム  

⇒アウトプット２ 

 

  詳細は本報告書の「第２章 プロジェクト基本計画」のとおりであるが、CMC との協議や合意に

至った経緯等を含め、留意すべき点について以下に記述する。 

 

5-2-1 技術情報の整備にかかるアプローチ 

                                                  
34 ArcGIS, ArcEditor 等のソフトウェア 6 種、GIS server, database server 等のハードウェア 9 種。内容は、2008 年

時点で 新のものと考えられる。 
35 FAO プロジェクトによる英訳版タイトルは Rulebook on special measures for forest protection against fires 
36 該当条項は、森林法（2009）の第 80 条の(2)。 

35



 

 

① 情報の所在 

危機管理センター（CMC）では、大規模な森林火災の予防・早期警戒のため、森林や森林火災に係

る様々な情報を統合 GIS システム上に重ね合わせ、分析したいとしている。危機管理システム（CMS）

や CMC の役割（本報告書の第４章 4-1 を参照）を鑑みると、CMC としては、関連する情報を網羅的

に収集し、入力・分析したいであろうことが想定でき、また CMC との協議中もとにかく森林に関連

する情報を GIS に入力できる形で収集したいという意向があった。しかし、それは容易なことでは

ないことが十分想定できた。 

これらの情報は、i)森林火災の発生情報、ii)森林の様々な属性情報の２つに分けて考えてみることが

できる。 

i)の森林火災の発生情報については、CMC が地方本部等から毎日報告を受けており、位置情報の

正確さ等の課題はあるものの、情報の所在や入力に大きな問題はみられない。2007 年に国家緊急事

態宣言が発せられた期間中で、一日に発生していた森林火災件数が 大であった日に全国で 67 の森

林火災があったと報告されているが37、今後同様の件数が CMC に報告されてきても入力自体は基本

的に可能であろう。 

一方で、ii)の森林の属性情報（樹種、施業履歴等）は CMC にはなく、農業・森林・水経済省や同

省下のマケドニア森林公社に主に所在しており、森林計画区毎の森林計画書に掲載されている表や主

題別の図面等といった形で存在している38。これらの情報の入手やその意義付け等の検討を行うには、

農業・森林・水経済省や森林公社との連携が不可欠である39。 

なお、JICA がマケドニア旧測地局をカウンターパート機関として実施した開発調査40により作成さ

れた国土基本図が、 近、CMC の統合 GIS の背景地図（バックグラウンド）として活用されるよう

になっており、本調査時点で全国土の約半分がカバーされるようになった。国土全域をカバーするに

は追加的な経費支出が必要であり、CMC の予算削減の中、本プロジェクトによる対応が必要と考え

られる。 

 

② 情報の量 

上記で述べたように、森林の属性情報は、森林計画区毎の森林計画書に掲載されている表や主題別

の図面等といった形で存在している。その量は膨大で、さらに、GIS 上に容易に入力できるような電

子情報にはなっていない（紙ベース）。このためこれらの情報をすべてはもちろん、一部でも入力し

ようとすれば、多くの労力と時間が必要になる41。これに加え、CMC では ArcGIS のソフトウェア・

                                                  
37 国家危機管理センター資料（パワーポイント資料、2010）による。 
38 全国に約 200 ある森林計画区（Forest management unit）毎の森林計画書に記載された林小班毎の各種表データ及び主

題別の図面（7 種）。図面だけでも、200 計画区 × 7 枚＝1,400 枚になる。 
39 今回、CMC との協議等に時間が割かれたため、農業・森林・水経済省の森林・狩猟局や森林公社本部への訪問

と情報収集は、ミニッツ署名日（調査 終日）の午前中という短時間なものとなった。農業・森林・水経済省の森林・

狩猟局は本省から離れ別の建物に入っており、森林公社本部の森林保護部と森林計画部は、廃止された広大な鉄鋼工

場跡地等に分散し離れて所在していた（各部間の移動には車両で 20 分程度必要）。この中央組織の距離的な分散は、

本省・本部の内部においても情報共有や連携が進みにくい状況を生んでいるのではないかと思われた。仮にそのよう

な状況があることを考慮すれば、森林公社との関係づくりも先行している森林・狩猟局の FAO プロジェクトとの情報

共有・連携を当面率先して進めることが、限られたプロジェクト期間中に効率的な「連携」を進める上で不可欠と考

えられる。 
40 「全国地理情報データベース整備計画調査」（JICA、2004～2006 年） 
41 例えば、図面（手書き）のスキャンは短時間で相当枚数を取り込めても、分析のため図面上のポリゴンの区分や属性情報

を与える必要があり、この場合の作業量は相当なものとなる。 
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ライセンスを１つしか有しておらず、統合 GIS でデータ入力のできる PC は 1 台しかない。このため、

入力のための作業量はさらに大幅に限られてしまう。このことから、データ・情報の確認等（プロジ

ェクト活動 1-2：森林火災リスクアセスメントに必要なデータを特定し、収集する）に当たって、活

用（入力）する情報をできるだけ限定し少なくしていく必要がある。 

森林火災の予防・早期警戒に特に必要な森林の属性情報とは何かを考えてみると、協議中に CMC

から指摘があったように、農業・森林・水経済省における森林火災関連の規定（Rulebook42）に示さ

れたものがある。この規定は、1997 年に公布された森林法（Law on Forests）の下で 1998 年に作成さ

れたもので、森林火災の危険地区分を i)森林のタイプ43、ii)人為的な影響、iii)気候（気温･雨量･相対

湿度）iv)土壌の母材、v)地形（斜面の方位、標高、傾斜）の情報を段階的に数値化し、全体の数値を

総計して、そこから危険地区分を 4 つに分けるものである。その後、森林法が 2009 年に改訂された

ことに伴い、同規定も現在、EU 統一方式にできるだけ合わせるための検討と改定のための作業が行

われているとのことであった（改訂案については未入手）。本プロジェクトの活動として挙げられて

いる森林火災のリスク･アセスメントやハザードマップの検討に当たっては、同規定やその改訂内容、

またそれらに沿ったデータの有無や入手容易性を考慮しつつ、必要情報を特定する必要がある。 

 

③ 情報の分析 

ハザードマップの作成等の森林火災に係るリスク･アセスメントの手法は、米国・カナダを中心と

して欧米において発達している分野である44。マケドニアにおいても、カナダ式の手法が農業・森林・

水経済省の規定に取り入れられているとのことであったが、同省への FAO の技術協力により、現在

これを EU 統一方式に合わせる方向で再検討しているとのことであった。このように我が国では一般

的ではないリスクアセスメントに関する考え方が定着しており、また我が国から派遣される専門家が

マケドニアにおける森林火災の実状を熟知しているわけではない中、3 年という期間で成果を期待す

ることを考慮すれば、分析手法の開発に当たっては、カウンターパートや大学・研究機関等の知見を

有効に引き出すマネジメント型の仕方がとられるべきと考える。そのため、ワークショップ（プロジ

ェクト活動 1-7：森林火災リスクアセスメントについてのワークショップを開催する）や有識者との

会議（プロジェクト活動 2-2：技術調整グループ会議の開催）が有効活用されることが期待される。 

森林火災の発生情報については、衛星情報の活用（ホットスポットの検出）が、世界的に統一され

てきている手法であり、我が国の知見も高く、途上国への技術協力も実施してきている（インドネシ

ア）。5-2-2 に詳述するように、衛星画像の活用は積極的な検討課題とされてきていない。そのため、

当初 PDM では、フィージビリティ・スタディによる検討が含まれていたが、（プロジェクト活動 1-6：

森林火災の早期発見に係る具体的な技術手法を検討する）に変更された。 

森林火災の被害と影響に関する分析（プロジェクト活動 1-5：森林火災の被害・影響の評価手法を

設計する）に当たっては、経済的な（市場的な）価値の評価は一般的に行われるが、環境的な（市場

的な価値を伴わない）価値の評価の手法は代替法等様々なものがあり統一的な手法はない。環境的価

値の評価手法をテーマとしたワークショップの開催もオプションの一つとしつつ、CMC 側の理解を

                                                  
42 FAO プロジェクトによる英訳版タイトルは Rulebook on special measures for forest protection against fires 
43 この規定では、森林のタイプを、天然林･人工林別、針葉樹林･落葉樹林･混交林別、若齢林･高齢林別、特に天然林で

は代表的な樹種別に区分している。 
44 自然･社会条件の違いから、欧米式のリスク･アセスメントの手法は我が国では一般的ではなく、また、この分野で我が国

独自の技術的基盤が発達してきたとはいえない。 
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深めてはどうかと考える。 

分析に必要となるソフトウェア、ハードウェアの強化とそれらの効果的な使用のための研修（プロ

ジェクト活動 1-3：統合 GISシステムの機能強化に必要なソフトウェア、ハードウェアの整備を行い、

同システムの運用・維持管理に必要な研修を実施する）については、既に現地でソフトウェア、ハー

ドウェアの供与や研修を実施できる現地企業（本社は隣国クロアチア）を 1 社確認した45。メインテ

ナンスや費用対効果を考慮すれば、現地企業の活用が適当と考えられる。 

特に、GIS ハザードマップの作成（プロジェクト活動 1-4：森林火災 GIS ハザードマップを作成し、

発行する）に当たって、空間分析（Spatial analysis）の分野の技術が必要で、カウンターパートへの

研修の実施が必要である。通常の GIS 研修は、暫定 PO では、ソフトウェアやハードウェアが強化さ

れた後のプロジェクトの 2 年次後半からセットしたが（プロジェクト活動 1-3）、空間分析分野の研

修は、研修後にハザードマップの作成・発行という業務が続くため、通常の GIS 研修から時期的に

タイミングを早め、プロジェクトの 1 年次後半にも実施することが好ましい。プロジェクト 1 年次は

様々な準備で多忙と考えられるが、空間分析分野の GIS 研修が早期に実施されるよう留意する必要

がある（プロジェクト活動 1-4）。 

 

④ 情報の活用 

大規模な森林火災の予防・早期警戒には、関係機関との活動の連携が重要であるが、現時点では連

携・情報交流に欠けている現状がある。関係機関間の情報共有と相互理解・協力を促す仕組みつくり

（プロジェクト活動 2-1：CMC 及び関係機関の情報共有・連携についての課題を抽出し、継続的な

情報共有の仕組みを作る）、このため特に技術調整グループ会議（プロジェクト活動 2-2）やワーク

ショップ（プロジェクト活動 1-7）による情報共有等の促進に取り組むと共に、机上での議論や手法

開発に現地での感覚・試行的な実証を取り入れるためのモデル的な現地での普及活動や TV プログラ

ム等を通じた一般市民への情報提供46の検討が積極的に取り組まれてもよい（プロジェクト活動

2-3：調整方法の有効性を確認するために、複数のモデル地域で住民に対する森林火災の予防・早期

警戒についての意識の伝達状況を確認する）。また、当地域では、森林火災が近隣国間で国境を越え

て被害を及ぼし合い、共同で取り組むべき対策や共有すべき情報もあると考えられることから、当地

域の CMC のネットワークを活用したワークショップの開催等を検討することも有益である（プロジ

ェクト活動 1-7）。 

 

5-2-2. 衛星情報を活用した予防・早期警戒システムの構築にかかるアプローチ 

森林で発生する森林火災の早期警戒には、森林が遠隔地域にあることから、衛星情報（ホットスポ

ットの検出）の活用が有効である。我が国（JICA）は、2005 年からインドネシアで実施してきた森

林火災分野の技術協力（森林火災予防プロジェクト）が、NOAA センサーを使用して毎日ホットス

ポット情報をインドネシア側に提供してきた。ホットスポット情報は毎日リアルタイムで得られるこ

とから、早期警戒にとって大きな成果となった47。 

                                                  
45 GISData 社（ http://www.gisdata.com）の現地法人 
46 モデル的な現地での普及活動や TV プログラムを通じた情報提供は、UNDP のプロジェクトで実施されてきた実績がある。

CMC 側も関心を持っている。 
47 NOAA センサーを使ったインドネシアでのホットスポット情報（JICA 協力）は、例えばインドネシア林業省の次のウェブサイ
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ホットスポットの検出の原理は、衛星情報における 1 ピクセルの地面の平均温度が通常のピクセ

ルの平均温度と比べ一定の閾値を超えて高くなった場合、それを森林火災等の影響によるものと見る

ものである。NOAAセンサーの場合の 1ピクセルの大きさは衛星直下で約 1km×1kmである。一方、

近各国でホットスポット検出に使用されている MODIS センサーは、熱バンドは NOAA と同様分

解能が約１km であるが、位置精度と雲の判定能力が格段に向上すると共に、地上の状況が 250m 分

解能で確認できることから、ホットスポットの判定精度が向上し、より正確な情報が得られるように

なった。 

欧州では、欧州各国をカバーする欧州森林火災情報システム（European Forest Fire Information 

System: EFFIS）が稼働しており、MODIS によるホットスポット情報が、マケドニアも含め、掲載さ

れている48。同情報は有用であると考えられるが、マケドニアでは、危機管理センターを含め、うま

く活用されてはいない。このため早期警戒・発見に当たっての衛星情報の活用の有効性を同センター

側に説明したが、 

 

① 危機管理センターとしては、気象観測用のレーダー等の自国固有の情報源に基づく（他国・他機

関に依存しない）早期発見にこだわりを見せ、EFFIS によるホットスポット情報の活用に対して

消極的であったこと、 

② 調査期間中に面談した他機関の専門家等の中で、EFFIS のホットスポット情報の活用を担うこと

が可能な人材・機関が見あたらなかったこと、 

③ 同センター側では、森林火災の早期発見システムとして、衛星情報の活用と違い、森林火災の発

生を監視し自動送信する煙感知器のような機器49を森林内に多数配置するイメージを持ってい

たこと、 

 

等の理由50から、衛星情報の活用について議論を進めることができなかった。まず衛星情報の活用

についての相互理解の促進から進めることが必要と考えられたため、当初アウトプットの１つとして

想定していた「衛星情報の活用」も当初ははフィージビリティ・スタディに留めることを計画したが、

前述のとおり、活動は（プロジェクト活動 1-6 森林火災の早期発見に係る具体的な技術手法を検討

する）に変更された。なお、衛星情報分野については、特に高い専門性が必要であるため、我が国か

ら短期専門家を派遣して実施することが好ましい。計画にとどまったフィージビリティ・スタディに

限定せず、プロジェクト活動を通じて、衛星情報活用に関する CMC 側の理解を深めていくことの重

要性が一層増したと考えられる。 

                                                                                                                                                                 
トで見ることができる。 http://www.dephut.go.id/index.php?q=id/node/929 

48 ウェブで検索すると、例えば 2007 年 7 月 25-31 日の間のマケドニア国内及び周辺のホットスポットの状況が以下のサイト

で見れる。 
http://wwww.reliefweb.int/rw/fullmaps_eu.nsf/luFullMap/89953E216EC0A7C28525732A004945C4/$File/unosat_FR_mkd07

0731.pdf?OpenElement 
49 いわゆる「煙感知器」については、同センター側から具体的な資料の提供はなく、インターネット情報から知見を入手した

との説明があった程度だった。我が国ではアメダス（AMeDAS、地域気象観測システム）が気象情報を定点観測し自動送信す

るように、気象観測的なイメージをもっているのではないかと思われた。実用性やコストから見て実現可能性はないと考えられる。

プロジェクト開始後のカウンターパートとの検討の中で、先方の理解が促されることを期待したい。 
50 農業・森林・水経済省の FAO プロジェクトのカウンターパートからは、マケドニアでは EFFIS のシステムとリンクしようとして

もなかなか入れないが、それはマケドニアがまだＥＵ加盟国ではないためではないだろうかと感じている、との指摘があった（真

偽は未確認）。 
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5-2-3. 予防・早期警戒システムのための調整メカニズムの強化にかかるアプローチ 

上記 5-1-3)に述べたとおり、CMC と農業・森林・水経済省やマケドニア森林公社で情報収集や対

策検討が別々に行われること等に見られるように、関係機関間の相互調整がなされているとはいえな

い。調整メカニズムは、情報共有が適切に図られていたり、意思疎通が適度に実施されているかどう

かに大きく依っていることが多い。農業・森林・水経済省や森林公社、その他関係機関との情報共有

や意思疎通を、技術調整グループ会議や技術的なワークショップを通じ頻度を多くして実施したり、

地方での啓蒙活動を共同で行う等、様々な工夫を通じて、関係機関間の調整メカニズムの強化が促さ

れることが期待される（プロジェクト活動 2-1）。 
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第 6 章 当該分野における他ドナーの取り組み 
 

6-1. E U 
6-1-1. EU による支援の概況 

マケドニアは 2001 年 4 月に旧ユーゴ諸国の中で初めて EU との安定化・連合協定（Stabilization 

and Association Agreement: SAA）を締結し、本格的な加盟交渉こそ現時点で始まっていないもの

の、2005 年 12 月以降「EU 加盟候補国（Candidate country）」の資格を得て加盟準備を進めている。

EU 加盟を求める国はすべて、35（章）の政策分野にわたる 9 万ページに上る EU 諸基準への政策・

制度の整備・実施両面での整合性確保が求められる。 

 

一方、EU の政策実施主体である欧州委員会（European Commission: EC）は加盟候補国及び加

盟候補準備国（Potential candidate country）に対して EU 基準に沿った制度設計・実施能力の向上

に資する技術支援を実施している。特に、西バルカン諸国やトルコに対しては 2007 年以降、IPA

（Instrument for Pre-Accession Assistance）と称する技術支援スキームを創設して支援している。

同地域に対する IPA による支援額は 2007－2012 年の 6 年間合計で 80 億ユーロを上回る計画となっ

ている（図表 6-1 参照）。また、マケドニアに対する支援は 2010 年で 9,230 万ユーロ、5 年間合計で

5 億 730 万ユーロに上ると推定されている。 

 

国/年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 6年間
マケドニア 58.5 70.2 81.8 92.3 98.7 105.8 507.3
クロアチア 141.2 146.0 151.2 154.2 157.2 160.4 910.2
トルコ 497.2 538.7 566.4 653.7 781.9 899.5 3,937.4
セルビア 189.7 190.9 194.8 198.7 202.7 206.8 1,183.6
モンテネグロ 31.4 32.6 33.3 34.0 34.7 35.4 201.4
コソボ 68.3 184.7 106.1 67.3 68.7 70.0 565.1
ボスニア・ヘルツェゴビナ 62.1 74.8 89.1 106.0 108.1 110.2 550.3
アルバニア 61.0 70.7 81.2 93.2 95.0 96.9 498.0

合計 1,109.4 1,308.6 1,303.9 1,399.4 1,547.0 1,685.0 8,353.3  

 

表 6-1. EC IPA による西バルカン諸国及びトルコへの支援額（百万ユーロ） 

出所： 欧州委員会（European Commission） 

 

EC によるマケドニア支援は現在、運輸交通セクターと環境分野の 2 つが中心となっている。環境

分野では IPA の地方開発（Regional Development）と制度構築支援（Technical Assistance for 

Institutional Building）の 2 つの支援スキームを主に活用して、水資源、固形廃棄物、大気汚染モ

ニタリング等の分野に注力している。主要なマケドニア側実施機関は環境・自然計画省（Ministry of 

Environment and Physical Planning）である。一方、森林火災予防・早期警戒に係わる技術支援は

実施しておらず、JICA による同分野での支援を歓迎するとしている51。 

                                                  
51  出所： 調査団への EU 代表部（スコピエ）の環境担当官の発言 
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6-1-2. EC「共同研究センター」の概況 

欧州委員会（European Commission: EC）の「共同研究センター（Joint Research Center: JRC）」

は 1957 年に欧州経済共同体（European Economic Community: EEC）が発足するのと同時に設立

された「欧州原子力エネルギー共同体（European Atomic Energy Community (Euratom)）」をその

起源とする。欧州委員会の他の総局（Directorate General: DG）と同列にある独立機関（注：省庁

に相当）で、トップは研究・技術革新・科学担当委員（注：大臣に相当、現在は Maire Geoghegan-Quinn

氏）である。イタリア（イスプラ、1959 年設置）、ベルギー（ギール、同 1960 年）、オランダ（ペ

ッテン、同 1962 年）、ドイツ（カールスルーエ、同 1965 年）、スペイン（セビリア、同 1994 年）

の 5 ヶ所に研究拠点を持ち、組織機構として以下の 7 つの研究所を有している。 

(a) Institute for Reference Material and measurement (IRMM) 

(b) Institute for Transuranium Elements (ITU) 

(c) Institute for Energy (IE) 

(d) Institute for the Protection and Security of the Citizen (IPSC) 

(e) Institute for Environment and Sustainability (IES) 

(f) Institute for Health and Consumer Protection (IHCP) 

(g) Institute for Prospective Technological Studies (IPTS) 

 

この内、「環境・持続発展研究所（Institute for Environment and Sustainability: IES）」が欧州

の環境政策の形成・実施に係わる研究・開発面からの支援を行うことを目的としている。IES は 200

名以上の専任の研究者・事務職員を有し、臨時職員、客員研究員、研修員等を含めると 400 名以上

の中心的メンバーを擁する。 

 

IES には 8 つの研究部門があり、この内、「土地管理・自然災害ユニット（Land Management and 

Natural Hazards Unit）」が、森林、土壌、天災（洪水、干ばつ、森林火災等）に関連した「欧州情

報センター」としての機能整備に注力している。IES では現在、以下の 4 つの研究活動を実施して

いるが、この内、FOREST において森林火災に関連する研究や情報整備・提供を行っている52。 

(a) FOREST (Forest Data and Information system) 

(b) SOIL（Soil Data and Information System）、 

(c) DESERT（Desertification, Land Degradation and Drought – Monitoring, Mitigation and 

Early Warning）、 

(d) FLOODS（Prediction, Mitigation, Impact Assessment） 

 

FOREST は、EU が 1980 年代以降、重視してきた森林地域のモニタリング機能・活動を強化する

ために、EC JRC の IES が実施する森林のモニタリングのための研究活動である。欧州森林担当閣

僚会議（Ministerial conference of the Protection of Forest in Europe, MCPFE）や FAO の世界森

                                                  
52  UNECE で得た情報では EC の JRC-IES と環境総局は各国からの報告書を元に欧州森林火災に係わる分析を不定期

で出版している。事例として 2009 年に出版された「Forest Fires in Europe 2008」（EUR 23971 EN – 2009）があり、調査団は同書

を UNECE で入手済みである。 
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林資源評価、国連生物多様性条約に対して欧州の森林情報の報告を向上させる取組（European 

Forest Data Centre (EFDAC)の創設）として、森林のマッピング、森林の生物多様性、森林火災、

森林と気候変動について研究活動を行っており、この中で、「欧州森林火災情報システム（European 

Forest Fire Information System: EFFIS）」の運用と改善（6-1-3 に詳述）が行われている。 

 

6-1-3 欧州森林火災情報システム（EFFIS）53 

欧州森林火災情報システム（European Forest Fire Information System: EFFIS）は上記の

FOREST の中核を成すプロジェクトで、森林火災予防・管理技術の研究・開発・応用に係わる共通

ICT インフラである。EC 共同研究センター（EC JRC）は、1998 年に、欧州全域の森林火災の危険

度の評価と延焼地域のマッピングに係わる先進的手法の開発と運用のための研究グループを立ち上

げた。同時に、加盟国による「森林火災専門家チーム」の第 1 回会合が行われた。これらの活動を

通じて「欧州森林火災情報システム（EFFIS）」の開発が進められ、2000 年に同システムが稼動し

た。EFFIS は森林火災研究を行う JRC の科学・技術的な（ソフト）インフラ54とウェブ・ベース・

プラットフォームの提供によって構成されている。 

 

EFFIS の諸活動は EC 環境総局（Directorate General for Environment: DG ENV、日本では省

庁に相当）の「農業・森林・土壌ユニット（Agriculture, Forest& Soils Unit）」と JRC IES の「土

地管理・自然災害ユニット（Land Management and Natural Hazards Unit）」の調整の元に行われ、

EFFIS ネットワークにはマケドニアを含む 24 カ国が現在、参加している55。 

 

創設以来、EFFIS のウェブ・ベース・プラットフォームは拡張を続け、現在、すべての欧州諸国

に公開されている。また、FAO Silva-Mediterranea56との合意の下に、EU 非加盟の地中海諸国にも

拡張されている。初期からの「火災危険予測・被害アセスメント（Fire danger forecast and damage 

assessment）」モジュールの拡張に加えて、 近では次のようなモジュールの追加が行われている。 

(a) 2003 年：準リアルタイムで南欧の延焼地域を示すための Rapid Damage Assessment の導入 

(b) 2004 年：欧州火災データベースの構築（以降、参加国が継続的に増加） 

(c) 2005 年：Web Map Viewer の全面改訂と検索機能等の新たな機能の追加 

(d) 2007 年：ホットスポット地図やインターネット・ニュース等のリアルタイムの情報の提供を標

準装備する「Up-to-date situation」インターフェイスの追加。Fire danger assessment の EFFIS で

                                                  
53 この項の記述は、欧州森林火災情報システムのウェブサイト（http://effis.jrc.ec.europa.eu/）から引用。 
54  ソフト・インフラ機能の一例として、JRC は 2008 年 5 月にイタリアで開催された「Workshop on Forest Fires in the 

Mediterranean Region: Prevention and Regional Cooperation」を共催（他の共催機関は FAO 等）し、後述する EFFIS の紹介・活

用に係わるプレゼンテーションを行っている。なお、同ワークショップにはマケドニアの Nikola Nikolov 教授が参加している。 
55  EFFIS ネットワーク参加国はブルガリア、クロアチア、キプロス、チェコ、エストニア、フィンランド、フランス、マケドニア、ド

イツ、ギリシア、ハンガリー、イタリア、ラトビア、リトアニア、モンテネグロ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スペ

イン、スウェーデン、スイス、トルコ、英国（アルファベット順）の 24 カ国である。 
56  Silva Mediterranea は FAO 下の独立機関で、森林分野における政策、制度、実施に係わる課題分析・提言を行う中立機

関である。現在、6 つのワーキング・グループ（WG）を有し、その一つ（WG1）が「森林火災（Forest Fire ）WG」である。地中海

地域の欧州、アフリカ、中東の 27 の国と欧州委員会（EC）が加盟している。マケドニアは非加盟だが、オブザーバーとして同機

関による活動や各種機会への参加が認められている。 
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の統一化、Fire danger focasts の 6 日間への拡張。 

(a) 2008 年：EFFIS での Fire danger index の採用と、絶対値ランキングや火災危険異常値を示す

地図の提供 

 

その結果、現時点の EFFIS は、主に次によって構成されている。 

(a) 火災危険予測（Fire Danger Forecast）： 

- カナダの火災天候インデックス（Fire Weather Index: FWI、5 段階）を活用した今後 6 日

間の火災危険度レベルの予測 

- 36ｋｍ（DWD データ）及び 45ｋｍ（ＭＦデータ）の解像度 

- EFFIS のウェブサイト上での公開やユーザーへの E メールによる配信（毎日） 

(b) 発生火災検出（Active Fire Detection） 

- TERRA、ACQUA 衛星搭載の MODIS センサーによる「ホットスポット」検出 

(c) 被害アセスメント速報（Rapid Damage Assessment） 

- MODIS（分解能 250m）で捉えた延焼地域を日単位で毎日図示化 

(d) 火災被害アセスメント（Fire Damage Assessment） 

- 延焼地域が図示（ウェブで見る限り、「被害アセスメント」の意味する内容は不明。図

示は 2004 年までのみ。） 

(e) 欧州火災データベース（European Fire Database） 

- 2004 年以降、各国により報告された森林火災データを EFFIS のデータベースに蓄積 

- EFFIS 参加の 24 か国中、現在、マケドニア、モンテネグロ、英国の 3 カ国を除く 21

カ国のデータが各国から報告され蓄積されている57。 

(f) 開発中アプリケーション 

-    開発中モジュールとして火災後植生回復、火災後土壌浸食リスク等 

 

なお、EU 未加盟の地中海諸国による EFFIS ネットワークへの参加・有効活用、及び各国の森林

火災データベースや火災危険予測システム構築の際の EFFIS との整合性確保などの重要性が国際会

議等でたびたび指摘されている58。 

 

6-2. 国連欧州経済委員会（UN Economic Commission for Europe: UNECE） 
国連欧州経済委員会（UNECE）は国連の地域経済員会の一つでジュネーブに本拠を置く。第 2 次

世界大戦後の冷戦構造の下で東西の政府・産業関係者とのネットワーク形成を有する貴重な人材・情

報ネットワーク拠点として機能してきた。1990 年代以降、冷戦構造の終結と国連改革の中で、旧ソ

                                                  
57  マケドニアが森林火災データを EFFIS に報告・入力していない詳細な理由は不明だが、(a) EFFIS に係わる情報や、森

林火災 DB への報告・入力や同データ利用の重要性がマケドニア関係者内で周知・共有されていない、(b) EFFIS とのネットワ

ーク確保・コミュニケーションの拠点となるべきマケドニア政府機関が特定されていない（注：EFFIS に係わる情報交換・共有を

実施・支援してきた FAO/ECE 森林火災ネットワークには、これまで農業・森林・水経済省（FAO プロジェクト担当官）と国立大学

森林学科の Nikola Nikolov 教授が参加している。）、(c) 国外に正式にマケドニア森林火災データを報告できる情報・データの

整備が行われておらず、責任官庁が特定されていない、等の要因が考えられる。 
58  たとえば「Workshop on Forest Fires in the Mediterranean Region: Prevention and Regional Cooperation」で採択された提

言の No. 16 及び No. 17 を参照（出所：同報告書（JRC、FAO 等、2008）、PP. 4, 9, 11） 
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連・東欧の市場経済化支援に注力するとともに、その組織構造と機能を大きく変えてきた。その中で

も、2000 年代半ばまで森林火災分野のネットワーク形成に一定の役割を果たしてきた。 

 

現在の活動は、加盟各国の参加による 7 つの常設委員会（Committee）を中心に行われており、

この中に「木材委員会（Timber Committee）」がある。これら委員会活動においては、6 つのセクタ

ー別局（Division）を始めとする事務局（在ジュネーブ）が活動の企画・調整・運営・支援を行って

いる。森林分野では、長年にわたりセクター別局の中に「森林・木材課（Forestry and Timber 

Section）」があり、現在では「貿易・木材部（Trade and Timber Division）」の中に同課が置かれて

いる。同課の主要な活動は、各国の機関・人材ネットワークの維持・拡大59、森林・木材分野の各種

課題に係わる政策・制度面の情報共有、市場開発・課題に係わる分析60、各種セミナー・ワークショ

ップの企画・運営等である。たとえば、ECE 木材委員会は 2004 年 4 月に FAO、ILO との共催で、

トルコにおいて「東部地中海地域とその近隣における森林火災管理と国際協力に係わる国際会議」61

を開催している。このような中で、ECE 加盟国の立場からマケドニア関係者も森林火災分野でのネ

ットワーク形成や情報共有・交換等の面で、ECE の支援を受けてきた62。 

 

一方、国連改革の影響もあり過去数年、森林火災分野のネットワーク維持・拡大や諸課題の対応に

係わる具体的活動の実施は、国連組織の中で徐々に FAO に移行しつつあり、現在、UNECE の同課

は FAO との共同組織としての名称を用いている。しかし、森林資源管理や森林火災分野の各種セミ

ナーやワークショップの企画・運営支援や各国関係者の利害調整等の面で依然、一定の役割を果たし

ている。 

 

6-3. 国連食糧農業機関（UN Food and Agriculture Organization: UN FAO） 
6-3-1. 概 況 

FAO は創設以来、50 年以上にわたって森林分野の諸課題への対応を重点分野としており、森林

火災管理に係わる情報提供や技術協力にも注力してきた。FAO は国連機関としての中立的立場から、

森林火災に係わる用語の定義、データ収集・送付、森林火災管理におけるガイドラインの整備、現状

                                                  
59  6-1-3. EFFIS の項で記述した「森林火災専門家チーム」は EU のイニシアチブとともに、ECE 同課の持つネットワークの共

有・活用によって、FAO とともに創設されたものである。 
60 各国からの情報提供を元に、市場分析に係わる年次報告書「Forest Products Annual Market Review」を毎年、編集・発行

している。また、2006 年には世界森林資源評価「Global Forest Resource Assessment 2005」を発行しており、この中にはマケド

ニア国立大学森林学部の Nikola Nikolov 教授によるワーキング・ペーパー「Report on fires in the Balkan Region」も収録されて

いる。 
61 「Conference on Forest Fire Management and International Cooperation in Fire Emergencies and in the Eastern 

Mediterranean, Balkan and Adjoining Regions of the near East and Central Asia」、Artalya, Turkey, April 2004 
62  過去に ECE が主催・共催する会合・セミナー等に参加したマケドニア関係者は次の通りである。 

(1) Mr. Aco SPASENOSKI, Minister, Ministry of Agriculture, Forestry and Water Economy (MAFWE) 

(2) Mr. Jurant DIKA, Forestry Officer, Department for Forestry and Hunting, MAFWE 

(3) Ms. Jana JOVANOVSKA, Forestry Officer, Department for Forestry and Hunting, MAFWE 

(4) Dr. Nikola NIKOLOV, Professor and Head of Institute for Forestry, Department of Forest Protection, 

Faculty of Forestry, University ”SV.Kiril I Metodij”-Skopje 

(5) Ms. Makedonka STOJANOVSKA, Professor, Forestry Faculty, Skopje University （出所：UNECE） 
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報告書作成や各国への個別アドバイス等を通じて、中長期的な森林火災管理計画に係わる技術や政策

に係わる議論の場を関係各国に提供している。また、FAO は国連欧州経済委員会（UNECE）とと

もに、欧州森林火災情報システム（本報告書の 6-1-3）の開発を担った研究グループ「森林火災専門

家チーム」を主導するなど、衛星リモートセンシングと GIS を活用した研究・開発の一翼を担って

いる。 

 

近のマケドニアに対する広義の森林火災分野の具体的技術支援は次の 2 件である。 

(a) 「農業・森林・水資源経済省におけるプロジェクト調整ユニット支援（Technical Assistance to 

support the Project Coordination Unit in the Ministry of Agriculture, Forestry and Water 

Economy）」： 2009－2010 年、US$85,988 

(b) 「森林火災への国家対応能力強化（Strengthening national forest fire preparedness）」： 2008－

2010 年、US$340,000 （6-3-2 で詳述） 

 

6-3-2. 「森林火災への国家対応能力強化」プロジェクト 

農業・森林・水経済省を実施機関とするマケドニア森林火災予防・管理に係わる能力向上を図るた

めの 2 年間のプロジェクトで、概要は以下の通りである。 

(a)  目 標： 「森林火災管理を担当する国家管理・実施機関の能力向上」 

(b)  成 果： 

i. 法制度レビューを含めた国家森林火災管理計画（National forest fire management 

plan）が策定される。 

ii. 国民意識の啓発と教育に係わるプログラムが開発・実施される。認知度向上に係わ

る研修コースが組織される。 

iii. 主要関係機関の森林管理スタッフが火災管理手法とデータ収集の計画・運用を含め

た「体系的な森林火災管理（Integrated Forest Fire Management）」活動に関する研修を受

ける。 

(c)  実施期間： 2008 年 10 月～2010 年 9 月 （2 年間） 

(d)  FAO 投入コスト： US$ 340,000 

(e)  主な投入（FAO）：  

i. 国際専門家63： 一貫森林火災管理 1 名（4 回のミッション計 2MM） 

（計 2 名）  森林火災管理・制御 1 名（4 回のミッション計 2MM） 

ii. FAO 職員（専門家）派遣による技術支援： 森林保護オフィサー1 名（1 週間の出

張 2 回）と法律オフィサー1 名（1 週間の出張 2 回） 

iii. マケドニア専門家64： 森林火災法制度（2MM） 

（計 4 名）     参加型火災管理（6MM） 

        森林火災管理・制御（3MM） 

                                                  
63 米国人専門家（コンサルタント）2 名が業務委託を請けシャトル・ベースで現地業務に従事している。調査団はその内の 1

名とスコピエにて面談した。 
64  4 名のマケドニア専門家の内、2 名と調査団はスコピエにて面談した。また、その内の 1 名は国立大学森林学部の

Nokola Nikolov 教授である。 
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        認知度向上（6MM） 

iv. プロジェクト支援スタッフ： 1 名（12MM） 

v. 旅費 

vi. 認知度向上に係わる資料及び「森林管理ボランタリー・ガイドライン（FAO 作成）」

のマケドニア語への翻訳に係わる経費 

vii. 資機材（一部、防火装備を含む） 

viii. 研修費： 8 回の国内研修（各回 20 名程度）と 終ワークショップ（50 名）と 

  ポルトガルへの 2 名の研修 

ix. その他一般プロジェクト経費 

(f)  実施体制：  

i. 実施機関は農業・森林・水経済省。同省高官をマケドニア側プロジェクト調整員と

する（Mr. Vojo Gogovski, State Advisor for Forestry and Hunting）。 

ii. プロジェクトの調整に係わるステアリング・コミティーを形成する。主な参加省

庁・機関は、 

- Ministry of Interior 

- Public Enterprise “Macedonian Forests” （森林公社） 

- National Association of the Owners of Private Forests 

- CMC 

- Ministry of Environment and Physical Planning 

- Ministry of Local Self Governance 

- Ministry of Defense 

- MAEFA 

- University “St. Cyril and Methodius” 

- 他にプロジェクト雇用のマケドニア専門家（コンサルタント）4 名 

 

また、プロジェクト開始後の関係者による分析の結果、当該プロジェクトに含まれない森林火災

管理能力向上に係わるマケドニアの重要課題として次の 5 つが指摘されている。 

(a) 火災予防にかかわる国家的な認知度向上キャンペーン（FAO 職員（専門家）のスコピエ

への派遣） 

(b) 火災危険度レイティング・システムと予測（同分野のマケドニア専門家 1－4 名のイタリ

ア National Interagency Fire Center 及び地域センターへの派遣・研修） 

(c) 航空マネジメント（イタリア人専門家のマケドニア Directorate for Protection and Rescue: 

DPR）への派遣・航空（機材）マネジメントに係わる技術移転） 

(d) 国家的調整機関のマネジメント（CMC、DPR、森林公社、農業・森林・水経済省関係者

2－4 名のイタリア National Interagency Fire Center への派遣・研修） 

 

なお、調査団と、上記 FAO プロジェクト関係者との複数回にわたる面談では、上記プロジェクト

で対応している範囲は限定的で、森林火災リスクアセスメントに有益な情報・データの統合 GIS シ

ステム/データベースでの蓄積や有効活用は FAO プロジェクトでは対応できていない重要課題であ
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り、CMC を実施機関として JICA が当該技術協力を行うことは妥当かつ重要であるとの言質を得た。 

 
6-4. 国連開発計画（UN Development Program: UNDP） 
6-4-1. 概 況 

国連は旧ユーゴ連邦分解により 1990 年代以降、混乱の続いたマケドニアに対して、傘下の各機関

による協調した支援枠組みに基づくプロジェクトの計画・実施を行ってきた。この協調支援の枠組み

は UNDAF（United Nations Development Assistance Framework）」と称するもので、昨年までの

UNDAF 2005-2009 に続き、2010 年から UNDAF 2010-2015 と称する新たな 5 ヵ年枠組みが策定さ

れている65。同枠組みではマケドニアの EU 加盟に係わる努力を重視しつつ、「法のルールと多民族

国家におけるすべての人々の人権尊重に基づいて、開放された持続的成長に必須の制度的・戦略的な

能力の向上に関して、政府と市民社会を支援する」66とのミッションの下で、(1) 社会的包含（Social 

Inclusion）、(2) 地方ガバナンスと地域開発（Local Governance and Territorial Development）、(3) 

環境保護（Environmental Protection）の 3 分野を中心課題にするとしている。 

 

UNDAF 2010-2015 における 3 番目の中心課題である環境保護分野では「中央と地方の両レベル

の関係機関が、環境・災害リスク軽減の課題を国家及び地方開発枠組みの中に体系化する能力を 2015

年までに向上させること」を目標としている67。この目標に対して 3 つの主要課題が設定され、その

一つが「国内関係機関が 2015 年までに自然災害及び人工的災害のリスクを軽減し、その対応を強化

できるようになる。」であり、CMC、DPR、環境・自然計画省、MAWFE 等が積極的に関与してい

くことが想定されている。 

 

以上を背景として、UNDP マケドニア代表事務所は 2009 年 12 月に今後 5 年間のマケドニアに対

する支援プログラム計画（Country Program Action Plan: CPAP）を作成・提出し、2010 年 3 月に

マケドニア外務大臣の署名を得てその内容について政府と合意している。上記環境保護分野での災害

リスク軽減に係わる課題については次のような分野で関係機関の能力向上を図るとしている。 

(a) 各セクター間の調整を促進し国家・地域・地方の各レベルでの幅広い対話環境を実現

するメカニズムとしての災害リスク軽減のための国家的プラットフォームの強化、 

(b) 災害リスク軽減におけるコミュニティ参加の促進、 

(c) 国家及び地方レベルでのリスクアセスメントの開発の支援、 

(d) 全レベルの学校カリキュラムの該当科目における災害リスク軽減に係わる知識の導入

                                                  
65 UNDAF2010-2015 を承認・署名している国連機関は、(1)UNDP, (2) UNFPA, (3) UNHCR, (4) UNICEF, (5) UNIFEM, (6) 

IOM, (7) WHO, (8) UN Them Group on AIDS Chair, (9) UNECE, (10) UNEP, (11) UNESCO, (12) UNIDO, (13) ILO の 13 機関

である。また、本フレームワークの実施に当り、9,980 万ドルの資金規模が必要になると推計しており、その内、54％に当たる

5,410 万ドルが UNDP によって確保されるべきあるとしている。 
66 英文ミッション・ステートメントは「Assisting the government and civil society in developing the institutional and strategic 

capacity that is essential to ensure inclusive and sustainable development based on the rule of law and a respect for human rights 

for all people in a multi-ethnic state.」である。 
67 該当する環境保護分野での「成果」の英文は「By 2015 the central and local level authorities have improved capacities to 

integrate environment and disaster risk reduction into national and local development frameworks, and communities and Civil 
Society Organizations (CSOs) participate more effectively in environmental protection and disaster risk reduction planning, 
implementation and monitoring.」である。また、本分野での必要資金額は 2,452 万ドルと想定している（全体の約 25％）。 
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促進と、学校での地方リスクアセスメントと災害に対する準備プログラムの実施 

 

なお、UNDP による 2009 年の文書68では、災害分野でのマケドニアに対するこれまでの JICA 支

援の成功事例を踏まえて、上記分野の活動において JICA の名前を潜在的パートナーの一つとしてあ

げている。 

 

また、UNDP による 2005-2009 年のプログラムにおいて、マケドニアに対する（広義の）森林火

災分野での具体的な技術支援は次の 2 件が実施された。 

(a) 「森林火災早期回復・予防/国家災害管理 2007（2007 Forest Fires Early Recovery and 

Prevention / Natural Disaster management）」： US$ 100,000 の資金規模で、森林火災分野

での世界的権威であるドイツの Goldammer 教授とマケドニアの Nikola Nikolov 教授の

執筆による「Ecological Damage Assessment of the Wildfires in the FYRM in 2007」(2007 年

9 月)がまとめられた。 

(b) 「危機管理センター（CMC）の能力強化（Strengthening of the capacities of the Crisis 

Management Center）」： 2009－2010 年、US$300,000 （6-4-2 で詳述） 

 

6-4-2. 「危機管理センターの能力強化」プロジェクト 

危機管理センター（CMC）を実施機関として、マケドニアの「危機管理法（Law on Crisis 

Management）」に基づく「危機管理システム（CMS）」の現状把握と改善課題を明らかにするとと

もに、CMC の中央・地方の組織の実施能力向上と、国民の CMS に係わる認知度向上を図る 2 年間

のプロジェクト。日本政府からの国連拠出ファンドの資金を活用しており、プロジェクト概要は次の

通りである。 

(a) 目 標： 「自然災害、人工的災害、突発的危機に対する調整の取れたタイムリーな  

セクター横断的な国家対応が強化される」 

(b) 成 果： 

(1)  CMS 上の能力強化ニーズの把握 

(2)  ジェンダー配慮の国家危機管理計画の策定 

(3)  CMC の災害モニタリング能力向上 

(4)  CMC 地方センターを通じた地方政府・コミュニティの能力向上 

(5)  CMS とその参加重要性に係わる）国民認知度の向上 

(b) 実施期間： 2008 年 4 月～2009 年 12 月（2 年間弱）69 

(c) UNDP 投入コスト： 日本政府拠出金（JWIDF/Partnership fund）20 万ドル、UNDP BCPR

資金 10 万ドルの、合計 US$ 300,000 

(d) 主な投入（UNDP）： 

                                                  
68  “UNDP country program document for the FYR of Macedonia (2010-2015)”, United Nations, DP/DCP/MKD/1, 20 April 

2009 
69  当初は 2009 年 12 月でプロジェクト終了の予定だったが、開始が 4 ヶ月ほど遅れたのに伴い、2010 年春までプロジェクト

は継続した。また、その後も別の資金ソースを得て、特定の地方部（Strumica）で住民の災害リスク対応準備強化や認知度向上

等の活動が 2010 年末までを目標として継続している。 
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(1) マケドニア専門家： プロジェクト・マネージャー1 名70 

(2) プロジェクト支援スタッフ： 1 名 

(3) 旅費、資料作成、資機材購入、研修等に係わる経費 

(4) その他一般プロジェクト経費 

(e) 実施体制： 

(1) 実施機関は CMC 

(2) プロジェクトの調整に係わるプロジェクト・ボードを形成する。主な参加者（予

定）は、CMC 長官、UNDP 代表、JICA 代表、必要に応じて UNDP BCPR 代表、そ

の他関係機関の代表71。 

 

同プロジェクトは CMC の災害対策全般にわたる基礎的能力向上を図ろうとしたもので、森林火災

予防・早期警戒面での直接的な能力向上支援を狙ったものではなく、支援規模も小さい。しかし、災

害リスク軽減に関連して次のような一定の成果を出しており、JICA プロジェクトを開始する上での

基盤を形成していると考えられることから、当該プロジェクトの成果と UNDP の動向には今後も十

分に留意する必要がある。 

 プロジェクト活動の中で、JICA 開発調査によって作成され旧測地局（現在の名称：Agency for Real 

Estate and Cadastre）が保有していた 105 面の GIS 地図を、CMC の GIS システムに導入した。こ

れにより、CMC では発生・通報された災害・事故情報（イベント情報）の位置データを CMC

本部で入力し、それをオペレーションセンターで表示または CMC 職員に情報提供できるように

なった。 

 CMC が導入し 2008 年初頭から稼動していた GIS システムに関して、データ簡易入力のカスタ

ム・アプリケーションを開発・導入し、上記 GIS 地図導入とのリンクを図ることで、CMC にお

ける災害モニタリングの質を向上させた。 

 Strumica、Veles、Kichevo の 3 地方都市における地震、洪水、地滑り、雪崩、落石、森林火災等

の各種災害の危険を地図上に表現しようと試みた結果を、同地域の CMC、DPR 地方センターや

関係機関に配布して啓蒙活動を行った。 

 Strumica、Veles、Kichevo の 3 地方都市で CMC、DPR、森林公社地方支部、地方政府等を始めと

する関係者のネットワーキング活動を行い、地方部での情報共有・調整に係わる基盤形成を図っ

た。 

 Strumica、Veles、Kichevo の 3 地方都市の学校教育現場で災害リスクとその対応に係わる認知度

向上・啓蒙の活動を行い、避難訓練等を実施した。 

                                                  
70  当該プロジェクト・マネージャーである Vasko Popovski 氏は CMC 本部 4階の UNDP プロジェクトオフィスで現

在も執務中である。調査団は同氏と複数回にわたる面談を行い、同氏は 7月 8日ワークショップにも参加した。なお、

本 JICA プロジェクトの要請書は同氏のアドバイスの下で CMC の Stevko Stefanoski 氏が起草したものとのことであ

る。 
71  JICA 企画調査員（在スコピエ）の話によると、同ボードの会議に招聘された事実は無く、どの程度の実態があ

るかどうかは不明という。 
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1: 日本側署名レター 調査団協議議事録（M/M）添付 

2: 先方署名レター  調査団協議議事録（M/M）添付 

3: 日本側署名レター及び先方署名レター 討議議事録（R/D）添付 

4: 日本側署名レター及び先方署名レター PDM1, PO1 承認に係る協議議事録（M/M）添付   

5: 収集資料 

 5-1 CMC 作成資料 1 

 5-2 CMC 作成資料 2 

 5-3 IZIIS 作成資料 

 5-4 マケドニア森林公社 作成資料 

 5-5 農業・森林・水経済省 作成資料 
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JI窓轟F

iF or J apanese sidel 

Mr. JAKIMOVSKI Toni 

Director 

Crisis Management Center， 

Former YlIgoslav Repllblic of Macedonia 

Dear Sir， 

Japan International Cooperat旧nAgency 

14th JlIly， 2010 

With refe悶 nceto the discllssions held between the Detailed Plmming Survey Team of the 

Japan International Cooperation Agency (hereinafter referred to as“JICA") and the Crisis 

Management Center (hereinafter referred to as “CMC")， from 27'h June， to 18th July， 2010， concerning 

the “Project on Development of Integrated system for Prevention and Early W紅 ningof F orest 

Fires" (hereinafter referred to as “the Project") to be lIndeltaken by JICA， 1 hereby confinn that the 

Minutes of Meeting， which is dllly recorded in the attachment， have been agreed lIpon between JICA 

and CMC 

1 wOllld appreciate it very mllch if yOll could confinn the aforementioned Minutes of Meeting on 

behalf of CMC 

Sincerely yours， 

多持九件
ENDO Hiroaki 

Leader 

Detai!ed Plal1l1ing SUl'vey Temll 

Japan International Cooperation Agency (JICA) 
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F01" J apanese si制

MINUTES OF MEETINGS 

BETWEEN 

JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY 

AND 

THE AUTHORITY CONCERNED 

OF 

THE GOVERNMENT OF 

THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA 

ON 
THE PROJECT ON DEVELOPMENT 

OF 

INTEGRATED SYSTEM FOR PREVENTION 

AND EARLY WARNING OF FOREST FIRES 
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For Japan間 sid巴l
ATTACHED DOCUMENT 

1. Background and the points to be considered for formation of the Project 

Both sides confirm巴dto the foIlowing: 

(1) Contribut巴toMitigation of and Adaptation to Climate Chωge 

Forest fires are one of the major potential factors on national crisis as Macedonia faced in 

2007. In丘ddition，forest fires are also one of th巴 causesof deforestation and forest 

d巴gradation，as well as a source of Greenhous巴Gas(GHG)巴missions，which could lead to 

Climate Change globally. Therefore， prevention and early warning of forest自民sthrough the 

project activities could contribute to th巴mitigationof and adaptation to climate change， which 

is to be addressed by the international community. 

(2) Disseminate the resu1ts ofthe Pr句ect

CMC would take necessary measures to disseminat巴 theresu1ts of the Project within 

Macedonia and also the Balkan region. The possible measures against the forest fires could be 

applicable to the countries in the Balkan region， as they easily become the trans-boundary 

and/or regional issue. 

(3) Cooperat巴onInter-institutionall巴vel

In addition to the points above， inter-institutional cooperation in Macedonia is n巴cessaryfOI 

th巴 smoothimplementation of th巴 Project，specifically in terms of data collection， data 

unification and integration， such as with the Ministry of Agriculture， Forestry and Water 

Econol11y， the Public Enterpris巴MacedonianForests and others 

2. Implementation Agency 

Both sides agreed that the Crisis Management Center is the il11plementing agency for the 

Proj巴ct

3. Draft of Record of Discussions 

As a result of the discussions， both sides agreed on the draft of Record of Discussions 

(hereinaft巴rrefelT巴dto as“RlD") shown in APPENDIX r. After the approval of JICA 

headquarters， JICA Balkan Office and the authorities concern巴dof the Fonner Yugoslav 

Republic of Macedonia will prepare final RlD to be signed by both sides befor巴 the

cOl11l11encel11ent ofthe Project目

The Team explained that th巴 attached RlD was draft and was su~日巴ct to chang巴 in the 

authorization process by the cOl11petent authorities ofboth sides. The T，巴al11also explain巴dthat 

this Minutes of Meetings was a t巴chnicaldocum巴ntto describe the discussion results betwe巴n
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For Japanes巴 sid~

the Mac巴donianrel侃edauthorities and the Tearn， as a preparation process to formulate RJD. 

4. Project Design Matrix (PDM) 

The Team explained that the Project Design Matrix (hereina丘町 referredto as “PDM") is 

commonly used in Japanese technical coop巴rationin order to manage and implement PI句ects

efficiently and em巴ctively.It will also be used as a ref，巴I官ncefor monitoring and evaluating the 

Project 

As a result of the discussions， both sides agreed to apply the tentative PDM to th巴Proj巴ct，

as shown in APPEND IX II， with th巴followingwlderstanding 

1) The PDM is a logically designed matrix， which defines the initial understanding of the 

合ameworkof teclmical cooperation for th巴Project and indicates the logical steps toward 

the achievement ofthe Project purpos巴.

2) The PDM is to be flexibly revised according to the progress and achievements of the 

P吋巴ct，upon approval by the Steering Commi紅白.

5. Duration and Schedule of the Project 

The duration of the Project would be three (3) years from the date when the first exp巴rt

arnves. 

The Plan of Operation has been tentatively formulated according to the draft of RJD. The 

t巴ntativePlan of Operation for the entire period ofthe Project is shown in APPENDIX III 

The Annual Plan of Op巴rationis to be drafted by both sides according to the Plan of 

Operation and is to be Sl伽nittedto the S鋭t巴閃巴釘enn略gCo叩n即1

change wi江th悩lIntぬh巴 sc∞op巴 oft也h巴 RJD，if n巴cessityarises， in the cours巴 ofthe Project 

implementation 

6. Undertakings ofthe Government of Japan 

Aft巴rthe approval of JICA headquatiers and signing of RJD， JICA will take， at its own 

expense， the following measures in accordance with the laws and regulations in force in 

Japan 

(1) Dispatch of J apanese Experts 

JICA will provide th巴servicesofth巴Japanese experts. 

2 
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|ForJ勾anese臼del

。)Provision ofMachinery and Equipment 

JICA will provide such machinery，巴quipmentand other materials (hereinaj王位児島rredto as 

“the Equipment") necessaryおrthe implementation of the Project 

(3) Training of Macedonian Personl1el in J apan 

JICA will r巴ceivethe Macedonian personn巴1c01mected with the Project for teclmical 

training in J apan. 

7. Undertaltings ofthe Government ofthe FormerYngoslav Republic ofMacedonia 

(1) Allocation of Budget 

Both sides confirmed that the following would be allocated by the Macedonian side to 

ensure effective implementation ofthe Project. 

a. Travel costs如 ddaily allowances for the Macedonian p巴rsonnelrelated to in-country 

project activities should be borne by each orgal1ization which counterpart p巴rsoilllel

belongs to 

b. Exp巴nsesfor utility such as electricity， Internet connection and water supply for the 

project office provided at CMC should be borne by CMC. 

c. Operational expens巴sfor customs clearance， storage and domestic transportation for th巴

equipment provided by the Japal1ese side should be borne by CMC， if necessity arises 

The Equipment would be procured from abroad， only if such equipment camlot be found 

in Macedonia. 

d. Expenses for installation， operation al1d maintenance of facilities and equipmel1t procured 

by the Project should be borne by CMC， ifn巴cessary.

e. Cost for repair work and construction should be born巴bythe Macedonian side 

王 Travelcosts and daily allowances for the St巴eringCommi悦eem白nbersto attend 

committee meetings should be borne by each organization which commi抗eemembers 

b巴longto. 

(2) Allocation of Personn巴l

Both sides confirmed that the Macedonian sid巴 wouldassign suitable l1umber of capable 

COUI印 rpartpersonnel in order to ensUI官 theeffectiv巴 implemel1tatiol1of the Project. The list 

of counterpart personnel is attached as ANNEX IV ofthe draft ofR/D. 

(3) Office and facilities 

Both sides confirmed that the following should be provided by the Macedonian side to 

ensure巴ffectiveimplemel1tation of th巴Project

3 
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For J apanese sidel 

a. CMC will provide furnished and air-conditioned office space in CMC with tel巴'phoneline， 

Internet connection， desks and chairs， which can accommodate Japanes巴 expertsand 

supporting staff for the smooth impl巴mentati口nof the Proj ect 

b. CMC will provide rooms and space necessary for instaIIation and storage of th巴

巴quipmentprocured by the Project 

c. CMC， inωcordance with i臼 currentpossibiliti巴s，will provide m巴etingrooms for training 

and meetings 

(4) Providing necessary information 

Both sides confirmed that the relevant Macedonian institutions would provide necessary 

information and docwnents on implem巴臨時 theProject 

(5) Privileges， exemptions and benefits 

Both sides confirmed that the Macedonian side would take necessary m巴asuresto grant 

privileges， exemptions and benefits to the Japanese experts r巴ferredin ANNEX II of the draft 

of RJD which are no less favorable than those accorded to experts of third countri巴sworking 

in Macedonia. 

8. Other relevant issues 

(1) Implem巴ntatiollStructure 

Both sides confir・medto establish foIIowing implementation structure as described in the 

draft of RJD to ensure smooth execution of the Project. CMC wiII take necessary procedural 

action to set up the structure 
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SteerinE Committee 

(Chairperson: Director of CMC) 

Proj巴ct

Macedonian Side Jap3nese Side 

Project Director -Chief Advisor 

(Director of CMC) 

ーProjectManager 
ト一一一一

Project Coordinator 

(Head of the Depal1ment for Research， ーOtherJapanese experts 

Analysis， Assessment and Strategic 

Planning ofCMC) 

-Counterpart Personnel 

-Administrative Personnel 

Technical Coordination Group 

To disCllSS on the technical iSSlles of the Project among the related institlltions 

(2) Teclmical Coordination Group 

Both sides confirmed to organize Technical Coordination Group in which technical issues 

of the Proj ect aTe discussed. The m巴mbersof the Group will be determined after the Project 

st311s. 

(3) The ti巴asibilitystudy on the technical syst巳mfor for巴stfir巴earlydetection 

Given the result of the ti巴asibilitystudy， the both sides will discuss the possibility of 

development ofthe early detection system(s) within the project period 

APPENDIX 1 Dra丘ofRecord of Discussions 

APPENDIX II Dra丘ProjectDesign Matrix 

APPENDIX III Tentative Plan of Operation 

5 
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APPENDIX 1 Draft ofRecord ofDiscussions 

(Draft) 

RECORD OF DISCUSSIONS 

BETWEEN 

JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY 

AND 

AUTHORITY CONCERNED OF THE GOVERNMENT OF 

THE FORMER YUGOSLA V REPUBLIC OF MACEDONIA 

ON 

JAPANESE TECHNICAL COOPERATION 

FOR 

THE PROJECT ON DEVELOPMENT OF INTEGRATED SYSTEM FOR PREVENTION 

AND EARL Y W ARNING OF FOREST FIRES 

With r巴gardto the Minut巴sofMe巴tingssigned between the D巴tailedPlanning Survey Te釘n

and the Former Yugoslav Republic of Macedonia dated on July 14th， 2010， Japan 1nt巴rnational
Cooperation Ag巴ncy(hereinafter 1官ferr巴dto as “J1CA")， through the Resident Representative of 
JICA in Serbia， had a series of discussions with the Macedonian authority concerned on desirabl巴

measures to be taken by J1CA and the Gov巴rnmentofthe Former Yugoslav Republic ofMacedonia 

for the successful impl巴mentationof the Pr()リecton Development of 1nt巴gratedSyst巴m for 
Prev巴ntionand Early Warning ofForest Fires (her巴inafterreferred to as “the Project"). 

As a result of the discussions， JICA and the Macedonian authority concerned agre巴don the 

matters r巴ferredto in the document attached hereto. 

Mr.Satoru KUROSA W A 
Resident R巴'presentativ巴
J1CA Balkan Office 
J apan 1ntern旦tionalCooperation Agency 

Mr. Toni JAKIMOVSKI 

Director 
Crisis Management Center 

Skopj巴， (date)， 2010 

Fo白rmeαrYugoslavR巴pu巾bl日icof Macedonia 
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THE ATTACHED DOCUMENT 

1. COOPERATION BETWEEN JICA AND MACEDONIAN GOVERNMENT 

1. The Govenunent of the Former Yugoslav Republic of Macedonia will implement the 

Proj巴ctin cooperation with JICA. 

2. The Project will b巴 implementedin accordance with the Master Plan which is giv巴nm

ANNEXI. 

11. MEASURES TO BE TAKEN BY JICA 

In accordωce with the laws and regulations in force in Japan， JICA， as the executing agency 

for technical coop巴rationby the Government of Japan， will take， at its own expens巴， the 

following measures according to the normal procedures of its technical cooperation schem巴.

1. DISPATCH OF JAPANESE EXPERTS 

JICA will provide the services ofth巴Japaneseexp巴rtsas listed in ANNEX II 

2. PROVISION OF MACHINERY AND EQUIPMENT 

JICA will provide such machinery， equipment and other materials (hereinafter referred to as 

“the Equipm巴nt")necessary for the implementation ofthe Project as listed in ANNEX III 

The Equipm巴ntwill become the property of the Govermn巴ntof the Former Yugoslav 

Republic of Macedonia upon b巴ingd巴liveredC.I.F.( cost， insurance and freight) to the 

Mac巴donianauthorities concemed at the po巾 and/orairports of disembarkation 

3. TRAINING OF MACEDONIAN PERSONNEL IN JAPAN 

JICA will receive th巴 Macedonianpersonnel comlected with the Project for teclmical 

training in J apan. 

111. MEASURES TO BE TAKEN BY THE GOVERNMENT OF FORMER YUGOSLAV 

REPUBLIC OF MACEDONIA 

1. The Govemment of the Form巳rYugoslav Republic of Macedonia will tal<e nec巴ssary

measures to ens町 ethat the self同 reliantoperation of the Project will b巳sustainedduring and 

after the period of Japanese technical cooperation， through full and active involvement in 

th巴Projectby all related authorities， beneficiary groups and institutions. 
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2. The Govermnent of the Former Yugoslav Republic of Macedonia will巴nsurethat the 

technologi巴sand knowledge acquired by the Macedonian nationals as a result ofthe Japanese 

teclmical cooperation will contribute to the economic and social development of the Formel 

Yugoslav Republic ofMacedonia 

3. The Government of the Former Yugoslav Republic of Macedonia will grant in the Former 

Yugoslav R巴publicof Macedonia privileges，巴xemptionsand benefits as listed in Annex VII 

no less favorable than those granted to expelis of third countries or international 

organizations performing similar missions to the J apanese巴xpertsin the Former Yugoslav 

Republic of Macedonia 

4. The Governnl巴ntof the Former Yugoslav R巳publicof Macedonia will take the measures 

necessary to receive and use the Equipment provided by JICA under II-2 abov巴 and

equipl11ent， machinery and materials carried in by the J丘paneseexperts referred to in II-l 

above 

5. Th巴 Govermn巴ntof the Form巴rYugoslav Republic of Macedonia will take necessa1'y 

l11easures to ensure that the knowledge and experience acquired by the Macedonian 

personnel from technical training in J apan will be utilized ef1i巴ctivelyin th巴il11plementation

of the Project. 

6. ln accordance with th巴lawsand regulations in the Forl11er Yugoslav Republic of Macedonia， 

the Governl11ent of the Former Yugoslav Republic of Macedonia will take necessary 

measures to provide at its own expense for the proj ect: 

(1) Services of Macedonian counterpart personnel and administrative personnel as list巴din 

ANNEXIV; 

(2) Land， buildings and facilities as listed in ANNEX V; 

(3) Supply or replace at its own expense machinery， equipl11ent， instruments， tools， spare 

P紅 tsand any other l11aterials nec巴ssaryfor the implementation of th巴Pr吋ectother than 

the Equipment provided by JICA under II-2 above. 

7. ln aCCOrda11Ce with th巴 lawsand regulations in force in the Former Yugoslav Republic of 

Macedonia， th巴 Governmentof the Former Yugoslav Republic of Macedonia will take 

necessary m巴asuresto m巴巴t;

(1) Expenses necess釘 yfor transportation within the Forl11er Yugoslav Republic of 

Macedonia ofせ1巴 EquipmentrefelTed to in II-2 above as well as for the installation， 
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operation and maintenance ther巴of，if necessary; 

(2) Customs duties， internal taxes and any oth巴rcharges imposed in the Former Yugoslav 

Republic ofMacedonia on the Equipment referred to in II-2 above; 

(3) Rmming巴xpensesnecessary for the implementation of the Proj巴ct

IV. ADMINISTRATION OF THE PROJECT 

1. Director of Crisis Management Center (CMC)， as the Project Director， will b巴aroverall 

responsibility for the administration and implementation of the Project 

2. Head of th巴 Departmentfor Res巴arch，Analysis， Assessm巴ntand Strategic Planning of 

Crisis Management Center (CMC)， as the Prq日巴ctManager， will be responsible for the 

manag巴rialand technical matters and smooth implementation of the Project with close 

relation with other authorities concerned 

3. The Jap副leseChief Advisor will provide necessary recommendations and advic巴 tothe 

Project Director and the Project Manager on any matters pertaining to the implementation of 

th巳Project.

4. The Japanese experts will provide necessary technical guidance and advice to Macedonian 

comllerpart personnel on technical matters pertaining to the implementation of the Project 

5. For th巴eff<巴ctiveand successful implem巴ntationof technical cooperation for the Project， a 

Steering Committee will b巴巴stablishedwhose functions佃 dcomposition ar官 describedin 

ANNEXVI. 

V. JOINT EVALUATION 

Evaluation of the Proj巳ctwill be conduct巴djointly by JICA and the Macedonian authorities 

conc巴rned，at the middle and dm泊gthe last six months of the cooperation term in order to 

examine the level of achievement. 

VI. CLAIMS AGAINST JAP ANESE EXPERTS 

T百h鴎eGov巴白r‘11111巴剖n式tof tll也eFormer Yugoslav R巴publi叩cofMacedon凶1甘iaUl1d巴ぽrt同ak巴sto b巴arcla凶a伺lms民ヲ if 

any a創釘叩n詰s巴民s丸， a勾g伊伊a幻叩111胤s坑tt白h巴 Ja勾.pa釘an巴釘s巴 Eはxp戸巴r巾t臼seng伊ag伊巴din teclmical cooperation for the Project 
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resulting from， occurring in the course of， or otherwise connected with th巴dischargeof their 

official functions in the F ormer Yugoslav Republic of Mac巴doniaexcept for those arising from 

the wiIlful misconduct or gross negligence of th巴Japanes巴expelis.

VII. MUTUAL CONSULTATION 

There wiII b巴 mutualconsultation between JICA創ldthe authorities concerned in the 

Government of the Former Yugoslav R巴publicof Macedonia on any major issues arising 

from， or in connection with this Attached Document 

VIII. MESURES TO PROMOTE UNDERSTANDING OF AND SUPPORT FOR THE 

PROJECT 

For the purpose of promoting support for the Project白nongthe p巴opleof the Form巴r

Yugoslav Republic of Macedonia， th巴 Governm巴ntof the Former Yugoslav RepubIic of 

Macedonia wiII take appropriate measures to make the Project widely Imown to the people of 

the Former Yugoslav Republic ofMacedonia 

IX. TERM OF COOPERATION 

The duration of the technical cooperation for th巴Proj巴ctunder this Attached Document wiII b巴

3 (three) ye間企omthe date ofthe first dispatch of Japanese expert(s). 

ANNEXI 

ANNEXII 

ANNEXIII 

ANNEXIV 

ANNEXV 

ANNEXVI 

ANNEXVII 

MASTERPLAN 

LIST OF JAPANESE EXPERTS 

LIST OF MACHINERY AND EQUIPMENT 

LISTOF孔1ACEDONIANCOUNTERP ART PERSONNEL AND 

ADMINISTRATION PERSONNEL 

LIST OF LAND， BUILDINGS AND FACILITIES 

STEERING COMMITTEE 

PRIVILEGES， EXEPTION AND BENEFITS FOR JAPANESE EXPERTS 
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ANNEXI 

MASTERPLAN 

1. Title of the Pro ject 

Project on Developm巴ntof Integrated System for Pr巴ventionand Early羽lamingofForest Fires 

2. Overall Goal 

National coordination for the prevention and early waming of for巴stfires is effectively 

implemented目

3. Project Purpose 

The capacity of CMC for the national coordination for prevention and early waming of forest fires 

is strengthen巴d.

4.0utputs 

1. National syst巴mfor forest fire risk assessment is developed. 

2. Mechanism on national coordination for prevention and early waming of forest fires is 

r巴inforced

5. Activities 

1-1 D巴signrisk assessment methodology for fOI官stfires 

1-2 Identify and coll巴ctdataJinformation useful for the forest fire risk assessment 

1-3 Reinforce the integrated GIS systemldatabase， including softwar巴， hardware and equipment， 

with necessary training 

1-4 Prepare and publish GIS hazard maps for forest fires 

1-5 Prepare the feasibility study on the technical system for forest fire early detection 

1-6 Design methodology on the assessment of damages and consequ巴ncesfrom forest fires 

1-7 Hold workshops on forest fire risk assessment 

2-1 Strengthen coordination mechanism with 1官l巴vantinstitutions 

2-2 Organize Teclmical Coordination Group M∞tings (TCGM) 

2-3 Increase public awareness 

2-4 Assess the effectiveness of coordination and identi今supplementarymeasures， if necessary 

6. Project site 

The Project sit巴isSkopje 
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ANNEX 11 LIST OF JAP ANESE EXPERTS 

Japanese experts in the field described below may be dispatched depending on the ne巴dsas 

specifi巴din the annual plan of the Project 

Forest Fire M紅日agement

GIS system!database， 

Other fields requir巴d

Chief Advisor and Project Coordinator will be assigned企omthe experts listed above. 

Note: EXpelis may serve concurrently with oth巴rfield(s). Specialization， numb巴rand terms of 

assigmllent of JICA Project Experts will be decided in consideration of the progr巴ssof the Project 

through mutual consultations 
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ANNEX III LIST OF MACHINERY AND EQUIPMENT 

Machinery， equipment， materials mutually agreed upon as necessary will be provided 
Provision of equipment for the Project activities as follows 

F orest fire management 

GIS system/database 

Others if necessary 

Note: Contents， specifications and quantity of the equipment will be decided through mutual 

consultation within the allocated budget. 
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ANNEX IV LIST OF MACEDONIAN COUNTERPART AND ADMINISTRATIVE 

PERSONNEL 
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2. Project Manager 

Head of the D巴partmentfor R巴S巴arch，Analysis， Ass巴ssmentand Strategic Planning of Crisis 

Management C巴nter

3 . Administrati v巴Personnel

(1) Administrator( s) 

(2) S巴cretanes

(3) Other necessary staff 
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ANNEXV LlST OF LAND， BUILDINGS AND FACILlTIES 

1. Land， building and facilities necessary for the implementation ofthe Project 

2. Buildings and facilities necessary for the installation and storage of the equipment provided by 

the Governm巴ntof Japan. 

3. Suitable office rooms and any other facilities n巴C巴ssaryfor J apanese exp巴rtsto hold office 
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ANNEXVI STEERING COMMITTEE 

1. Functions 

A St巴巴ringCommittee wil1 be created， which wil1 meet at least once a year or whenever necessity 

anses 

The functions of th巴Ste巴ringCommittee are as fol1ows: 

(1) To sup巴rvisethe副mualwork plan of th巴 Projectin lin巴 withthe Plan of Operation and Proj ect 

Design Matrix that wil1 be formulated based on the R巴cordofDiscussions. 

(2) To review the annual and overall progress of the Project， and to evaluat巴 theaccomplishment of 

annual targets and achievement ofthe obj巴ctives.

(3) To find out proper ways and means for the solutions of m司jorissues arising from or in 

connection w凶 theProject 

2. M巴mb巴rsof the Committee 

(1) Chairperson: Director of Crisis Management C巴nter

(2) Mel11b巴rs

a. Macedonian side 

Project Manager; Head of the Department for Research， Analysis， Assessl11ent and Strategic 

Planning of Crisis Management Center 

Repres巴ntativeof Secretariat for Emopean Affairs (SEA) 

Other personnel concerned appointed in consultation with both sides 

b. Japan巴seside 

J apanese expelis 

Representativ巴ofthe JICA Balkan office/Sko凶eoffic巴

Oth巴rpersons concerned， to be appointed by JICA Balkan office/Skopje office， if n巴cessary.

Note: 

Official( s) of the El11bassy of J apan l11ay attend the COl11l11i抗巴巴 meetingsas observer(s) 
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ANNEX VII PRIVILEGES， EXEMPTIONS AND BENEFITS FOR JAP ANESE EXPERTS 

1. Exemption from income tax and other charges of any kind of imposed on or in connections 

with the living allowances r巴mittedfrom abroad. 

2. Exemption from import tax， export duties and any other charges in respect of personal and 

household巴能ctsofth巴Japanese experts and their families 

3. To issu巴， upon application， entry visa for the Japanese exp巴rtsand their families企eeof charg巴

4. To issue identification card to the Japanese experts and their families to secure the cooperation 

。fall governmental organization necessary for the performance of duties of the exp巴rts.

5. Exemption from customs duties for import and export of professional equipment by the 

Japan巴seexperts in cOlmection with the activities of the Project 
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APPENDIX III. Tentative Plan of Operation 
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1-5 Prepare the feasibility study on the 

technical system for forest fire early 

detection 

2-2 Organize Technical Coordination 

Group MeetingsσCGM) 
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COVERNMENT or s八八A八l-I八

I'EI"IY[，八V1K八 M八KIでAOI-IV1J八 TIJr RFl'lIsLI仁 OFM八CEDONI八

UEHI八P3八Y円P八日Ys八J-bECO KP凶3Vl

Mr. ENDO Hiroaki 

Leacle， 

CI<..1515 MANACli¥'¥IN 1 C1NIIR 

D巴tail巴dPlanning Survey T，巴am

Japan International Cooperation Agency (JICA) 

Dear Sir. 

14，1; July， 2010 

1 have th巴honorto acknowledge the receipt of your letter， dated 14'1; July， 2010， regarding 

the signature of th巴 Minutesof Meeting concerning the“Project on D巴V巴lopmentof 

Int巴gratedsystem for P1巴ventionand Early Warning of Forest Fires" (h巴I巴inafterreferred to 

as“the Project")， agr巴edupon between the Crisis Management Center of th巴 Republicof 

Macedonia and Japan International Cooperation Agency 

He1巴by，1 con日rmthat the Crisis Management Cent巴rof th巴 Republicof Macedonia 

agr巴巴swith the provisions of the ann巴X巴dtext， and considers the said Minutes of Meeting as 

b巴ingsignecl with your letter and this 1巳tterin reply as equivalent ofits signature 

However， 1 declare that the R巴publicof Maceclonia cloes not acc巴ptthe denomination 

usecl for my country in th巴 above-m巴ntioneclMinutes of Meeting， having in view that the 

constitutional name of my countηis the Republic ofMaceclonia 

Ple日seaccept， Sirぅ theassurances of my highest consideration， 

/ 

eグ

〆タタ

lrector， 

Crisis Managemept Center， 

Reputヲlicof Maceclonia 

¥、
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For Macedonian sidel 

MINUTES OF MEETINGS 

BETWEEN 

JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY 

AND 

THE AUTHORITY CONCERNED 

OF 

THE GOVERNMENT OF 

THE REPUBLIC OF MACEDONIA 

ON 

THE PROJECT ON DEVELOPMENT 

OF 

INTEGRATED SYSTEM FOR PREVENTlON 

AND EARLY WARNING OF FOREST FIRES 
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|F or Macedonian sidel 

ATTACHED DOCUMENT 

1. Background and the points to be considered for formation of the Project 

Both sides confirmed to the following: 

(1) Contribute to Mitigation of and Adaptation to Climat巴Ch創19巴

Forest fires are one of the m句orpotential factors on national crisis as Mac巳doniafac巴din 

2007. In addition， forest fires are also one of the causes of deforestation and forest 

d巴gradation，as well as a source of Greenhouse Gas (GHG) emissions， which could 1巴adto 

Climate Change globally. Therefore， prevention and early warning of forest fires through the 

project activities could contribute to th巴mitigationof and adaptation to climate change， which 

is to be addressed by the international community 

(2) Disseminate the results ofthe Project 

CMC would take necessary measur巴sto disseminate the r巴sultsof the Project within 

Macedonia and also the Balkan region. The possible measures against the for巴stfires could be 

applicable to the countries in the Balkan region， as they easily become th巴trans-boundary

and/or regional issue. 

(3) Cooperate on Inteトinstitutionallevel

In addition to the points above， inter田 institutionalcoop巴rationin Macedonia is necessary for 

the smooth implementation of the Proj巴ct，specifically in terms of data collection， data 

unification and int巴gration，such as with the Minisuγof Agriculture， Foresu')' and Water 

Economy， the Public Enterprise Mac巴donianF orests and others. 

2. Implementation Agency 

Both sides agreed that th巴CrisisManagement Center is the implementing agency for the 

Project. 

3. Draft of Record of Discussions 

As a r巴sultof the discussions， both sides agr巴edon the draft of Record of Discussions 

(hereina丘巴rreferr巴dto as “RlD") shown in APPENDIX 1. After the approval of JICA 

headquarters， JICA Balkan Office and the authoriti巴sconc巴rnedof the Republic of Macedonia 

will p印 pare五nalRlDωbe signed by both sides b巴forethe commencement ofthe Proj巴ct

The Team explained that the attach巴dRlD was draf王andwas subject to change in the 

authorization process by the compet巴ntauthorities ofboth sides. The Team also explained that 

this Minutes of Meetings was a teclmical document to describ巴thediscussion results between 

the Macedonian related authorities and the Team， as a PI官P紅 ationproc巴日sto formulate RlD 

必炉支
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For Macedoni飢討del

4. Project Design Matrix (PDM) 

The Team巴xplainedthat the Proj巴ctDesign Matrix (h巴reina丘erreferred to as “PDM") is 

commonly used in Japanese teclmical cooperation in order to manage and implem巴ntprojects 

巴妊icientlyand effectively. It will also be used as a reference for monitoring and evaluating the 

Pr句巴ct

As a result of the discussions， both sid巴sagreed to apply the tentative PDM to the Project， 

as shown in APPENDIX II， with the following understanding: 

1) The PDM is a logically designed matrix， which defines the initial understanding of th巴

framework of tec加licalcoop巳rationfor the Pr吋ectand indicates th巴 logicalsteps toward 

the achiev巴mentofth巴Projectpurpos巴

2) The PDM is to be flexibly revised according to th巴 progressand achievements of the 

Project， upon approval by the Steering Commi抗ee

5. Duration and Schedule of the Project 

The duration of the Project would be three (3) years from the date when the first exp巴rt

arnves 

The Plan of Operation has been tentati、relyformulated according to the dra丘ofRlD.The 

tentative Plan of Op巴rationfor the entire period of the Proj巴ctis shown in APPEND IX IIL 

The Almual Plan of Op巴rationis to be dra丘edby both sides according to the Plan of 

Op巴rationand is to b巴 submitt巴dto the Steering Committee. The activities are subject to 

change within the scop巴 ofthe RlD， if n巴cessityarises， in th巴 courseof the Project 

impl巴mentatJOn.

6. Undertakings ofthe Government of Japan 

After the approval of JICA headquarters and signing of RlD， JICA will take， at its own 

expense， the following measures in accordance with th巴 lawsand regulations in force in 

Japan 

(1) Dispatch of Japanese Experts 

JICA will provid巴thes巴rvicesofthe Japanese experts. 

(2) Provision ofMachinery and Equipment 

JICA will provide such machin巴ry，equipment and other materials (hereinafter reu巴rredto as 

必〆 2 
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For Macedonian司del

“the Equipment") n巴cessaryおrtheimplem印刷ionofthe Project 

(3) Training of Macedonian Personnel in J apan 

JICA will 1官celv巴 theMacedonian p巴rSOllli巴1connected with the Project for technical 

training in Japan. 

7. Undertakings of the Government of the Republic of Macedonia 

(1) Allocation of Budget 

Both sid巴sconfirm巴dthat the following would be allocated by the Macedonian side to 

ensur巴巴ffectiveimplementation ofthe Project. 

a. Travel costs and daily allowances for th巴 Macedonianpersonnel related to in-country 

project activities should be borne by each organization which counterpari personnel 

belongs to 

b. Expenses for utility such as electricity， Internet cOllilection and water supply for the 

project office provided at CMC should be borne by CMC. 

c. Op巴rationalexpenses for customs clear'ance， storage arld domestic transportation for the 

巴quipmentprovided by the Japanese side should be borne by CMC， if nec巴ssityarises. 

Th巴Equipmentwould b巴procuredfrom abroad， only if such equipment carmot be found 

in Macedonia. 

d. Expenses for installation， operation and maintenanc巴offaciliti巴sand equipment procured 

by the Pr句巴ctshould be borne by CMC， if necessary. 

巴 Costfor repair work and construction should be borne by the Macedonian sid巴

f. Travel costs and daily allowances for th巴 SteeringCommittee members to attend 

connnittee me巴tingsshould be borne by each organization which committee members 

b巴longto 

(2) Allocation of Personnel 

Both sides confirmed that th巴Macedoniansid巴wouldassign suitable number of capable 

counterpart personnel in order to ensur巴 the巴ffectiveimplementation of th巴 Project.The list 

of count巴rpartpersonnel is attached as ANNEX IV of the draft of RlD 

(3) Office and facilities 

Both sides confirmed that the following should b巴 provid巴dby the Macedonian sid巴 to

ensure effective implementation ofth巴Project:

a. CMC will provid巴furnishedand air-conditioned office space in CMC with telephon巴line，

Internet connection， desks arld chairs， which can accommodate J apanese experts and 

3 
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高市平詞oman司司
supporting staff五orth巴smoothimplem巴ntationof th巴Project.

b. CMC will provide rooms and space nec巴ss紅 yfor installation and storage of th巴

equipment procured by the Project 

c. CMC， in accordance with its current possibilities， will provide meeting rooms for training 

andme巴tings

(4) Providing necessary information 

Both sides confirmed that the relevant Macedonian institutions would provide necessary 

information and documents on implementing the Project 

(5) Privileg既成巴mptlOns飢 dbenefits 

Both sid巴sconfirmed that the Macedonian sid巴 wouldtake nec巴ss創γmeasuresto grant 

privileges， exemptions and ben巴fitsto the J ap創leseexperts referred in ANNEX II of the draft 

of RlD which are no less favorable than thos巴accordedto巴xp巴rtsof third countries working 

in Macedonia 

8. Other relevant issues 

(1) Impl巴mentationStructure 

Both sides confirmed to establish following implementation structure as d巴scribedin甘le

draft of RlD to ensure smooth execution of the Proj巴ct.CMC will take necessary procedural 

action to set up the structure. 

2μz 4 
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SteerinzCommittee 

(Chairperson: Director of CMC) 

Project 

Macedonian Side Japanese Side 

-Project Director ーChiefAdvisor 

(Director ofCMC) 

ーProjectManager -Project Coordinator 

(Head of the Depaltment for Research， ーOtherJapanese experts 

Analysis， Assessment and Strategic 

Planning ofCMC) 

ーCounterpartPersonnel 

-Administrative Personnel 

Technical Coordination Group 

To disCllSS on the technical issues of the Project among the related institlltions 

(2) T，巴chn出1甘icalCo∞0 吋凶1I凶t託ionGrou 

Bo吐白1S討id化巴sc∞onf白11i立m紅m巴吋dtωoor砲gamz巴T巴ωc加1託icalCo∞or刈dina低組tiぬonGroup in which t旬eclm甘icalissues 

0ぱft也hePrq吋Jecはta紅r巴 disc∞us路sed.The m巴mbersofthe Group will be d巴tetminedafter the Proj巴ct

starts. 

(3) Th巴f巴asibilitystudy on the teclmical system for forest fire early detection 

Given the resuIt of the feasibility study， th巴 bothsides will discuss the possibility of 

dev巴lopmentofthe early detection system(s) within the project period. 

APPENDIX 1 Draft of Record of Discussions 

APPENDIX II Draft Proj巴ctD巴signMatrix 

APPENDIX III Tentative Plan of Operation 

ダ〆ム 5 
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APPENDIX 1 Draft of Record of Discussions 

(Draft) 

RECORD OF DlSCUSSIONS 

BETWEEN 

JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY 

AND 

AUTHORlTY CONCERNED OF THE GOVERNMENT OF 

THE REPUBLIC OF MACEDONIA 

ON 

JAPANESE TECHNICAL COOPERATION 

FOR 

THE PROJECT ON DEVELOPMENT OF INTEGRATED SYSTEM FOR PREVENTION 

AND EARL Y W ARNING OF FOREST FlRES 

With regard to the Minutes of Meetings signed between the Detailed Plamung Survey Team 

and th巴 Republicof Macedonia dated on July 14th， 2010， Japan International Cooperation Ag巴ncy
(her巴inafterreferred to as “'JICA")， through the Resident Representative of JICA in Serbia， had a 

s巴riesof discussions with the Macedonian authority concerned on desirable measur巴sto be taken by 
JICA and th巴Governmentof th巴Republicof Macedonia for the successful implem巴ntationof the 

Project on Development of Integrated System for Prevention釦 dEarly Warning of Forest Fires 
(hereina武erref，巴rr巴dto as “the Proj巴ct").

As a result of the discussions， JICA and the Macedonian authority concerned agreed on the 

matters referred to in the docum巴ntattached hereto 

Mr.Satoru KUROSA W A 
Resid巴ntRepresentati v巴
JICA Balkan Offic巴
J apan International Coop巴rationAg巴ncy

Mr. TOJlをゴAKIMOVSKI

'ector 
Crisis M加 agem巴ntCenter 
Republic ofMacedonia 

APPENDIX 1-1/12 

Skopj巴， (date)， 2010 
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THE ATTACHED DOCUMENT 

1. COOPERATION BETWEEN JICA AND MACEDONIAN GOVERNMENT 

1. The Government of the Repub1ic of Macedonia will imp1ement the Project in cooperation 

with J1CA. 

2. The Project will be imp1emented in accordance with the Master P1an which is given in 

ANNEX1 

11. MEASURES TO BE TAKEN BY JICA 

1n accordance with the 1aws and regu1ations in force in Japan， JICA， as the executing agency 

for technica1 cooperation by th巴 Gov巴rnmentof Japan， will take， at its own巴xpense，the 

following measures according to the norma1 procedures of its technica1 cooperation sch巴me.

1. DISPATCH OF JAPANESE EXPERTS 

J1CA will provide the services ofthe Japanese experis as 1isted in ANNEX II. 

2. PROV1SION OF MACHINERY AND EQU1PMENT 

J1CA will provide such machineryョequipmentand other materia1s (hereinafter refi巴rr吋 toas 

吋heEquipment") nec巴ssaryfor the implem巴ntationof the Project as listed in ANNEX III 

The Equipment will become the property of the Government of th巴 Republicof Macedonia 

upon being delivered C.I.F.(cost， insurance and freight) to the Macedonian authorities 

concerned at the poris and/or airpOlis of disembarkation. 

3. TRA1NING OF MACEDON1AN PERSONNEL IN JAPAN 

J1CA will receive the Macedonian personnel connected with the Proj巴ctfor t巴clmical

training in J apan. 

111. MEASURES TO BE TAKEN BY THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF 

MACEDONIA 

1. The Govermn巴ntofthe R巴publicof Mac巴doniawill tak巴necessarymeasur巴sto ensure that 

the self-reliant operation of the Project will be sustained during and after th巴 P巴riodof 

Japanes巴technicalcooperation， throughお11and active invo1vement in th巴Projectby all 

related authorities， b巴neficiarygroups and institutions 

a多少
APPENDIX 1-2/12 
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2. The Governm巴ntof th巴 Republicof Macedonia will ensure that the technologies and 

knowledge acquir巴dby the Macedonian nationals as a result of the J apanese technical 

cooperation will contribute to th巴 economicand social development of th巴 Republicof 

Macedonia 

3. The Gov巴rnmentof the Republic of Macedonia will grant in th巴 Republicof Mac巴donia

privileg巴s，exemptions and ben巴fitsas listed in Annex VII no less favorable than those 

granted to ex戸市 ofthird countries or international organizations performing similar 

missions to the J apanese experts in the Republic of Macedonia 

4. The Government of the Republic of Macedonia will take th巴 measuresnecessary to receive 

and use the Equipl11ent provided by J1CA under II-2 above and equipment， machinery and 

materials canied in by the J apan巴s巴巴xpertsreferred to in II四 1above. 

5. Th巴Governmentof the Republic of Macedonia will take necessary measures to ensure that 

the knowledge and experience acquired by th巴 Macedonianpersonnel from technical 

training in Japan will be utilized effectively in the implem巴ntationofthe Project. 

6. 1n accordance with the laws and regulations in the Republic of Macedonia， the Government 

of the Republic of Macedonia wil1 take necessary m巴asuresto provide at its own巴xpensefor 

th巴proJect:

(1) Services of Macedonian counterpart personnel and administrative personnel as listed in 

ANNEX1V; 

(2) Land， buildings and facilities as listed in ANNEX V; 

(3) Supply or replace at its own expense machinery， equipm巴nt，instruments， tools， spar官

parts and any other l11at巴rialsnecessary for the impl巴mentationof the Project other than 

the Equipment provided by JICA under II司 2above 

7. 1n accordance with the laws and regulations in forc巴 inthe Republic of Macedonia， the 

Government ofthe R巴publicof Macedonia will take necessary m巴asuresto meet; 

(1) Expens巴snec巴ss紅 yfor transportation within the Republic of Macedonia of th巴

Equipment 問 先 立 巴dto in II-2 above as well as for the installation， op巴rationand 

l11aintenance thereof， if necess紅 y;

(2) Customs duti巴s，internal taxes and any oth巴rcharges imposed in the Republic of 

Macedonia on th巴Equipm巴ntrefi巴rredto in II -2 above; 

(3) Running expenses necessary for th巳il11plementationofthe Project 

J/イ
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IV. ADMINISTRATlON OF THE PROJECT 

1. Director of Crisis Management C巴nter(CMC)， as the Project Director， will bear overall 

responsibility for the administration and imp1ementation of the Project 

2. Head of the Department for Research， Al1alysis， Assessment and Strat巴gicPlanning of 

Crisis Management Center (CMC)， as the Pr吋ectManager， will be responsible for the 

manag巴rialand technical matters and smooth implementation of the Project with clos巴

1官lationwith other authorities concerned. 

3. The Japan巴seChief Advisor will provide necessary recommendations and advice to the 

Pr吋ectDirector and the Project Manager on any matters p巴rtainingto the implementation of 

th巴Proj巴ct

4. The Japanese exp巴rtswill provide necessary technical guidance and advice to Mac巴donian

counterpart personnel on technical matters pertaining to the implem創出tionofthe Project 

5. For the effective and successful implem巴ntationof technical cooperation for the Proj巴ct，a 

St巴eringCommi抗eewill be established whose functions and composition ar官 describedin 

ANNEXVI. 

V. JOINT EVALUATlON 

Evaluation of the Project will b巴conductedjointly by JICA and th巴Mac巴donianauthorities 

concerned， at the middle訓ldduring the last six months of the cooperation term in order to 

exarnine the level of achi巴vement.

VI. CLAIMS AGAINST JAP ANESE EXPERTS 

The Government of the Republic of Macedonia und巴rtakesto bear claims， if any arises， against 

the Japanese experts engaged in technical cooperation for the Project resulting企om，occurring 

in the cours巴of，or otherwise COllilect巴dwith the discharge of their official functions in the 

Republic of Macedonia except for those arising from the willful misconduct or gross 

negligence of th巴Japaneseexperts. 
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VII. MUTUAL CONSULTATION 

There will b巴 mutualconsultation b巴tweenJICA創ldthe authoriti巴sconcerned in the 

Government of the R巴publicof Mac巴doniaon any m勾orissues arising企om，or m 

connection with this Attached Document 

VIII. MESURES TO PROMOTE UNDERSTANDING OF AND SUPPORT FOR THE 

PROJECT 

F or the purpos巴 ofpromoting support for th巴 Projectamong the p巴opleof the R巴publicof 

Macedonia， the Government of the Republic of Macedonia will tak巴 appropriatemeasures to 

maketh巴Projectwidely known to th巴peopleofth巴RepublicofMacedonia. 

IX. TERM OF COOPERATION 

Th巳durationof the technical cooperation for the Project under this Attached Document wiU be 

3 (thre巴)y巴arsfrom the date of th巴 知stdispatch of Japal1ese exp巴rt(s).

ANNEXI 

ANNEXII 

ANNEXIII 

ANNEXIV 

ANNEXV 

ANNEXVI 

ANNEXVII 

MASTERPLAN 

LIST OF JAPANESE EXPERTS 

LIST OF MACHINERY AND EQUIPMENT 

LIST OF MACEDONIAN COUNTERP ART PERSONNEL AND 

ADMINISTRA TION PERSONNEL 

LIST OF LAND， BUILDINGS AND FACILITIES 

STEERING COMMITTEE 

PRIVILEGES， EXEPTION AND BENEFITS FOR JAPANESE EXPERTS 

， 
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ANNEXI 

MASTERPLAN 

1. Title of the Project 

Project on Developm巴ntofIntegrated Syst巴mfor Prevention and Early Warning ofForest Fir巴s

2. Overall Goal 

National coordination for the prevention and early warning of forest fires is effectively 

impl巴mented.

3. Project Purpose 

The capacity of CMC for the national coordination for prevention aod early warning of forest fir巴s

is strengthen巴d

4.Outputs 

1. National system for forest fire risk assessm巴ntis developed. 

2. Mechanism on national coordination for pr巴ventionaod early warning of forest五resIS 

reinforced. 

5. Activities 

1-1 Design risk assessment methodology for forest fir巴s

1-2 Identify and collect data/information useful for the for巴stfire risk ass巴ssment

1-3 R巴inforc巴theintegrat巴dGIS system/database， including so丘ware，hardware and equipment， 

with necessary training 

1-4 Prepare and publish GIS haz訂 dmaps for forest fires 

1-5 Prep紅 ethe feasibility study on th巴technicalsystem for forest fire early det巴ctlOn

1-6 Design methodology on the assessment of damages and consequences from forest fires 

1-7 Hold workshops on forest fire risk assessment 

2-1 Strengthen coordination mechaoism with relevaot institutions 

2-2 Organize Technical Coordination Group Meetings (TCGM) 

2-3 Increase public awareness 

エ4Assess the effectiveness of coordination aod identify supplementary measures， if necessary 

6. Project site 

Th巴Proj巴ctsite is Skopje. 
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ANNEX 11 LIST OF JAP ANESE EXPERTS 

Japanes巴 expertsin the fie1d described be10w may be dispatched depending on the needs as 

specified in the annua1 p1an ofthe Project 

Forest Fire Manag巴m巴nt

GIS systemldatabase， 

Other fi巴1dsrequired 

Chief Advisor白ldProject Coordinator will be assigned企omthe experts 1isted abov巴

Note: Experts may serve concurrently with other fie1d(s). Specia1ization， number and terms of 

assignment of JICA Project Experts will b巴 decidedin consideration of the progr巴ssof the Project 

through mutua1 consultations. 
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ANNEX 111 LlST OF MACHINERY AND EQUIPMENT 

Machinery， equipment， materials mutually agreed upon as n巴cessarywill b巴provided

Provision of equipment for the Project activities as follows: 

Forest fir巴management

GIS syst巴m/database

Others if necessary 

Note: Contents， specifications and quantity of the equipment will be decided through mutual 

consultation within the allocated budget 

r(/ 
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ANNEX IV LIST OF MACEDONIAN COUNTERPART AND ADMINISTRATIVE 

PERSONNEL 

1. Project Director 

Director of Crisis Management Centel 

2. Project Managel 

Head of the D巴partmentfor Research， Analysis， Assessment and Strategic Planning of Crisis 

Management Center 

3. Administrative P巴rSOlmel

(1) Administrator( s) 

(2) S巴C附 anes

(3) Other necessary staff 

パ〉ノギ:
巧多乙/
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ANNEXV LlST OF LAND， BUILDINGS AND FACILlTIES 

1. Land， building and facilities n巴cessaryfor the implem巴ntationof the Project 

2. Buildings and facilities necessary for th巴 installationand storage of the equipment provided by 

the Gov巴rnmentof Japan 

3. Suitable office rooms and any other facilities necessary for Japanese expelis to hold office 
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ANNEXVI STEERING COMMITTEE 

1. Functions 

A Steering Committee will be created， which will meet at least once a year or whenever necessity 

anses. 

The functions of the Steering Committee are as follows: 

(1) To supervise the annual work plan of the Proj巴ctin line with the Plan of Operation and Project 

Design Matrix that wil1 b巴formulatedbased on the Record of Discussions 

(2) To review也巴 annualand overall progress of the Project， and to evaluate th巴accomplishmentof 

ammal targeおandachievement ofth巴objectives.

(3) To find out proper ways and means for the solutions of m司jorissues arising from or in 

connection with the Proj巴ct.

2. Memb巴rsofth巴Commi抗巴巴

(1) Chairperson: Director of Crisis Management C巴nter

(2) Members 

a. Macedonian side 

Project Manager; Head of the Department for Research， Analysis， Assessment and Strategic 

Plmming of Crisis M凱lagementCenter 

Representative of Secretariat for European Affairs (SEA) 

Oth巴rpersOJmel conc巴rnedappointed in consultation with both sides 

b. Japanese sid巴

J apanese experts 

Representative ofthe JICA Balkan office/Skopj巴office

Other persons concerned， to be appointed by JICA Balkml office/Skopje office， ifnecessary 

Note: 

Official(s) ofthe Embassy of Japan may attend the Committee meetings as observer(s) 

(#T 
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ANNEX VII PRIVILEGES， EXEMPTIONS AND BENEFITS FOR JAP ANESE EXPERTS 

1. Exemption from income tax and other charges of any kind of imposed on or in cO!m巴ctions

with the living allowances remitted from abroad. 

2. Ex巴mptionfrom import tax， expO!i duties釦ldany other charges in r巴spectof personal and 

household effects ofthe Japanese experts and their families 

3. To issu巴， upon application， entry visa for the Japanese expe出 andtheir families free of charge. 

4. To issue id巳ntificationcard to the J apanese expelis and their families to secur巴thecoop巴ration

of all governmental organization necessary fOI" the performanc巴ofduties of the expelis 

5. Exemption from customs duties fOI" import and export of professional equipment by the 

Japanese experts in connection with the activities of the Project 

J 
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APPENDIX 111. Tentative Plan of Operation 

U ，"" VL  ~UIY .-宮崎 ..<.v".. 

Activities / Year CY201I CY2012 CY2013 Responsiblc 

1 I n I III I IV IlnllllilV 1 I II III I IV pcrsoll(s) 

Projcct Ycar Year 1 Year 2 Year 3 (Coulltcrpart Pcrsollncl: C/P) 

Evaluation Activities ITerJ:i~al 
1. Natiollal systcm fOl-forest firc risl( assessmcnt is dcveloped. 

urM…|事l- 「日 (1) Head of the Depl. for Research， 
Analysis， Assessment & SI悶 tegic
Planning 

(1) Head ofthe Dept. for Research， 

2 ldentify…… m暗中立制空間&Analysis， Assessmenl & Strategic 
Planning 

lIseful for forest fire risk assessment rel~vant spe~ificati OlI I ac~~~.Ji;;i~~'(r~itial) (2) Head ofthe Dept. for Operalions & 
mslltl.ltlOns 

Operational Logistics 

1-3 Reinfor田 the川 qmtcdGISSv'dimD-Beve 。。11占ent!1 

(1) Head ofthe Dept. for Operations & 

… …鞘詩型hardware and equipment， with necessa叩 m，
Operational Logistics 

training basif/delail~ddesigll 50fh 
1n particular， IT Section 

r-1 
(1) Head ofth巴Dept.for Research， 
Analysis， Assessm巴nt& Strategic 
Planning 

(2) Head ofOperation Coordination 

for forest fires Section ofthe Dept. forOperations & 

Operational Logistics 
(3) Head oflT Section ofthe Depl. for 

トー…
Operations & Operational Logistics 

(1) Head ofthe Dept. for Re活earch，

F山山.ySIJ 
Analysis， Assessment & Strategic 

Planning 

technical system for forest fire ear1y I existì~;;:~~lr~ab!e 
(2) Head ofOperation Coordination 
Section of the Dept. for Operations & 

detection Operational Logistics 

(3) Head of IT Section of the Dept. for 
Operations & Operational Logistics 

(1) H四 dof the Dept. for Rcsearch， 
Analysis， Assessment & Strategic 

of damages and consequences from forest Planning 

fires (2) Head ofthe Dept. for Financial， 
L巴galand Genera! Works 

(1) Head ofthe Dept‘ for Research， 

1-7… Analysis， Assessment & Strategic 
Planning 

ass巴ssment (2) Head ofthe Dep!. for International 

~li7"ti"n Finali羽田n Cooperation 

2. Mechanism on national coordination for prevention and cady w削 oningof forest fires is reinfOJ'ccd. 

了寸 l寸 (1) Head ofth巴Dept.for R巴search，
Analysis， Assessment & Strategic 

2-1 Strengthen coordination mechanisn1 Ip-[-~~~i~~~ 

wilh relevant institutions k2) Head ofthe Dept. for Organization 

and Internal Cooperation 

(1) Hcad ofthe Dept. for Research， 
Analysis， Assessment & Strategic 

2M2 Organize Technical Coordination 士官 官官 Planning

[ 叫 nter叫叩ratJOn

| ! 日)Head of the D削 forRes聞帆

I Plt' "'dit'l，m't"'oo I I I 2-3 lncrease pubJic awareness P1tl and itplcmcfation 1 IPlanning 
(2) Head ofthe Dept咽 forOrg日nization

F 同

… 一一一 +-_+-_+-_+-_+-_+-_+-_1(1) Head ofthe Dept. for Research， 

2-4 A時間tlICeffectsvcnessof Aj凹刷TUl叫r'"''''叩om」iSMfAL|tm Analy叫 Assessment& St脚 glC
coordination and identify supp[emcntary sd scl scl IPlanning 
measures， ifnecessary .1 Iq:) He~d o~t.he ~e~t. forOperations & 

Fin自lj~~ion IOperational Logistics 
~、、，，イ/_.ー ι
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伊陶 ¥

.8 
JIC.A.' 

1¥'Ir. TOlli .JAKJMOVSKI 
Dircclor 
CrisIs l¥1mmgemem CCIl1c-r， 
rormer Yugns]Hv R，むpublic()f Maccdonia 

[)""r Sir、

Japan Intemutloml Coop制剖ionAgency 

I L(円 e:rf/子
J.aJ1Uaη27，2011 

W ith rcgard 10 th心 Minlltcs()f Mccting， ，ignccl hetw""lI lhe Detailcd I'lanning吉川内")1Teal11 and 
the Former Yugο呉lavRcpublic of Macedonin dnted nn Jllly 14‘ 2010， Japan Inle，，，，目的""1Cooperation 
t¥gency (h~reínafter rel"crγ以11υ 出勺JCA") had a series of disCII"iLlllS ¥¥，j，h the MncedonInll allllwrilics 
concemed on dcsirable m担 問 問 曳 lnhじlHkcnby J1Ĉ and出eGoveflltllclll 01' lhe formcr Y ugoslav RCjl】河川Il川j比bl出!目i比じ
ο fMa倶cc吋doni旬afor the s剖:臼出i泣cce朗S悶5始抗11II町t町n月巾plcr問I口l問e悶叩3汀泊n(山山lι仰ωa叫川1I川lio叩11of Ihc P針r司吋Je叫cl0印nI)cv叫c1【り叩}

Pr陀eve町叩ntiο11且出叩lldEarly怯Wu町r口rn】ing()f F印刷tFircs (hercinafter rcfcrred lO as "rhc [>1 寸じn\~).
As a result of the di.，cussiol目、 11出rch)'conlir問 thatthe Record 01' J)日01/出;011'，which ;S llltached 

herelO， have bccll agreed betwee/l J 1CA Rnd Ih" Cri，is Managem出11Center 
1 would appreciate ;t very mllch ; r ;OUじouldCO/l日nnthe aぬr削nentioncdRccord 01' Discu$sions 011 

bchal f of lhe，札，1acedoniauuthoritie， cO/lcomccl 
Please nOle that the govemme/lt 01'.1"1悶 11rCωllgl/ilCS your 5la!e us the ドormcl'YLlgoslav R，むpublicof 

Maccd<l"ia， as aulhorized by the United Nalions 

日incじrcly)'οurs，

，iJ :L が
‘之、y:r Iパ

Satoru KUROSAWA 
ChicF Rcl'山:)cBIH tJ V~

Japan 1nternatinnn1 Coop目白lionAgency 
J IĈ Balkan 0自lCC
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Rcpublにむf胸部jonia
Goぜ告rnm邑nfof説epublicof Macedol1ia 
Crisis Management Center 

Mr. SatomKlIROSAWA 

ChkfReprese口tativc

Japl悶 llllernationalCoopcralIon Agency 

.TlCA l:Ialkan Oftice 

Dcar Sir. 

1 haw hereil1凸.cknow!cugcurecei]ヲ1of your !eUer. dated J~nllary 27、

2011， rcgaruing the signatul'C of the Rccord of Dbcu~sions cOllcernin品

the“Project on Developm日1101' lntcgraled耳yst創刊 1'or l'reventi011 nlld 

Early Waming of Forcsl Fires" (hereina且urrdi:rred [() 羽脂Sγ‘“刈‘'lh町C心合 1'rο吋.jeωct")

a偲gr悶ee吋db悦凶，叫刈G以lw附e出悶c町enCrisis Mf剖ul拙ag朕em乱m問e町叩.τ唄I口ltCenter 0則Jl泌dJんap卵ar相nlnt附e釘削I日Jl別釧1羽削a剖1恥iぬO山山n悶叫l i旧刈<11 

C υ山O叩'pera泣凶t討10伽側11 A島肢CI山山l以凶cy，and have conurnled the COJlI<:uts of thc 

attaehment ofthe lettcr 

Howcvcr，I d官c1areI.hat tlH.' Rcpublic 01' Macc¥lQuia d口e;;not acccpl the 

denol11inatioll u~ed for my COllll汀yin lhe above-JllcnlIυn巴dRecord 01' 

Disc凶日ions，havin.且inview thnt thc conslilutionnlllflruc 01‘my cOlllltry 

is the Repub1ic of Maccdonia 

1 cOll~ider this exch即 gcυrletters 閥抗Jujv~leJ1[ of signfllure of.the 

Record 01' I)í~ussíons. 

Government of 
Republic of 
Macedonia 
Aん-2.Pう/11

Cnsls managemsnt 

DimCA Mirce¥i n.n 
P.O.Box 3721000 Sko吋e
Republlc of MnにCdOll同

Phonc (02)3249101 
rax: (02}3248213 
W附 'I.C消 gov.mk
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THE ATTACHED DOCUMENT 

J. COOPERATION BET、iVEENJICA AND MACEDONIAN GOVERNMENT 

1. The Government of the Republic of Macedonia will implement the Project in cooperation 

WI廿lJJCA.

2. The Project will be implemented in accordance with the Master Plan which is given in 

ANNEXI. 

11. MEASURES TO BE T AKEN BY JICA 

In accord飢 .cewi吐1the laws and regulations In force in Japan， JICA， as the executing agency 

for technical cooperation by the Government of J apan， will take， at its own expense， the 

following measures according to the nonnal procedures of its technical cooperation scheme. 

1. DISPATCHOF JAPANESEEXPERTS 

JICA will provide the services of the Japanese exp出 sas listed in ANNEX 11. 

2. PROVISION OF MACHINERY AND EQUIPMENT 

JICA will provide such machinery， equIpment and other materials (hereinafter refe問。dtoぉ

“the Equipment") necessむγforthe implementation ofthe Project as lIsted i且 ANNEX1lI. 

The Equipment will become the property of the Governm巴且tof the Republic of Macedonia 

upon being delivered C.I.F.(cost， insurance and freight) to the Macedonian authorities 

concemed at出eports andlor airports of disembarkation. 

3. TRAINING OF MACEDONIAN PERSONNEL IN JAPAN 

JICA will receive the Macedonian personnel connected with the Project for tec加 ical

位ainingin Japan. 

III. MEASURES TO BE TAKEN BY THE GOVERNMENT OF THE REPUBLlC OF 

MACEDONIA 

1. The Govemment of the Republic of Macedonia wiU t球enecessary measures to ensure that 

the self-reliant operation of the project wiII be sustained during and after白eperiod of 

Japanese technical cooperation， through full and active involvement in the Projωt by乱11

related authorities， beneficiary groups and institutions. 

ノタ てぎ¥
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2. The Govemment of the Republic of Macedonia will ensure that the technologies and 

knowledge acquired by the Macedonian nationals as a result of the Japanese technical 

cooperatio且 willcontribute to the economic and social development of the RepubIic of 

Macedonia. 

3.刀leGovernrnent of the Republic of Macedonia will grant in the Republic of Macedonia 

戸ivi1eges，exemptions and benefitsぉIistedin Annex VII no less favorable出釦 those

granted to experts of third coun凶esor international organizations performing simi1ar 

missions to the J apanese experts in the Republic of Macedonia. 

4.ηle Goverrunent of the Republic of Maωdonia will take the measures necessary to receive 

叩 duse the Equipment provided by JICA under II-2 above and equipment， machinery and 

materials carried in by the Japanese expe.比sreferred to in Il・1above. 

5.ηle Goverrunent of the Republic of Macedonia will take necessary measures to ensure白at

the knowledge釦 dexperience acquired by the Macedonian personnel from teclu由al

回 i凶ngin Japan will be utilized effectively in the implementation ofthe Project. 

6. In accordance with the laws and regulations in the Republic of Macedonia， the Government 

。ftheRepublic ofMacedonia will旬以 necessぽymeasures 10 provide at its own expens巳for

the project: 

(1) Services of Macedonian counterpart personnel and administrative personnel as listed in 

ANNEXIV; 

(2) Land， buildings and facilities as listed in ANNEX V; 

(3) Sむpplyor replace at its own expense machinery， equipment， instruments， lools， spare 

parts and any other materials necessary for the implementation of the Project other由加

the E司uipmentprovided by JICA under rr・・2above. 

7. In accordance with the laws a工ldregulations in force in the Republic of Macedonia， the 

Govemment ofthe Republic ofMac古doniawi11 take necessary measures to meet; 

(1) Expenses necess釘"y for廿anspo市 lionwithin the Republic of Macedonia of出c

Equipment referred to in I1-2 above as well担 forthe installation， operation and 

maintenance thereof， if目ecess訂y;

(2) Customs duties， intemal taxes and any other charges imposed in the Republic of 

Macedonia on the Equipment referred 10 in II-2 above; 

(3) Ruruung expenses necessary for the implementation ofthe Project. 

./;. 大
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IV. ADMINISTRA TION OF THE PROJECT 

1. Di回目orof Crisis Management Center (CMC)， as也eProject Director， wiIl bear overall 

responsibitity for the administr凶ionand implementation ofthe Project. 

2. Head of the Department for Research， Analysis， Assessment and Strategic Planning of 

Crisis Management Center (CMC)， as the Project Manager， wil1 be responsible for the 

managerial and technic唱1ma枕ersand smooth implementation of the Project with close 

relation明白otherauthorities concemed. 

3. 刀leJap如 eseChief Advisor 、、'IIIprovide necess訂 y日 commendations釦 dadvice to吐le

Project Director and也eProject Manager on any matters pertaining to the implementation of 

the Project 

4. 百leJapanese experts will provide necessary technical guidance and advice to Macedonian 

counte甲信tpersonnel on technical matters pertaining to the implementation ofthe Project 

5. For the effective and successful implementation of technica! cooperation for the Pr付ect，a 

Steering Committee will be estab!ished whose functions and compositionむ edescribed in 

ANNEXVl. 

V. JOINTEVALUATION 

Evaluation of the Project will be conducted joint!y by JICA and the Macedonian authorities 

concemed， at the middle and during the lasl six months of the cooperation term in order 10 

examine the leνel of achievement. 

VI. CLAIMS AGAINST JAPANESE EXPERTS 

刀leGovemmenl of the Republic of Macedonia undert紘巴sto bear claims， if any arises， 

against the Japanese experts engaged in technical cooperation for the Project resu!ting合om，

occurring in the course of， or otherwise connected with the discharge of their official 

宜mctionsin the Republic of Macedonia except for those arising from the willful misconduct 

or gross negligence ofthe Japanese experts. 

み: /¥¥¥、

付属資料3

101



VII. MUTUAL CONSULTATION 

η時間 willbe mutual consu1tation between JICA and the authorities concemed in the 

Government of 出eRep凶licof Macedonia on any m司jorissues arising企Offi，or in 

connec廿onwi出 thisAttached Document. 

VIII. MESURES TO PROMOTE UNDERSTANDING OF AND SUPPORT FOR THE 

PROJECT 

For the p山poseof promoting suppo口forthe Project among the people of the Republic of 

Macedonia， the Govemment of the Repub!ic of Ma切 doniawi!l take appropriate 羽田suresto 

make the Project widely known 10 the people ofthe Republic ofMacedonia. 

IX. TERM OF COOPE双ATION

The duration of the lechnical cooperation for the Project under this Attached Document wil! 

be 3 (由民自)ye紅 S合om由edate of the first dispatch of Jap飢 eseexpert(s)ー

ANNEXI 

ANNEXII 

ANNEXIII 

ANNEXIV 

ANNEXV 

ANNEXVI 

ANNEXVII 

ぷ:

MASTERPLAN 

LIST OF JAPANESE EXPERTS 

LIST OF MACHINERY AND EQUIPMENT 

LIST OF MACEDONIAN COUNTERPART PERSONNEL AND 

ADMINISTRATION PERSONNEL 

LIST OF LAND， BUILDINGS AND FACILITIES 

STEERING COMMITTEE 

PRlVILEGES， EXEPTION AND BENEFITS FOR JAP ANESE EXPERTS 

、、、
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ANNEXI 

MASTERPLAN 

1. Title of the Project 

Project on Development ofIntegrated System for Prevention and Early Waming ofForest Fires 

2. Overall Goal 

ηle occ町Tencesof massive forest fire are reduced by strengthening the social capacity for 

prevention and early warning offorest fire. 

3. Project Purpose 

ηle capacity of CMC for回 nsmittinginformation to domestic relevant institutions for prevention 

and early wanung of forest fire and coordinating them is s甘m尉lened.

4.0utputs 

1. N ational system forおrぉtfire risk assessment is developed. 

2. National ∞or.必且ationmechanisrn of information sh出ngand cooper.司tionamong domestic 

relevant institutions for prevention拙 de凶 ywarτlIngof forest fires is reinforced. 

5. Activities 

ト1Design risk assessment methodology for forest fire and document the methodology 

1-2 IdentifY and col1ect dataJinforrnation useful for theおrestfire risk assessment 

1・3Reinforce the integrated GIS systemldatabase， including software， hardware alld equipment， 

with llecessary仕組ningfor operatillg and mailltaining the system 

ト4Prepare and publish GIS haz訂dmaps for forest fire 

1-5 Design me吐IOdologyon assessment of damages and consequences of forest fire 

1-6 Prepare the自国sibiJitysωdy on the techni侃 Isystem for forest fire early detectioll 

1-7 Hold workshops on forest fire risk assessment 

2-1 Develop sustainable coordinatioll mechanism of CMC and relevant institutiolls through 

identifシillgproblems about illformation shar凶gand coordillatioll 

2・2Periodically organize Technical Coordination Group Meetings (TCGM) 

2-3 COnflfIll the state oftransrnission ofinform白.tionand public awareness on prevention and early 

warning of forest fire at sorne model areas 

2-4 Assess the effec!Ivelless of coordination of CMC and relevant institutions and identifシ

supplemelltary measures， ifnecessary， utiIizing the resu1ts of2-3. 

6. Project site 

百leProject site is Skopje. 

/;: ぞミ¥
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ANNEX 11 LIST OF JAPANESE EXPERTS 

Jap四 eseexpe市凶 thefield described below may be dispatched depending on the needs as 

specified in出eannual pl飢 of血eProject 

“ Forest Fire Management 

噂 GISsystemldatabase， 

Other fields required 

Chief Advisor and Project Coordinator will be assigned企'omthe experts listed above. 

Note: Experts may serve concUITently with other field(s). Specialization， number and tenns of 

assignment of JICA Project Experts will be decided in consideration of the progress of the Project 

through mutual consultations 

ノケ，
d¥ 
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ANNEX III LIST OF MACHlNERY AND EQUIPMENT 

Machinery， equipment， materials mutually agreed upon出 necess訂 ywill be provided. 
Provision of equipment for the Project activities as follows: 

Forest fire management 

GIS systemldatabぉe

Others if necessary 

Note: Contents， specifications and quantity of the equipment wil1 be decided through mutual 

consultation within the allocated budget. 

Jウ，
" .， 

¥ 
'‘、、、
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ANNEX IV LIST OF MACEDONIAN COUNTERPART AND ADMINISTRATIVE 

PERSONNEL 

1. Project Director 

Director of Crisis Management Center 

2. Project Manager 

Head of the Department for Research， Analysis， Assessment and Strategic Planning of Crisis 

Management Center 

3. Administrative Personnel 

(1)A血 inis回 tor(s)

(2) Secretaries 

(3) Other necessary staff 

メタ タ¥
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ANNEXV LIST OF LAND， BUILDINGS AND FAClLITlES 

l.L叩 d，building and facil伽問問saryfor the implementation of the Pr<例

2. Buildings and facilities necess訂 yfor the installation and storage of也.eequipment provided by 

the Govemment of Japan. 

3. SuitabJe office rooms and any other faciJiti巴snecessary for Japanese experts to hold office. 

J: ι、、、
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ANNEXVI STEERJNG COMMlTTEE 

1. Functions 

A Steering Committee wiU be created， which will meet at least once a year or whenever necessity 

anses. 

The functions of the Steering Committee are as follows: 

(1) To supervise the annual work plan of the Project in line with the Plan of Operation加 dProject 

Design Matrix that will be formulated based on the Record of Discussions. 

(2) To review the annual and overall progress of the Proj巴ct，and to evaluate the accomplisrunent of 

組且凶1targets釦 dachlevement ofthe objectives 

(3) To find out proper ways and means for the solutions of major issues arising from or in 

connection with the Project. 

2. Members ofthe Committee 

(1) Chairperson: Director of Crisis Management Center 

(2) Members 

a. Macedonian sid巴

司 ProjectManager; Head of the Depar甘nentfor Research， Analysis， Assessment and Strategic 

Planning of Crisis Management Center 

Representative of Secretariat for European Afぬirs(SEA) 

Other personnel concerned appoin臼din consultation with both sides 

b. Japanese side 

Japanese experts 

Representative ofthe JICA Balkan office/Skopje office 

何 Otherpersons concerned， to be appointed by JlCA Balkan office/Skopje office， if necessary 

Note: 

Official(s) ofthe Embassy of Japan may attend the Committee meetings as observer(s). 

/J: て二、
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ANNEX VII PRIVILEGES， EXEMPTIONS AND BENEFITS FOR JAP ANESE EXPERTS 

1. Exemption合唱m 恒come国 X 叩 dother charges of町lykind of imposed on or in connections 

with the living allowances remitted from abroad. 

2. Exemption仕'om出 porttax， export duties and any other charges in respecl of personal and 

household effects ofthe Japanese experts and their families. 

3. To issue， upon application， entry visa for the Japanese experts and their 白羽iliesfree of ch町民

4. To issue identificalion card 10 the Japanese experts and their families to secure the cooperation 

of all governmental organization necess訂yfor由eperforrnance of duties of the experts 

5. Exemption from customs duties for import and export of professional e中 ipmentby the 

Jap組 eseexperts in connection with the activities ofthe Project‘ 

メクー
ぐ~'é
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Mr. Toni JAKTMOVSKI 
Din.a.:lor 
Criお[ぉ ManagcmentCcn1じれ

l守omlcrYugoslav Rcpuhlic of Macedoni~ 

LJear Sir， 

Japun Internaliollal Cooperarion A呂ency(hc山 ina仕erreferrcd to 出“JlCA")lJ8d且 seriesot 
d iscussion with the Crisis Mal1ag出I1cnlCenler (hcrcil附Ilcrreferred 10 as “CMC') !br Ihc pllrpnse ofworkillg 
out thc details 01' 111じtcchniculcoopゅratiol1projul!1 !t)J' the hProjcct on Devt.dupuH.:nl 01' I日出島rat日dsysIcm tor 
Prevention and Early Waming of Fo陀，(Fircs" (hereinu良errcferred 10 '"“111じPI吋cct")‘

Asぬmsultofthc discu，当iυns.1he印 hyconfirm t1mllhc Minll!cS nf Meeting， whkh is dllly rccordcd 
in thu a1tachment， havcらeena呂田町.lllpnl1belween JJCA and CMC 

I 、w附o山Illda叫p叩pr印eci比at知CI比tv刊er貯'YIIll凶l叫chiげfyo叩ucould c∞O叩nf抗ir悶 lhc以叫e皇"1
b恥4心dオh凶1陥凶泊凶11'司0ぱf【じ:rvlC.

PleU5C note that lhc gοVCrIlment 01' J apan陀 CO且nizcsy川Irstllte as the Former Yugo~lav Rcpllhlic of 
Maccd仁川i仏 国叫thorizedby Ihc lJnited Nntiol15， 

Sillcerely yullrs‘ 

z ljd j!? 
ーーム=:=:ふ..-'..J吋一一一よ斗

S"loru K¥JROSAWA 
Chief Represcmativc 
lapun lnternational CllOP"f<11iOIl AgcIlC) 
.IICI¥ Balktll】Oflicc
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Repu!JliC of MJ(凶{)}1la
Govemment of Re抑制icof Nlocedoni総

Crisis Management Center 

Mr. S乱IvwKURO自AWA

Chief Rcprc~cntative 

JaJ初 1111ltcmational Coop四百tiOJlAgcllcy 

JTCA salkall ul1ke 

Dear Sir， 

J havc herein acknowJcdgcd receipt of yOllr klLCr. duted .lnJlual'y 27. 

2011， l'cgarding the signnturc of lhc MinlltesのfMcctlllg conccming thc 

“Project on DcvcJopll1cnt oflntegl日付dsys(cm for Prevcntio!l ，md I:arly 
Waming of !'orest Fircs" (hじreinaftcrreferrcd 10 <15 "the Projcct")， 

agreed upon belween the Crisis ivhmagcl11ent Ccntcr and .Jap>lll 

Jntem品tionaJCoopcralion Agencyにandhavc con1irl11cd the conlcnls of 

thc. atl出:hmentofthe Jcttcr 

HOWCVt.'I， 1 declare Ihm thc l{cpublic of Macedonia cluc昌以)(acc母ptthc 

denOlllination used for l11y CO¥lJltry in UJe above-mentiollCu Minutes of 

Meeling， havi且且 invkw tha! the.coJlstiltllionuI name of my cOllnlIy is 

thc R，，'public ofMacedonia. 

[ co出 iderthis exchangc of Jetters as equivalcIIl 01' signature of rhc 

MinulCsυ1'Meeting 

〆/

Government of 

昭如一一
口ηlC'.:Mircev n.fl 
P.o.soχ372 1000 Skopje 
RepubhむofMac困donl.;l

I'hOn.. (O~) 3249101 
Fox: (02) 3249213 
WNW_cuk (lov.n'枇
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ATTACHED DOCUMENT 

1. PROJECT DESIGN MATRIX (PDM) AND PLAN OF OPERATlON (PO) 

With regard to the minutes of meeting訟tweenJICA and CMC on July 14，2010， the tentative Project 

D回 ignMatrix (hereinafter同氏rred10 as “PDM") is finalized as the “PDM Ver. I "in the attached hereto 

8ased 00 the PDM Ver.l， the Plan ofOperation Ver.l (hereinafter referred to as “PO") is also prepared to 

monitor the progress ofthe Project. The both sides will modiかthePDM and the PO at the initial stage ofthe 

Pr，吋田tthrough mutual consultation 

APPEND1X 1 Project Design Matrix 

APPEND1X II Plan of Operation 

Jフ
手「
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